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     令和４年５月  会津若松市

　各部行政運営方針は、第７次総合計画の推進を図るため、各部局が自らの権限と責任（部局の使命）を明確にする

とともに、各部局自らのリーダーシップ、経営管理により、施政方針や行政評価等を踏まえた新年度における重点方

針や課題解決に向けた重点的な取組等を明らかにし、効率的で効果的な行政運営を図るために毎年度作成しています。

　また、本市における様々な取組は、SDGs と親和性が高く、第７次総合計画に掲げる５つの政策目標の実現に向けて

取り組むことが、SDGs の基本理念に沿った取組となると考えており、本市の施策が、SDGs のどの目標と紐づくの分か

りやすくするため、それぞれの施策ごとに関連する SDGs の目標のアイコンを記載しています。



あらゆる場所のあらゆる形態の
貧困を終わらせる

飢餓を終わらせ、食料安全保障及
び栄養改善を実現し、持続可能な
農業を促進する

あらゆる年齢のすべての人々の
健康的な生活を確保し、福祉を
促進する

すべての人に包摂的かつ公正な質
の高い教育を確保し、生涯学習の
機会を促進する

ジェンダー平等を達成し、すべて
の女性及び女児の能力強化を行う

すべての人々の水と衛生の利用
可能性と持続可能な管理を確保
する

すべての人々の、安価かつ信頼でき
る持続可能な近代的エネルギーへの
アクセスを確保する

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべて
の人々の完全かつ生産的な雇用と働きがい
のある人間らしい雇用（ディーセント・
ワーク）を促進する

強靭（レジリエント）なインフラ構
築、包摂的かつ持続可能な産業化の促
進及びイノベーションの推進を図る

各国内及び各国間の不平等を是正する

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）
で持続可能な都市及び人間居住を実現す
る

持続可能な生産消費形態を確保する

気候変動及びその影響を軽減するため
の緊急対策を講じる

持続可能な開発のために海洋・海洋資源
を保全し、持続可能な形で利用する

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用
の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化へ
の対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復
及び生物多様性の損失を阻止する

持続可能な開発のための平和で包摂的な社
会を促進し、すべての人々に司法へのアク
セスを提供し、あらゆるレベルにおいて効
果的で説明責任のある包摂的な制度を構築
する

持続可能な開発のための実施手段を強化
し、グローバル・パートナーシップを活
性化する



令和４年度　企画政策部　行政運営方針

Ⅰ　企画政策部　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１ ８　男女共同参画 １　男女共同参画社会の実現に向けた環境整備　

２ ９　社会参画 １　市民活動・協働の推進　　　　　　　　　　

３ 21　ユニバーサルデザイン １　ユニバーサルデザインの推進　　　　　　　

４ 31　公共交通 １　公共交通ネットワークの活性化と再生　　　

５
35　情報通信技術

１　ICTへの興味関心・リテラシーの向上

６ ２　ICTを活用した地域活力の維持・発展

７ 36　地域自治・コミュニティ ２　地域主体のまちづくりの推進　　　　　　　

８
37　交流・移住

１　交流の促進　　　　　　　　　　　　　　　

９ ２　定住・二地域居住の推進　　　　　　　　　

10
38　大学等との連携

１　大学等を活かした人口の流入・定着の促進　

11 ２　大学等と地域の連携促進　　　　　　　　　

12
39　まちの拠点

２　市役所庁舎の整備

13 ４　未利用地等の利活用検討　　　　　　　　　

14

41　行政運営

１　市民と行政とのコミュニケーションの推進　

15 ２　社会の変化に対応していく行政運営　　　　

16 ３　行政サービスの最適化と利便性向上
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重
点
方
針
№
３

政策分野21 ユニバーサルデザイン 施策１ ユニバーサルデザインの推進

重点方針
－施策の方向性－

　「ユニバーサルデザイン推進プラン」に基づき、情報の提供や研修会の開催などにより、広くユニバーサルデザインの理
念の普及促進を図ります。また、様々な分野においてユニバーサルデザインの導入を図ることにより、すべての人にとって
やさしく暮らしやすいまちづくりを推進します。

【重点的取組】
①　ユニバーサルデザインの理念の普及啓発
　　今年度が計画期間の初年度となる「第４次会津若松市ユニバーサルデ
ザイン推進プラン」に基づき、出前講座やワークショップ、子ども向け
の体験講座の実施、市政モニターを活用した意識調査、ホームページや
市政だより等を活用し、ユニバーサルデザインの考え方、特にユニバー
サルデザインの基盤となる「こころのユニバーサルデザイン」（※）の
普及啓発に取り組みます。

②　安全、安心、快適なまちづくりの推進
　　ICTサービス等による利便性の向上の取組や、窓口環境・窓口サービ
スの改善等のソフト施策や施設の建設・改修等のハード整備において、
ユニバーサルデザインが標準となるよう、情報発信や意識啓発に取り組
みます。
　　また、市や事業者のユニバーサルデザインの取組事例の紹介等をとお
して、ユニバーサルデザインに関する理解促進に努めるとともに、多く
の事業者への普及を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　ユニバーサルデザイン推進事業（協働・男女参画室）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　ユニバーサルデザインの理念を市民サービスをはじめとする様々な事
務事業や取組に浸透させていく必要があることから、今後も引き続き市
職員への意識啓発を行っていきます。
　　また、庁内横断的な組織「ユニバーサルデザイン推進チーム」におい
て、市政モニターへのアンケート結果と庁内の取組状況を共有するとと
もに、課題の検討などに連携して取り組んでいきます。

※ こころのユニバーサルデザイン
すべての人に人権や尊厳があることを理解し、互いを一人の人として

認め、尊重し合う意識とともに、社会に内在する様々な差別や不平等に
目を向け、その原因と解決策をみんなで考え、改善するために行動する
こと。
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野８ 男女共同参画 施策１
男女共同参画社会の実現に向けた
環境整備

重点方針
－施策の方向性－

　男女が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性や能力を十分発揮できる男
女共同参画社会の実現に向け、意識づくりや社会環境づくりに取り組みます。

【重点的取組】
①　男女共同参画への理解促進
　　市政だよりへの記事の掲載、ホームページや会津図書館内「男女共同
参画コーナー」の充実などにより、男女共同参画に関する情報を広く発
信します。
　　また、令和５年度策定予定の「（仮称）第６次会津若松市男女共同参
画推進プラン」のための基礎資料とするとともに、今後の施策の方向性
等の参考とするため、男女共同参画に関する意識調査を市民・事業者・
町内会を対象に実施します。

②　男女共同参画に関する学習機会の充実
　　次代を担う子どもたちへの意識づくりに重点を置き、「子ども人生講
座」や「男女平等に関する作文コンクール」を実施するほか、生涯学習
出前講座を実施し、学校教育・生涯学習において男女共同参画意識の醸
成を図ります。

③　ワーク・ライフ・バランスの推進
　　「男女共同参画推進事業者表彰」の表彰事業者の取組紹介やフォロー
アップなど、男女がともに働きやすい職場環境づくりを推進します。
　　また、「女性活躍推進法市町村推進計画（第５次会津若松市男女共同
参画推進プラン）」に基づき、仕事と生活の両立支援やワーク・ライ
フ・バランスの充実が進むよう、関係機関とともに事業者への啓発や一
人ひとりの意識改革へ向けた取組を進めていきます。
　　特に、「男性は仕事」、「女性は家事や育児」という固定的な役割分
担意識を更に改善するため、男性の家事・育児等への参画についての意
識向上や理解促進に向けて、セミナーの開催や情報提供などに取り組み
ます。

④　政策・方針決定過程への女性の参画拡大
　　市政や地域課題への関心を促すような講座の開催により、エンパワー
メント（※）の充実など女性の人材育成に取り組むとともに、市政や地
域貢献に関心のある女性の人材情報をまとめた「女性人材リスト」を積
極的に活用することで、市の政策・方針決定過程の場への女性登用の機
会拡充などの取組を推進します。

⑤　地域活動における男女共同参画の環境づくり
　　市民団体で構成される「男女共同参画推進活動ネットワーク」の充
実、「男女共同参画社会づくり推進活動支援補助金」を活用した研修や
啓発活動の促進を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　男女共同参画推進事業（協働・男女参画室）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　「男女共同参画推進員」を全所属に配置し、各所属における男女共同
参画の施策や取組を推進するとともに、研修会等により職員の意識啓発
を図ります。　

②　委員会・審議会等における女性委員の割合向上のため、各部局への積
極的な情報提供や協力要請を行いながら、「女性人材リスト」のさらな
る活用を図ります。

③　女性活躍推進法市町村推進計画に基づき、商工課や県の雇用労政担
当、ハローワーク等と連携し、事業主等への啓発に取り組みます。

※ エンパワーメント　
　 本来持っている能力を引き出すための考え方や方法。
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重
点
方
針
№
２

政策分野９ 社会参画 施策１ 市民活動・協働の推進 

重点方針
－施策の方向性－

　地域の魅力づくりや課題解決に向けて、NPO・ボランティア等が活躍できる機会を創出していきます。また、多様な主体と
行政が、相互に尊重しながら、ともに考え、活動し、実践していくための取組を推進します。

【重点的取組】
①　市民活動への参加・参画の機運づくり
　　市民協働のさらなる推進を図るため、「提案型協働事業（市民提案
型・行政提案型）」などを着実に実施することで、市民活動への参加・
参画を促します。
　　

②　市民活動活性化に向けた仕組みの構築
　　協働の担い手となる NPO法人や市民公益活動団体等を支援する「市民
  活動団体支援事業」を実施することにより、市民活動の活性化を図りま
　す。
　　また、NPO法人や市民公益活動団体の実態や課題、求める支援内容を
　把握し、今後の市民活動の推進に生かすため、「市民活動団体等調査」
　を実施します。

③　多様な主体が連携、交流できるネットワークの拡大
　　NPO法人や市民公益活動団体の活動の継続や活性化は、地域課題の解
決や市民生活の向上において重要であることから、NPO法人や市民公益
活動団体の連携・交流を支援します。

④　市民協働への理解促進
　　地域の課題解決や活性化に向けて、市民の市政や市民活動への参画の
機運、機会を拡大していく必要があることから、「市民協働推進指針」
に基づき、市民活動団体と行政による「協働」の実績を積み重ね、その
成果を市ホームページや報告会の開催等により広く周知していくこと
で、市民協働への理解促進を図ります。
　　また、庁内全所属に配置している市民協働推進員を対象に、研修会を
開催するなどして市民協働への意識啓発を図り、市民協働の新たな機会
づくりに取り組みます。
　　

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　市民協働推進事業（協働・男女参画室）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　「市民協働推進員」を全所属に配置し、市民協働の研修や実践事例の
情報共有、意見交換等を通して、「市民協働推進指針」の考え方や協働
と参画によるまちづくりへの職員の意識啓発を図ります。

②　「提案型協働事業」の実施にあたっては、市民活動団体からの提案を
基にした事業の実現に向け、担当課との連携、情報共有を密に行うとと
もに、市民や庁内へ積極的に情報発信します。

③　「市民活動団体支援事業」については、より団体のニーズに沿った支
援ができるよう、事業者への委託により実施します。
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重
点
方
針
№
４

政策分野31 公共交通 施策１ 公共交通ネットワークの活性化と再生

重点方針
－施策の方向性－

　鉄道や路線バス、タクシーなど多様な交通形態の選択・連携による公共交通ネットワークの確保と活性化を図ります。さ
らに、観光振興や中心市街地活性化、健康増進などと連携を図り、まちづくりに資する公共交通の構築に取り組みます。

【重点的取組】
①　新たな「地域公共交通計画」の具現化に向けた事業実施計画の策定
　持続可能な公共交通ネットワークの実現に向け、引き続き会津圏域地域
公共交通活性化協議会へ参画し、広域バス路線の再編を検討するととも
に、令和３年度に策定した「地域公共交通計画」の事業実施計画の策定に
取り組み、事業の具体化とその進捗管理を図っていきます。

②　住民主体コミュニティ交通や MaaSなどの新しい交通手段・サービス
の構築
　　金川町・田園町や北会津、河東、湊地域における地域内交通への支援
に引き続き取り組むとともに、地域内交通の運営に関する検証・改善や
関係者の役割分担等のルールづくりについて、各地域の運営組織と協議
していきます。
　　また、ICT を活用した新しい移動サービスの導入に向けた実証運行
や、様々な交通手段をひとつのサービスとしてシームレスに繋ぐ MaaS
の構築に取り組みます。

③　第三セクター鉄道への支援と利用促進の取り組み
　　市が出資する第三セクター鉄道である会津鉄道と野岩鉄道について、
経営改善計画に基づき財政支援を行い、施設整備補助による施設・設備
の維持・更新に努めるとともに、会津・野岩鉄道利用促進協議会を中心
に関係自治体や関係団体と連携して利用促進に取り組みます。

④　只見線の復旧を契機とした地域振興への取組み
　　「只見線利活用計画」に基づいた事業の推進を行う「只見線利活用推
進協議会」に参画し、只見線の全線運転再開が、沿線のみに止まらず会
津17市町村全体の振興に繋がるよう、県と会津地域の市町村で利用促
進策に取り組んでいきます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　地域公共交通会議負担金（地域づくり課）
②　会津総合開発協議会特別負担金（地域づくり課）
③　会津・野岩鉄道施設整備補助金（地域づくり課）
④　新モビリティサービス推進事業（地域づくり課）　
⑤　北会津地域内交通運営支援事業（北会津支所まちづくり推進課）
⑥　河東地域内交通運営支援事業（河東支所まちづくり推進課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　まちなか周遊バスの運行や、路線バス利用者に対する地元スーパーの
ポイント付与、運転免許自主返納者への運賃割引及び商店等での特典付
与、路線バスにおける高齢者フリーパス券の発行など、公共交通事業者
や関係団体と連携して、まちづくりと一体となった公共交通の取組を進
めていきます。

②　連携・協働による公共交通の構築にあたっては、地元の地域づくり活
動組織や支所・公民館等と連携しながら、地域のまちづくりの核となる
公共交通を、ともにつくり・守り・育てることを基本認識とし、取組ん
でいきます。

③　高齢者の移動支援に資する新しいモビリティサービスの構築に向け
て、交通安全、健康増進、中心市街地活性化など、庁内及び民間企業と
連携を図りながら取り組みを進めます。
　

5



重
点
方
針
№
５

政策分野35 情報通信技術 施策１ ICTへの興味関心・リテラシーの向上

重点方針
－施策の方向性－

　多くの市民がICTの利便性を享受し、日々進歩する技術等を身近に感じることのできる機会を創出することにより、ICT
への興味関心の向上を図ります。さらに、情報格差（デジタルデバイド）の解消及び情報を使いこなす力（情報リテラ
シー）の向上を図ります。

【重点的取組】
①　ICTを体感する機会の創出
　　周辺地図連動型の情報交流支援スマートフォンアプリ「ペコミン」に
ついて、オープンデータ等との連携により、防災、健康、観光、生活な
どの情報共有を進めるとともに、市民がＩＣＴの利便性を実感できるよ
う、スマートフォン講習会などの機会を活用しながら利用促進に向けた
広報を行います。

②　ICTの利活用に関するセミナー等の開催
　　防災や健康増進、地域交流など様々な分野でＩＣＴの活用による利便
性の向上を促進し、誰もがＩＣＴを活用し、生活の質を向上できるよう
にするため、「市情報化推進計画」に基づき、「協働・共創のためのデ
ジタルシフト（※）」を推進します。特に、ＩＣＴリテラシーの向上を
図り、市民がＩＣＴの利便性を享受できるよう、市民生活に身近なス
マートフォンなどの講習会を拡充します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　地域情報化推進事業（情報統計課）
　

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　令和２年度を初年度とする新たに策定した「会津若松市情報化推進計
画」に基づき積極的な「デジタルシフト」を推進するため、各部局との
連携を図ります。

※デジタルシフト
　　情報伝達媒体や各種手続きなどの社会の仕組みが電子的な手段に
移行し、これまでよりデータやデジタル技術との接点が増えた状態
のこと。
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重
点
方
針
№
６

政策分野35 情報通信技術 施策２ ICTを活用した地域活力の維持・発展

重点方針
－施策の方向性－

　多種多様な公開できうる情報やデータ（オープンデータ）の拡充を図ります。また、それらの解析等を行うアナリティク
ス人材（データサイエンティスト）の育成を図りながら、その解析結果をまちづくりや企業活動等に活用するなど、地域活
力の維持・発展につなげていきます。
　また、ICTの専門大学である会津大学等と連携しながら、ICTや IoTを活用した他の自治体の先導的なモデルとなる取組に
より、地域のしごとの創出に努めます。

【重点的取組】
①　アナリティクス・サイバーセキュリティ関連人材の育成
　　職員のデータ分析・利活用のリテラシー向上を図り、証拠に基づく政
策立案（EBPM）など効果的なデータ利活用が進むよう環境を整備するこ
とで人口減少等の行政課題解決に資する人材の育成につなげるととも
に、行政運営の効率化や生産性向上を図るため、庁内の各種統計データ
や分析ツールを利活用していきます。
　　また、地域の産業や雇用の創出につなげていくため、本市の知的財産
である会津大学と連携しながら、データの解析等を行えるアナリティク
ス人材等を育成していきます。
　　情報リテラシー及び情報セキュリティ対策のためのスキルを備えた職
員を登録する「情報化人材」制度により、人材の有効活用を図ります。

②　コミュニケーションツールの日常的な利活用の促進
　　大規模災害等においても有効な連絡手段を確保するとともに、日常生
活での地域ICTの利活用を促進するため、情報交流を支援するスマート
フォンアプリ「ペコミン」とも連携している公共連絡網システム「あい
べあ」の利用促進に取り組みます。

③　オープンデータの蓄積、活用とアプリ・サービスの創出促進
　　市が保有するデータをオープンデータ化して公開する取組を拡大し、
会津大学や地元企業等に利活用を促すことにより、新たなアプリケー
ション開発やサービス創出を支援します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　データ利活用推進事業（情報統計課）
②　地域情報化推進事業（情報統計課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　庁内各課と連携し、市が保有するデータのオープンデータ化を進めま
す。　

②　市が公開するオープンデータを会津大学や地元企業、地域コミュニ
ティ等と連携し、活用を促します。
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重
点
方
針
№
７

政策分野36 地域自治・コミュニティ 施策２ 地域主体のまちづくりの推進

重点方針
－施策の方向性－

　地域の活性化や個性あふれる地域づくりに向けて、地域の実情を踏まえ、地域のことを市民が自ら考え、地域の活性化や
課題解決に向けて取り組むことができるよう、地域づくり組織や財政支援のあり方の検討など、より良い地域コミュニティ
の仕組みの構築を進めていきます。

【重点的取組】
①　地域おこし、地域づくり活動の支援
　　地域の身近な課題の洗い出しやその解決に向けての協議・意見交換や
取組の実践、情報発信の活動等を、地域との協働のもとに展開し、地域
のまちづくりに対する意識の高揚等を図ります。

②　地域住民主体のまちづくりの仕組みづくり
　　地域住民が主体となって考え、実践するための組織づくりやビジョン
策定に係る支援の仕組みを構築していきます。

③　自治基本条例に基づく、自治による自主自立のまちづくりの推進
　　平成 28年 6月に施行した市自治基本条例に基づき、協働と参画、さ
らには、自治による自主自立のまちづくりを一層進めていきます。
　　湊地区など先行地域の事例を踏まえ、自治基本条例第12条第5項に
掲げる、地域のことを地域の方々が自ら考えて実行できる仕組みや地域
づくり組織の活動拠点となる公共施設や財政支援などのあり方について
検討を進めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　地域づくりビジョン推進事業補助金（地域づくり課）
②　自治基本条例推進事業（企画調整課）
③　集落支援員事業（地域づくり課）
④　地域おこし協力隊事業（地域づくり課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　庁内横断的な検討体制により、令和３年度に整理した地域づくり組織
の活動拠点や人的支援などのあり方について、コミュニティセンターの
活用をはじめ個別の課題を整理し、その方向性を検討するなど、本市の
実情にあったコミュニティへの支援のあり方を総合的に検討していきま
す。

②　自治の推進においては、地域の活動組織や地域の活動拠点となってい
る公民館等と連携しながら、地域内分権の仕組みづくりの検討を進めま
す。

③　市民協働による地域内分権の推進に向け、北会津・河東・湊・大戸・
永和地域で策定した「地域づくりビジョン」に基づく実践活動の伴走支
援を行うほか、組織体制の充実に向け集落支援員や地域おこし協力隊等
による人的支援について検討します。また、その他の地域においても、
地域づくり活動組織の立ち上げや「地域づくりビジョン」の策定に向け
た住民意識の醸成に取り組みます。
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重
点
方
針
№
８

政策分野37 交流・移住 施策１ 交流の促進

重点方針
－施策の方向性－

　国内外の姉妹都市や本市ゆかりの自治体等との交流を促進し、相互の理解と友好を深め、市民団体や企業、次世代を担う
こども等の人的、経済的、文化的交流を促進し、互いの地域の活性化につなげていきます。

【重点的取組】
①　多文化共生理解の促進
　　中華人民共和国湖北省荊州市との交流において、これまで受入を行っ
てきた技術研修生との交流などを通じた、本市へのインバウンドの促進
など経済的な交流に結びつく取組を、新型コロナウイルス感染症の状況
も踏まえながら進めます。

②　国際的な感覚・視野をもった人材の育成
　　中学生を対象に、子どもたちが、これからの社会をどう生きるか、自
身の将来ビジョンを考える機会を提供する人材育成事業を実施すること
で、次代を担う人材の育成を図ります。
　　会津の高校生を対象にグローバル人材との交流や、国際社会への興味
関心及び異文化理解を深めるためのワークショップ、英会話講座等を通
してグローバルな視点を持った人材を育成します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　友好都市交流事業（企画調整課）
②　未来人財育成事業（企画調整課）
③　グローバル人材育成事業（企画調整課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　友好都市である荊州市などとの交流や、国際交流協会による多文化共
生理解、グローバル人材の育成などにより、交流と連携を進めます。

②　市内外の中学校及び高等学校との連携により、中高生のキャリアデザ
インや本市の未来を築くグローバルな感覚・視野をもった人材を育成し
ます。
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重
点
方
針
№
９

政策分野37 交流・移住 施策２ 定住・二地域居住の推進

重点方針
－施策の方向性－

　若年層に重点を置きながら幅広い年齢層に向けて、積極的・効果的に本市での暮らしに関する情報を発信します。また、
各種相談に適切に対応しながら、交流体験や受入体制の充実を図ります。

【重点的取組】
①　移住に関する情報の発信
　　「会津若松市定住・二地域居住推進協議会」の専用ホームページや
SNSを活用し、具体的に本市での生活イメージがつかめるような情報や
本市での暮らしの魅力について効果的に発信します。また、首都圏での
移住イベントやオンライン相談会等に積極的に参加し、本市の魅力を発
信します。
　　

②　移住相談体制の充実
　　移住希望者に対して、就業や住宅を含めた幅広い相談にワンストップ
サービスで対応していきます。
　　令和３年度に開設した「定住コネクトスペース」において、移住相談
を中心にテレワークやワーケーション等に関する相談にもワンストップ
で対応するとともに、コワーキングスペース等の提供により、地域と移
住者等との交流を進め、二地域居住から定住へと繋げていきます。

③　交流・移住体験の促進
　　移住希望者が本市での就職活動や住居探しを行う際の宿泊費の助成を
行うことで、本市での各種交流・体験を促進し、移住実践につなげてい
きます。
　　また、テレワークやオンライン会議など新たな働き方が浸透し、地方
への「転職なき移住」や「移住婚」に関心が高まっていることから、新
たな交流機会や移住体験の創出に取り組みます。

④　移住受入体制の充実
　　協議会を中心として、各種団体・企業や地域住民などと連携しながら
受入体制の充実を図ります。また「定住コネクトスペース」において、
地域と移住者等との交流の場を創出します。
　　また、東京圏からの移住者に対し支援金を交付することで、本市への
移住・定住の促進を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　会津若松市定住・二地域居住推進協議会事業（地域づくり課）
②　移住支援給付金事業（地域づくり課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　移住希望者の移住検討において、就業場所の確保は大きな課題であ
り、庁内関係部局やハローワーク、市内事業者等との連携を強化し、情
報発信、受入体制の充実を図っていきます。

②　就農希望者に対しては、グリーンツーリズム等の交流体験や新規就農
者支援センターの取組などとの連携を図り、定住・二地域居住への誘導
を推進していきます。

③　ICTオフィスやサテライトオフィスの入居企業等にとって従業員の生
活環境が重要な要素となることから、子育てや医療、教育、不動産情報
等、適切な移住情報の提供を行っていきます。
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重
点
方
針
№
10

政策分野38 大学等との連携 施策１ 大学等を活かした人口の流入・定着の促進

重点方針
－施策の方向性－

　地域内高等教育機関の魅力発信・誘致と、高等教育機関等と有効に連携を図ることのできる研究機関等の誘致を図り、知
的資源の質の向上と活用を図ることで、人口流入を促進するとともに、卒業後の地域内定着を促進します。

【重点的取組】
①　高等教育機関の魅力向上による学生の確保
　　令和３年度に引き続き、地域内での進学・就職の事例に関する情報誌
の発行や、「デジタル未来アート展」と連携した学校説明会の開催によ
り、会津大学・短期大学部及び地元の各種専門学校等の特徴や学習内容
を紹介することで、中高生の地元高等教育機関への進学促進を図りま
す。
　　また、会津大学における「コンピュータサイエンスサマーキャンプ」
等の取組を継続支援し、同大学及び会津地域の魅力発信による入学希望
者の増加を図ります。

②　高等教育機関卒業後の地域内定着の推進
　　地元就職への興味関心や理解の醸成を図るため、地元高等教育機関卒
業後の就職までを意識した学校説明会や、事例を紹介する情報誌を発行
するとともに、地域内定着に効果的な施策を検討するため、学生や保護
者に対する意識調査を実施します。
　　また、会津大学に対して寄附金を交付することにより、会津大学にお
ける地域産業の振興に寄与する研究促進や起業意識の高い人材育成を推
進し、地域内の雇用拡大と学生の卒業後の地域内定着を図っていきま
す。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　地域内進学促進事業（企画調整課）
②　会津大学地域教育研究等支援事業（地域づくり課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　会津地域への流入人口拡大と、地域内定着の推進を図るため、大学及
び各種学校、地元企業との連携強化を図り、各々の魅力や会津地域の魅
力を一体的に発信していきます。

②　高等教育機関卒業後の地元定着を図るためには、安定的な就業場所の
確保が重要であることから、ICTオフィス入居企業を始めとする地元企
業との情報共有や交流ができる場づくりを図るとともに、雇用対策や企
業誘致活動、起業支援等の取組と連携しながら対応していきます。
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重
点
方
針
№
11

政策分野38 大学等との連携 施策２ 大学等と地域の連携促進

重点方針
－施策の方向性－

　地域の重要な知的資源である会津大学をはじめとする高等教育機関と企業、行政などとの連携を促進し、地域課題の解決
や地域の活性化、アナリティクス人材等の人材育成などへつなげます。

【重点的取組】
①　高等教育機関との連携による地域課題解決の支援
　　会津大学に対して寄附金を交付することにより、会津大学における地
域産業の振興に寄与する研究や会津大学の知的財産を活かした企業間連
携等の促進を図るとともに、ベンチャー体験工房「会津 IT日新館」の
開催による新産業創出につながる起業意識の高い人材育成の推進を図り
ます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　会津大学地域教育研究等支援事業（地域づくり課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　会津大学と地域企業との連携・共同研究の促進や新産業創出、ベン
チャー起業の促進を図っていきます。

②　会津大学は、スマートシティ推進や地域課題解決の視点からも本市に
とって重要な知的資源であり、４月に締結した「『スマートシティ会津
若松』の推進に関する基本協定」を活かしながら、地域企業・事業者、
市民等との連携促進を進めていきます。
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重
点
方
針
№
12

政策分野39 まちの拠点 施策２ 市役所庁舎の整備  

重点方針
－施策の方向性－

　情報や防災、市民サービスの拠点として、また、市民生活を支える中心施設として、現在の本庁舎を中心に庁舎を整備し
ます。その際、市役所本庁舎旧館については、その活用に向けた検討を進めながら保存していきます。

【重点的取組】
①　市役所庁舎の整備
    「庁舎整備基本計画（平成 31年４月）」、「庁舎整備基本計画の精査
と整備に向けた方向性の整理（令和元年11月）」及び「庁舎整備事業基
本設計（令和３年２月）」に基づき、引き続き、ECI方式（※1）を建築工事
において採用し、実施設計をとりまとめていきます。
　　また、既存庁舎等の解体工事や新庁舎の建設工事に着工し、令和７年
度の新庁舎開庁に向け、着実に庁舎整備事業を進めていきます。
　　なお、本年の進捗状況について、「庁舎整備ニュース」を市政だより
と同時に配布するなど、広く情報提供を行っていきます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　庁舎整備事業（庁舎整備室）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　庁舎整備事業基本設計を踏まえ、各種申請手続き等のデジタル化に
対応した窓口等の仕様や、デジタルガバメントの推進、庁舎及び駐車
場の管理運営方法等について関係部局との協議、検討を行っていきま
す。また、工事施工に向け、関係機関との調整を図っていきます。

②　高い技術力と経験を有するＣＭ（※2）等の事業者の知見を活用し、円滑
な事業の推進を図っていきます。（民間のマネジメント力の活用と発
注者（市）内技術者の量的・質的補完を図ります。）

※1　ECI（Early Contractor Involvementの略）方式
　　 設計段階から施工予定者が関与する方式
※2　CM（Construction Managerの略）
　　 発注者の立場から主体的にプロジェクトのマネジメントや推進を
　　 行う
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重
点
方
針
№
13

政策分野39 まちの拠点 施策４ 未利用地等の利活用検討　

重点方針
－施策の方向性－

　県立病院跡地など、市街地中心部にある大規模な未利用地等については、本市のまちづくりへの有効活用に向けた提案や
協議を行っていきます。

【重点的取組】
①　県立病院跡地の利活用検討
　　令和４年度は、市民ワークショップを開催し、導入機能の具体化に向
けた検討を進めるとともに、民間活力導入可能性調査等業務委託の結果
を踏まえながら最適な整備手法等の検討を行い、「県立病院跡地利活用
基本計画（案）」のとりまとめを行います。
　

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　まちの拠点整備事業（企画調整課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　庁内においては、跡地に導入する機能や施設について栄町第二庁舎の
利活用と整合を図りながら検討を進めていきます。また、利活用の形態
/方策については、PPP(Public Private Partnership）や PFI（Private
Finance Initiative）など、官民連携の手法を含めて検討していきま
す。

②　市民協働においては、市民ワークショップを開催することで、様々な
アイデアや意見を集約し、導入機能の具体化にむけた検討を進めていき
ます。
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重
点
方
針
№
14

政策分野41 行政運営 施策１ 市民と行政とのコミュニケーションの推進　

重点方針
－施策の方向性－

　自治による自主自立のまちをつくるため、ICTを活用した情報の収集と発信、懇談会やワークショップ、タウンミーティ
ングなど多様な手段による市民参画の機会創出などにより、情報の共有を図りながら市民と共にまちづくりを進めます。

【重点的取組】
①　広報広聴活動の充実
　　広報紙をはじめ、テレビ、ラジオ、ホームページ、ＳＮＳ等の様々な
媒体を活用し、市民の皆様の目線に立った、分かりやすく的確で迅速な
情報の発信に取り組みます。また、市民要望を含めた広聴対応について
も、市民の皆様に寄り添った対応に努め、広報広聴活動の充実による市
民への説明責任を果たします。

②　「市民向けシティプロモーション」の展開
　　市民の皆様に本市のさまざまな魅力を再認識・再発見してもらえるよ
うな「気づき」の機会を提供し、市民自らが本市に住んで愛着を持ち、
市を良くしていこうという自負心である「シビックプライド」を醸成し
ていく「市民向けシティプロモーション」を展開します。それにより若
者の地元定着や移住（Ｕターン）・定住につなげ、若年層の人口増を目
指します。

③　新型コロナウイルス感染症に関する情報発信
　　感染症に係る情報については、最新の情報を市ホームページやＳＮＳ
を活用し、迅速な情報発信を行います。一方、インターネット環境が
整っていない方には、全戸配布される毎月の市政だよりや緊急的な対応
としての新聞折込みチラシ等の紙媒体による広報、また広報車による広
報活動等を展開することにより、市民の皆様の安全安心の確保や不安解
消に努めていきます。

【主要事業の詳細】
①　広報発刊費（秘書広聴課）
②　広報活動費（秘書広聴課）
③　広聴活動費（秘書広聴課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　町内会などからの要望について、担当部署との連携を図りながら達成
状況を的確に把握し、予算化や事業実施計画の有無などについて、定期
的な進行管理を図っていきます。

② 「市民向けシティプロモーション」については、多岐にわたる本市の
魅力を「会津の宝」と捉えて、さまざまなメディアを使って発信してい
くものであるため、スマートシティをはじめ、観光や商工、地元企業、
農業、移住・定住など多岐にわたる情報を担当部署と連携を図りながら
展開していきます。

③　感染症の拡大、長期化に伴い、市民の皆様や事業者の方々から寄せら
れるご意見や問合せなどについては、複数の担当部署にまたがることが
多いことから、総合コールセンターや市長への手紙などの活用により市
民ニーズを的確に把握し、庁内での情報共有を図ることにより、今後の
感染症対策に係る必要な施策や支援等の実現につなげてまいります。
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重
点
方
針
№
15

政策分野41 行政運営 施策２

社会の変化に対応していく行政運営

重点方針
－施策の方向性－

　総合計画の政策目標の実現に向けて、行政評価による PDCAサイクルのマネジメントを通じて、社会や市民ニーズの変化に
対応する事務事業の構築と、行政資源の適切な配分に努めます。

【重点的取組】
①　行政評価による PDCAサイクルの行政運営とマネジメント
　　平成 29年度からを計画期間とする第７次総合計画に掲げるビジョン
や政策目的の実現に向けて、令和３年度に実施した中間評価結果等も踏
まえ、より実効性を確保するために運用の改善を図りながら、行政評価
による進行管理を行っていくとともに、市民の皆様に、説明責任を果し
てまいります。

②　会津若松市まち・ひと・しごと総合戦略に基づく地方創生の推進
　　人口減少社会にあって、将来にわたり地域活力を維持し発展し続ける
社会を構築するため、「第２期会津若松市　まち・ひと・しごと創生総
合戦略」に基づいた事業の進行管理を行うとともに、会津大学との連携
や移住定住促進、結婚支援等の新規事業構築を進めることにより、新た
なしごと・雇用の創出、交流人口の拡大などに向けた取組を推進してい
きます。

③　「スマートシティ会津若松」の次のステージに向けた取組の推進
　　デジタル技術を健康や福祉、教育、防災、エネルギー、交通、環境と
いった様々な分野で活用し、将来に向けて持続力と回復力のある力強い
地域社会と、安心して快適に暮らすことのできるまちを目指し、これま
で10年に渡り進めてきた「スマートシティ会津若松」の取組をさらに
発展・深化させていきます。
　　新たな推進体制として、一般社団法人スーパーシティ AiCTコンソー
シアム、会津大学、市の３者による連携体制を構築するともに、「デジ
タル田園都市国家構想推進交付金」などの国の支援制度を積極的に活用
しながら、市民生活に関わる様々な分野で、利便性などを実感できる取
組の具体化を進めていきます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　行政評価システム推進事業（企画調整課）
②　地方創生推進事業（企画調整課、協働・男女参画室、スマートシティ
推進室）

③　スマートシティ会津若松推進事業（スマートシティ推進室）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　行政評価システムの推進においては、各部局横断的課題について副部
長会議等で協議・検討を行い、施策・事務事業の見直し・立案へとつな
げていきます。

②　地方創生においては、庁内の推進組織である「会津若松市地方創生・
人口ビジョン対策本部会議」が中心となり、庁内連携を図りながら、産
官学金労言の各主体が参画する「会津若松市まち・ひと・しごと創生包
括連携協議会」とも連携し、取組を推進していきます。　

③「スマートシティ会津若松」の推進にあたっては、まちづくり全般に関
わる多様かつ広範なものであることから、地方創生と連動しながら庁内
連携を図るとともに、その推進にあたっては、会津大学、一般社団法人
スーパーシティ AiCTコンソーシアム、地域企業、関係団体等との連携
をさらに強化していきます。
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重
点
方
針
№
16

政策分野41 行政運営 施策３ 行政サービスの最適化と利便性向上

重点方針
－施策の方向性－

　行政事務についてICTを有効に活用し、行政サービスの最適化を目指します。加えて、ICTの活用にあたっては、必要な
情報セキュリティ対策を講じます。

【重点的取組】
①　効率的で最適な事務事業の構築と実施
　　ICTを活用した「ビデオ会議システム」を積極的に活用することで、
会議、研修会、講座等における移動時間や事務経費の削減を図るととも
に、コロナウイルス感染症対策や働き方改革への対応として、在宅勤務
等を可能とするテレワーク環境の拡充を図ります。　　
　　さらに、基幹統計調査においては、業務効率の向上及び経費削減のた
め、インターネットを活用したオンライン回答の普及促進を図ります。
　　統計データ等の分析・データ利活用を庁内に普及し、ＥＢＰＭ（エビ
デンスに基づく政策立案）を推進します。

②各種手続きにおける利便性・快適性の向上
　　窓口業務の課題整理及びデジタル化による改善に向けたデジタルガバ
メント推進調査業務の結果を踏まえ、各種申請における手続きの電子化
や全国的な標準化への対応などに向け、必要なシステムを導入し、市民
の利便性・快適性の向上とともに、手続きの効率化と市民の負担軽減を
図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　庁内情報化推進事業（情報統計課）
②　基幹統計調査（情報統計課）
③　データ利活用推進事業（情報統計課）
④　情報ネットワーク基盤整備事業（情報統計課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　各種申請における手続きの電子化を各所属と連携して実施します。
②　会津若松市統計調査員協議会と連携し、オンライン回答の普及促進を
図ります。

③　職員の在宅勤務等に対応できるように、安全に情報にアクセスできる
テレワーク環境を拡充します。
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令和４年度　企画政策部　主要事業

重
点
方
針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

１ 男女共同参画推進事業
（協働・男女参画室）

　「第５次会津若松市男女共同参画推進プラン」に基づき、男女が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち
合い、性別にかかわりなく、その個性や能力を十分発揮できる男女共同参画社会の実現に向け、意識づくりや社会環
境づくりに取り組みます。

２ 市民協働推進事業
（協働・男女参画室）

　地域の魅力づくりや課題解決に向けて、ＮＰＯ・ボランティア等が活躍できる機会の創出に取り組みます。また、
多様な主体と行政が、相互に尊重しながら、ともに考え、活動し、実践していくための取組を推進します。

３
ユニバーサルデザイン

推進事業
（協働・男女参画室）

　「第４次会津若松市ユニバーサルデザイン推進プラン」に基づき、行政、市民、事業者及び市民活動団体等、地域
全体でユニバーサルデザインの推進に取り組むことで、すべての人にやさしく、暮らしやすいまちの実現を図りま
す。

４ 地域公共交通会議負担金
（地域づくり課）

　市・交通事業者・地域住民・関係者が連携して、公共交通・地域内交通等の利用促進や公共交通ネットワークの再
編に取り組み、令和３年度に策定した「地域公共交通計画」の事業実施計画として進捗管理を行うためのアクション
プランの策定に向けた調査、検討を行うため、これらの協議・調整機能を担い、計画策定調査事業の実施主体となる
市地域公共交通会議に負担金を支出します。

４
会津総合開発協議会特別負担

金
（地域づくり課）

　会津鉄道及び野岩鉄道の経営安定化を図るため、それぞれが策定した経営改善計画に基づく経常損失額に対し、県
及び関係自治体が協調して財政支援を行います。

４
会津・野岩鉄道施設整備事業

補助金
（地域づくり課）

　会津線及び会津鬼怒川線の安全で円滑な運行を確保するとともに、車両改修などにより鉄道の魅力や利便性を向上
させるため、鉄道施設の整備に対し国及び県、沿線自治体と協調して補助金を交付します。
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重
点
方
針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

４
新モビリティサービス推進事

業
（地域づくり課）

　公共交通空白地域等における移動制約者の移動支援に資する新しいモビリティサービスの導入や、様々な交通手段
をひとつのサービスとしてシームレスに繋ぐMaaSといった、利便性が高く持続可能な地域交通の仕組みの構築等に取
り組みます。

４

北会津地域内交通運営支援事
業

（北会津支所
  まちづくり推進課）

北会津地域内からの日常的な移動手段の確保や交流促進などを図るため、各町内と医療機関や商業施設、地域内の
主要公共施設とを結ぶ、地域内交通「北会津ふれあい号」の運営を支援します。
　地域の方々が当該交通手段を積極的に利用し、活動の範囲を広めていただくことで、健康でいきいきとした楽しい
生活を行える手段の一助となるよう、地域住民の意向を踏まえて利便性の向上に取り組みます。

４
河東地域内交通運営支援事業
（河東支所まちづくり推進

課）

河東地域内での日常的な移動手段の確保や交流促進などを図るため、地区に設置した待合場所と店舗や医療機関、
主要公共施設などとを結ぶ、地域内交通「みなづる号」の運営を支援します。
「みなづる号」の利用促進や利便性・持続性の向上への取り組み、また住民の生活の質の向上につながる取り組み
の検討を、地域住民と共に進めます。

５
６
共
通

地域情報化推進事業
（情報統計課）

　　周辺地図連動型の情報交流支援スマートフォンアプリ「ペコミン」について、オープンデータ等との連携によ
り、防災、健康、観光、生活などの情報共有を進めるとともに、市民がＩＣＴの利便性を実感できるよう、スマー
トフォン講習会などの機会を活用しながら利用促進に向けた広報を行います。
　　防災や健康増進、地域交流など様々な分野でＩＣＴの活用による利便性の向上を促進し、誰もがＩＣＴを活用
し、生活の質を向上できるようにするため、「市情報化推進計画」に基づき、「協働・共創のためのデジタルシフ
ト（※）」を推進します。特に、ＩＣＴリテラシーの向上を図り、市民がＩＣＴの利便性を享受できるよう、市民
生活に身近なスマートフォンなどの講習会を拡充します。
　　大規模災害等においても有効な連絡手段を確保するとともに、日常生活での地域ICTの利活用を促進するため、
情報交流を支援するスマートフォンアプリ「ペコミン」とも連携している公共連絡網システム「あいべあ」の利用
促進に取り組みます。

６

16

共
通

データ利活用
推進事業

（情報統計課）

　　職員のデータ分析・利活用のリテラシー向上を図り、証拠に基づく政策立案（EBPM）など効果的なデータ利活用
が進むよう環境を整備することで人口減少等の行政課題解決に資する人材の育成につなげるとともに、行政運営の
効率化や生産性向上を図るため、庁内の各種統計データや分析ツールを利活用していきます。
　　また、地域の産業や雇用の創出につなげていくため、本市の知的財産である会津大学と連携しながら、データの
解析等を行えるアナリティクス人材等を育成していきます。
　　市が保有するデータをオープンデータ化して公開する取組を拡大し、会津大学や地元企業等に利活用を促すこと
により、新たなアプリケーション開発やサービス創出を支援します。
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主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

７
地域づくりビジョン推進事業

補助金
（地域づくり課）

　地域コミュニティの活性化を図るため、地域で暮らす人を中心に地域課題の解決に向けた取り組みを自立的に実践
する地域づくり活動組織に対し、活動経費を補助する。
　湊・北会津・河東・大戸・永和については、策定した「地域づくりビジョン」に基づく実践活動の伴走支援や組織
の体制強化に向けた集落支援員等の人的支援の拡充について検討していきます。

７ 自治基本条例推進事業
（企画調整課）

　第７次総合計画の後期５年間の開始にあたり、地域づくり政策の専門家によるセミナーを開催し、市民協働による
まちづくりをさらに進めていきます。
　また、自治による自主自立のまちづくりの実現を図るため、庁内横断的な検討体制により、令和３年度に整理した
地域づくり組織の活動拠点や人的支援などのあり方について、コミュニティセンターの活用をはじめ個別の課題を整
理し、その方向性を検討するとともに、各個別計画において地域の定義が異なることで生じる課題の整理や地域を対
象とした類似事業の洗い出しなどを通して、本市の実情にあったコミュニティへの支援のあり方を総合的に検討して
いきます。

７ 集落支援員事業
（地域づくり課）

　地域住民が主体となり地域課題の解決に取り組んでいるみんなと湊まちづくりネットワーク（地域づくり活動組
織）の事務局機能を強化するため、国制度を活用し、地域の実情に詳しい身近な人材を集落支援員として配置すると
ともに、同組織による地域づくり活動を支援し、地域主体の取組の推進を図ります。

７ 地域おこし協力隊事業
（地域づくり課）

　地域住民が主体となり地域課題の解決に取り組んでいる大戸まちづくり協議会（地域づくり活動組織）の活動強化
を図るため、国制度を活用し、都市地域からの移住者を「地域おこし協力隊」として任命し、地域活性化イベントの
企画・運営や地場産品の開発等を行うことで、同協議会の地域づくり活動を支援し、地域主体の取組の推進を図りま
す。

７
中山間地域生活支援システム

事業
（地域づくり課）

　湊地区をモデルとして、国の地方創生推進交付金を活用し構築した生活支援システムを継続して運用し、中山間地
域のコミュニティづくりと活力向上を図ります。また、令和４年度は、大戸地区への横展開を図ります。

８ 友好都市交流事業
（企画調整課）

　友好都市である中華人民共和国湖北省荊州市などとの交流を通し、友好の発展と相互理解の促進を図ります。
　令和４年度は、荊州市との書画交流や技術研修生受入に取り組みます。

21



重
点
方
針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

８ 未来人財育成事業
（企画調整課）

　中学生を対象とした人材育成事業（あいづ未来人財育成塾）の実施により、子どもたちが、自分の仕事や職業への
意識を高めるだけでなく、将来、どう生きたいか自分のビジョンを形成していけるように支援し、次代を担う人材と
しての育成を図ります。

８ グローバル人材育成事業
（企画調整課）

　会津の高校生を対象とした日常英会話講座やワークショップの開催、グローバル人材との交流等により、子どもた
ちの国際社会への興味関心及び異文化理解を深めながら、グローバルな視点を持った人材の輩出を目指します。

９
会津若松市定住・二地域居住

推進協議会事業
（地域づくり課）

　本市や商工会議所、ＪＡ、不動産業団体等で組織する会津若松市定住・二地域居住推進協議会を通じ、幅広い年代
の田舎暮らし志向者へ定住・二地域居住に関するセミナーの開催や宿泊費補助、相談対応などを行い、本市への移住
者の増加を図ります。
　また、令和３年度に開設した「定住コネクトスペース」において、移住相談を中心にテレワークやワーケーション
等に関する相談にもワンストップで対応するとともに、コワーキングスペース等の提供により、地域と移住者等との
交流を進め、二地域居住から定住へと繋げていきます。

９ 移住支援給付金事業
（地域づくり課）

　東京圏から本市に移住し、就労等に関する規定の条件を満たす人に対して支援金を交付することで、本市への移
住・定住の促進を図ります。

10 地域内進学促進事業
（企画調整課）

　地域内での進学・就職の事例に関する情報誌の発行や、「デジタル未来アート展」と連携した学校説明会の開催に
より、会津大学・短期大学部及び地元の各種専門学校等の特徴や学習内容、会津地域での進学や就職のメリット等に
ついて紹介することで 地域内における進学促進を図りながら、卒業後の地元雇用につなげていきます。

10
11
共
通

会津大学地域教育研究等
支援事業

（地域づくり課）

　地域の「知の拠点」である会津大学に対して奨学寄附金の寄付を行うことにより、同大学における本市地域の特性
やニーズを踏まえた新たな産業創出の促進に向けた人材育成や研究活動、地域との連携交流活動等の促進を図りま
す。
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主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

12 庁舎整備事業
（庁舎整備室）

「庁舎整備基本計画（平成 31年４月）」、「庁舎整備基本計画の精査と整備に向けた方向性の整理（令和元年11
月）」及び「庁舎整備事業基本設計（令和３年２月）」に基づき、引き続き、ECI方式を建築工事において採用し、
実施設計をとりまとめていきます
 また、既存庁舎等の解体工事や新庁舎の建設工事に着工し、令和７年度の新庁舎開庁に向け、着実に庁舎整備事業
を進めていきます。
　なお、本年の進捗状況について、「庁舎整備ニュース」を市政だよりと同時に配布するなど、広く情報提供を行っ
ていきます。

13 まちの拠点整備事業
（企画調整課）

　令和４年度は、市民ワークショップを開催し、導入機能の具体化に向けた検討を進めるとともに、民間活力導入可
能性調査等業務委託の結果を踏まえながら最適な整備手法等の検討を行い、「県立病院跡地利活用基本計画（案）」
のとりまとめを行います。

14 広報発刊費
（秘書広聴課）

　市民の皆様へ的確でわかりやすい市の施策・事業の情報提供や市民活動等の情報共有のため、オールカラーによる
広報紙を月１回発行し、町内会等を通じて全世帯への配布を行います。また、本市の魅力を再認識してもらえるよう
なパンフレットの制作・配布をすることで、移住定住の促進を図ります。
　感染症に係る情報について、全戸配布される毎月の市政だよりや緊急的な対応としての新聞折込みチラシ等の紙媒
体による臨時的な広報を行うことにより、市民の皆様の安全安心の確保や不安解消に努めていきます。

14 広報活動費
（秘書広聴課）

　市政情報をわかりやすく、一人でも多くの市民の皆様に伝えていく手段として、テレビ、ラジオ、ホームページ、
ＳＮＳ等の媒体を積極的に活用していきます。
　令和４年度においては、定例記者会見・臨時記者会見等に YouTubeを活用したライブ配信を行うための機器の導入
を進めるとともに、配信における設定や技術の習得に努め、市民の皆様に対し、市長からのメッセージを適切な環境
で情報発信していくことを目指します。
　また、若者をターゲットとし、本市の企業や学校、若者が自分らしく輝いている姿、本市の先進的な施策などを紹
介するシティプロモーションテレビ広報番組を制作・放送するほか、同番組で放送した動画をインターネットで配信
していきます。
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14 広聴活動費
（秘書広聴課）

　市政に対する市民（個人・団体）の皆様の要望や意見を、様々な手法を用いて吸い上げ、把握し、市民生活の向
上、より良い市政運営につなげていきます。
　また、令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、これまで市が行ってきた情報発信の内容や方法に
対する市民ニーズを把握し、情報発信のあり方について改めて検証するため、無作為抽出した3,000名を対象に市民
アンケートを行い、その結果をもとに、今後の広報活動の充実につなげていきます。

15 行政評価システム推進事業
（企画調整課）

　第７次総合計画に基づく全ての政策、事務事業について、社会経済情勢、市民ニーズの変化等を的確に捉え、必要
性、効果、効率性、取組改善などの視点から評価し、加えて、令和３年度に実施した中間評価結果等を踏まえ、より
実効性を確保するために運用の改善を図りながら、評価結果を次年度の予算編成や施政方針に活用し、政策・施策の
質的向上を図ります。
　また、評価の客観性などを確保する観点から、公募による市民や学識経験者による第三者の視点により、外部評価
を行います。

15

地方創生推進事業
（企画調整課、

協働･男女参画室、スマート
シティ推進室）

　人口減少社会にあって、将来にわたり活力を維持し発展する地域社会を構築するため、「第２期会津若松市まち・
ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、関係団体等との連携を強め、地方創生の取組の深化を図っていきます。
・結婚支援事業　　　　　
・デジタル情報プラットフォーム整備事業　・デジタル未来アート事業　　　　　　
・地域内進学促進事業

15
スマートシティ会津若松推進

事業
（スマートシティ推進室）

　様々な分野にデジタル技術を活用する「スマートシティ会津若松」の取組を引き続き推進するとともに、10年に渡
る「スマートシティ会津若松」の取組の実績や経験などを生かし、「デジタル田園都市国家構想推進交付金」などの
国の支援制度を積極的に活用しながら、市民生活に関わる様々な分野で、利便性などを実感できる取組の具体化を進
めていきます。

16 庁内情報化推進事業
（情報統計課）

　　ICTを活用した「ビデオ会議システム」を積極的に活用することで、会議、研修会、講座等における移動時間や
事務経費の削減を図るとともに、コロナウイルス感染症対策や働き方改革への対応として、在宅勤務等を可能とす
るテレワーク環境の拡充を図ります。

　　また、窓口業務の課題整理及びデジタル化による改善に向けたデジタルガバメント推進調査業務の結果を踏ま
え、各種申請における手続きの電子化や全国的な標準化への対応などに向け、必要なシステムを導入し、市民の利
便性・快適性の向上とともに、手続きの効率化と市民の負担軽減を図ります。
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16 基幹統計調査
（情報統計課）

  　基幹統計調査における業務効率の向上及び経費削減のため、インターネットを活用したオンライン回答の普及促進
を図るとともに、調査従事者の確保・資質向上に取り組みます。

16
情報ネットワーク基盤整備事

業
（情報統計課）

　地域におけるインターネットへの接続や、庁内におけるインターネットや総合行政ネットワーク、各公共施設
とのイントラネットに安定して接続するための機器等の維持管理を行います。
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令和４年度　財務部　行政運営方針

Ⅰ　財務部　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１ ４０　公共施設 １　公共施設マネジメントの推進

２ ４２　財政基盤 １　健全な財政運営

３ ４２　財政基盤 ２　税収の確保

【令和４年度　様式】
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野４０ 公共施設 施策１ 公共施設マネジメントの推進

重点方針
－施策の方向性－

　すべての公共施設等を対象として、その現状、利用状況等について市民との情報共有を図り、それらの維持や有効活用な
どについて検討を進めます。また、安全で適切な施設の管理運営や財政負担の低減・平準化といった総合的かつ計画的なマ
ネジメントを進め、社会状況の変化に応じた施設サービスを提供します。

【重点的取組】
①公共施設等の総合的かつ計画的なマネジメントの推進
　　「公共施設等総合管理計画」、「公共施設保全計画」及び「公共施設再
編プラン」に基づき、公共施設の適切なマネジメントを進めます。
　　予防型の維持保全の実施計画である「公共施設保全計画」及び各施設の
整備方針を示した「公共施設再編プラン」に基づき、施設整備の優先順位
を定め、計画的な保全を行う。
　　また、住民協働での地域課題の解決や活性化につながる公共施設等の利
活用や、施設再編に向けた部局横断的な検討など、施設総量の最適化に向
けた具体的な取組を進めます。
　
②公共施設の適正な維持整備、安全性、利便性の向上
　　適切な設計及び工事監理を通じて、公共施設の維持整備の適正化や安全
性、利便性の向上を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①公共施設マネジメント推進事業（公共施設管理課）
②公共施設の設計積算及び発注・工事監理事務（公共施設管理課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　全庁的組織である「公共施設等総合管理推進本部」を中心に、
庁内の関係部局が連携して取組を推進します。
②　本市の公共施設マネジメントの取組に協力をいただいている関
係機関、団体等との連携を継続し、「施設カルテ」の作成や、施
設再編に向けた住民ワークショップなどの取組を進めます。
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点
方
針
№
２

政策分野４２ 財政基盤 施策１ 健全な財政運営

重点方針
－施策の方向性－

　中期的な財政見通しに基づき、市債発行額の適正管理による実質公債費比率の低減、財政調整基金の安定的な確保、総人
件費等の義務的経費の圧縮などをはじめとした行財政改革を継続し、将来にわたり住民福祉の増進を図っていくための健全
で持続可能な財政基盤を確立します。

【重点的取組】
①中期財政見通しの策定及び公債費負担適正化計画の進行管理
　　中期財政見通しを策定し、歳入歳出にわたる財政規模を把握するととも
に、新たな市債管理に基づき、現在と同水準の行政サービスの継続が可能
な範囲である実質公債費比率６％程度を目標としながら、将来に向けて必
要な公共投資と健全な財政運営との両立を図ります。
②市民ニーズや社会経済状況を踏まえた予算編成
　　第７次総合計画に基づくまちづくりの推進と住民福祉の増進を図るた
め、中期財政見通しを踏まえながら、限られた財源の中で効果的な事務事
業を構築し各種施策の実現に向けた予算編成を行います。また、引き続
き、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、社会経済状況の変化等に対
応した必要な財政措置を講じます。
③財政調整基金の確実な積立て
　　新型コロナウイルス感染症対策経費や除雪経費などへの活用により、残
高は大きく減少していますが、標準財政規模の 10％を安定的に確保する
ことを目標としながら、災害等の不測の事態に対応できる財政状況を確保
するとともに、年度間の財源調整としての機能を生かし、市民サービス確
保の財源として活用を図れるよう適正水準の確保に努めます。
④行財政改革の継続
　　令和４年度からの新たな行財政改革の取組に基づき、未利用財産の有効
活用やネーミングライツ事業の検討などによる持続可能な財政運営をはじ
め、適切なマネジメントによる公共施設の管理運営の最適化、デジタル化
の推進などによる行政サービスの質の向上と効率化に取り組みます。
⑤公共施設維持整備等基金の有効活用
　　公共施設保全計画及び公共施設再編プランに基づく施設改修経費等の財
源として、公共施設維持整備等基金の有効活用を図ります。また、前年度
繰越金や財政調整基金の状況を踏まえた２億円程度を基本とする基金への
積立に加え、未利用財産の利活用で生じる土地売払収入を積み立てて財源
を確保するとともに公共施設マネジメントの一層の推進を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　財政管理に要する経費（財政課）
②　財政調整基金積立金（財政課）
③　「統一的な基準による地方公会計制度」に基づく財務書類作成
　　（財政課）
④　予算編成事務（財政課）　

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　総枠配分方式による予算編成により、各部局のマネジメントを基本
として、限られた財源の中で各種施策の実現に向けた効果的な事務事
業の構築を図ります。
②　各部局との連携により、行財政改革に向けた各種取組を推進し、歳
入確保やコストの削減を図り、市民サービスの向上に努めます。

③新型コロナウイルス感染症対策総合本部と連携し、各部局との情報共
有を図りながら、感染症対策に係る必要な事業の実施に努めます。
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重
点
方
針
№
３

政策分野４２ 財政基盤 施策２ 税収の確保

重点方針

－施策の方向性－

　税に関する意識の向上と情報の発信を行いながら、適正な課税・徴収を行い、持続可能な行財政運営の基盤となる税収の

確保を図ります。また、税務申告等の手続きの簡素化、民間サービスやインターネットを活用した納税環境の整備・充実を

進めます。

【重点的取組】

①公平で公正な課税事務の推進
　地方税法、市税条例等の規定に基づき、市の自主財源の基幹となる市税の
課税事務を適正に行うとともに、市民の税制に対する理解促進を図りま
す。
②納税者の利便性の向上　
　市税の課税事務において、ICTを活用しながら、申告、申請などの手続の
簡略化や時間の短縮化などを進め、納税者の利便性の向上を図るととも
に、効率的な事務運営を行います。
③納税環境の整備・充実
　納期内納付・自主納付の促進と納税者の利便性向上を図るため、地方税共
通納税システムやスマートフォン決済アプリ等を利用した電子納税の取組
など、ICTを活用した納税環境の整備・充実を進めます。
④適正な徴税の推進
　税負担の公平・公正の観点から関係機関の理解と協力のもと、預貯金調査
事務の電子化や遠隔地滞納者の実態調査の委託により、効率的で適正な徴
税対策を推進します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照

①市税課税事務（税務課）　
②課税事務電子化推進事業（税務課）
③納税環境整備事業（自主納付促進事業・早期納付勧奨事業・納付方法
拡充事業）（納税課）

④徴収事務（納税課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　市民の利便性の向上を図るため、市税に関する証明書発行、収納等
の事務を行う支所及び市民センターとの連携を図ります。
②　税外収入の効率的な収納の観点から、所管部局（下水道施設課・こ
ども保育課・高齢福祉課）との連携を図ります。
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令和４年度　重点方針に基づく取組の概念図

【財務部】 【各部局】

・納税者への丁寧な説明と相談体制の構築 【関係機関】

・地方税法等の改正を踏まえた適正な条例整備

国（税務署・法務局　など）

・固定資産課税台帳及び公図管理の電子化の推進
県（県税事務所　など）

・軽自動車税ワンストップサービスへの対応

・スマートフォン決裁アプリによる電子納税
地方税共同機構

・ＱＲコード決済の準備

・基幹システムの全国共通仕様対応に向けた準備
金融機関

・預貯金調査事務の電子化

・遠隔地居住者実態調査の委託

・ｅLTAX（エルタックス）やマイナンバーの活用

第7次総合計画の着実な推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症対策・まちの拠点整備・スマートシティ推進　ほか

持続的な財政運営と総合的・計画的な施設管理

　○中期財政見通し
　○新たな市債管理
　　・実質公債費比率6％程度

○予算編成　　　　　　　　　　　
・第７次総合計画の推進　　　　　　
・新型コロナウイルス感染症対策等　
・財政調整基金の確保と活用　　　　

　　・公共施設維持整備等基金の確保と活用　

○新たな行財政改革の取組
（Ｒ４～８年度）

 ○公共施設保全計画・公共
 　施設再編プランの推進

○公平・公正な課税事務

○納税者の利便性向上　

○納税環境の整備・充実

行政評価

行財政改革の個別取組

　公共施設の維持管理・
　利活用・計画的な整備

○適正な徴税の推進　　

42-1健全な財政運営 40-1公共施設マネジメントの推進

42-2税収の確保

○設計積算及び工事監理
・庁舎整備　ほか　　

○総枠配分方式による予算編成
　を通した各部局マネジメント

○事業評価
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令和４年度　財務部　主要事業

重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

1

公共施設マネジメント推進事業
（公共施設管理課）

　「公共施設等総合管理計画」、「公共施設保全計画」及び「公共施設再編プラン」に基づき、施設の有効活
用及び施設機能・総量の最適化を推進する。
　栄町第二庁舎や県立病院跡地等の施設の有効活用やよりよい機能のあり方について庁内検討を進めるととも
に、官民連携手法（ＰＰＰ／ＰＦＩ）による施設の管理運営、維持整備等への民間活力の導入を検討する。
　また、将来のよりよいまちづくりに向け、地域の拠点となる施設・機能の再配置や複合化、有効活用につい
て住民の方々とともに検討し、計画的な施設の維持保全等の取組を進める。　

公共施設の設計積算及び
発注・工事監理事務
（公共施設管理課）

　関係部局と連携して公共施設の維持整備の適正化を図るとともに、適切な設計及び工事監理を通じて利用者
の安全性や利便性の向上を図る。
　令和４年度は、庁舎整備工事、若松城天守閣長寿命化工事、河東支所庁舎冷暖房設備改修工事等を実施す
る。
　

２

財政管理に要する経費
（財政課）

　今後３年間の財政運営のベースとなる中期財政見通しの作成と合わせて、実質的な後年度負担を重視した新
たな市債管理に基づき、実質公債費比率を６％程度でコントロールしながら、必要な公共投資と健全な財政運
営の両立を図る。また、歳入の確保とともに効果的・効率的な行財政運営を行うため、令和４年度からの新た
な行財政改革に各部局と連携を図りながら取り組む。　

財政調整基金積立金
（財政課）

　地方財政法第７条の「決算剰余金の１/２を下らない金額は、積立又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償
還財源に充てなければならない」との規定を踏まえ、基金への積立を行い、安定的な財政運営のため、適正水
準の確保に努める。

「統一的な基準による地方公
会計制度」に基づく財務書
類作成（財政課）

　令和３年度決算において、複式簿記の導入と固定資産台帳の整備を柱とした「統一的な基準による地方公会
計」に基づく財務書類を作成・公表するとともに、他自治体との比較など財務状況の分析等への活用を図る。

予算編成事務
（財政課）

　持続可能で安定的な市民サービスを提供できる財政基盤を確立するため、毎年度作成・公表している中期財
政見通しを踏まえ、見込まれる歳入に見合った歳出構造を堅持することを基本とした総枠配分方式による予算
編成事務を継続する。また、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、社会経済状況の変化等に対
応した必要な財政措置を講じていく。
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重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

３

市税課税事務
（税務課）

　地方税法、市税条例等の規定に基づき、市の自主財源の基幹となる市税（市民税・固定資産税・軽自動車
税・市たばこ税・入湯税）の課税事務を適正に行う。

課税事務電子化推進事業
（税務課）

　市税（市民税・固定資産税）の課税事務において、eLTAX（エルタックス）や、マイナンバーを利用した情報
連携を適正に運用することで、さらなる事務の効率化と迅速化を推進し、市民の利便性の向上を図る。
　また、課税事務の電子化の推進に向けて、固定資産課税台帳及び公図の電子化による事務の効率化を図ると
ともに、令和５年１月からの軽自動車税のワンストップサービス稼働に向けた改修や税に関する基幹システム
の全国共通仕様対応に向けた準備など、課税事務の電子化に対応したシステム改修を進める。

納税環境整備事業
（自主納付促進事業・早期納
付勧奨事業・納付方法拡充事
業）

（納税課）

　口座振替の加入促進や納税貯蓄組合活動の支援を継続することに加え、コンビニエンスストアやゆうちょ銀
行での納付方法により納期内納付の促進を図るとともに、多様な納付方法について納税者にわかりやすく周知
を行うなど納税環境を整備する。
　また、電子納税の推進について、令和４年度よりスマートフォン決済を導入するとともに、令和５年度から
の eLTAX（エルタックス）を利用した地方税共通納税税目の拡大（固定資産税と軽自動車税の追加）及び QR
コード決済の導入に向けて取り組む。

徴収事務
（納税課）

　税負担の公平・公正の観点から、地方税法、市税条例等の関係法令を遵守し、市民や関係機関の理解と協力
のもと、適正な徴税を推進する。
　また、徴収実務においては、預貯金調査事務の電子化及び遠隔地滞納者の実態調査の業務委託による、効率
的な調査・徴収事務の推進を図る。
　あわせて、滞納者それぞれの状況を十分に調査し、きめ細かな対応ができるよう、ファイナンシャルプラン
ナー等による相談体制の充実を図りながら、滞納解消に取り組む。
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令和４年度　総務部　行政運営方針

Ⅰ　総務部　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１ 37　交流・移住 １　交流の促進

２ 40　公共施設 ２　市有財産の利活用

３
41　行政運営

２　社会の変化に対応していく行政運営

４ ３　行政サービスの最適化と利便性向上

【令和４年度　様式】
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野37 交流・移住 施策１ 交流の促進

重点方針
－施策の方向性－

　国内の姉妹都市や本市ゆかりの自治体等との交流を促進し、相互の理解と友好を深め、市民団体や企業等の人的、経済
的、文化的交流を促進し、互いの地域の活性化につなげていきます。また、被爆地などとの交流を通して、核兵器の廃絶と
平和意識の醸成を図ります。

【重点的取組】

①　ゆかりの自治体等との都市間、地域間の交流の促進
　・　本市と各都市を結ぶ共通の歴史や人物の情報を発信しながら、都市間
　　交流の窓口として民間交流を支援し、その活性化を図ります。また、節
　　目の年には、記念事業へ積極的に取り組み、歴史の再認識を効果的に促
　　します。
　・　姉妹都市むつ市とは、２年毎に相互訪問を行っており、本年度は本市
　　訪問団がむつ市を訪問し、両市交流の一層の促進を図ります。
  ・  「会津まつり」に姉妹都市など本市ゆかりの自治体を招待し、交流を
    推進します。
  ・　会津まつり協会の市民親善交流事業において、蒲生氏郷公ゆかりネッ
　　トワーク共同宣言から20周年の節目を迎える滋賀県日野町・三重県松
　　阪市を訪問し、市民レベルでのゆかりの地との交流を促進します。

②　被爆地との交流などによる平和意識の醸成　
　・　広島市から証言者を招き、北会津中学校・会津若松ザベリオ学園中学
　　校・会津学鳳中学校に加え、生涯学習総合センターにおいて被爆体験講
　　話を開催し、核兵器がもたらす悲惨さや平和の尊さを次代へ継承すると
　　ともに、市民の平和意識の更なる醸成を図ります。　

・　令和２年度から被爆地である広島市と長崎市を交互に訪問すること

　としたものであり、本年度は長崎市において、中学校の代表13名が

平和祈念式典への参列や青少年ピースフォーラムへの参加を通じて、

長崎市及び全国の中高生等との交流を行うとともに、平和学習の成果

を広く発表することにより、中学生はもとより広く市民の平和意識の

醸成を図ります（令和２年度は派遣を中止、令和３年度はオンライン

参加）。

・　市ホームページや市政だより等を通し、核兵器廃絶平和都市宣言事
業の取組を発信し、市民の平和意識の更なる醸成を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　姉妹都市・親善交流都市事業（総務課）　
②　核兵器廃絶平和都市宣言事業（総務課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　観光商工部、農政部などと連携を図りながら、ゆかりの自治体にお
いて、物産品等の販売を促進します。
②　教育委員会と連携を図りながら、ゆかりの地との教育・スポーツ交
流を推進します。
③　市民団体とゆかりの地との文化交流を促進します。
④　各部局と連携を図りながら、ゆかりの地に関する情報発信や情報共
有を図り、相互交流の推進と地域の活性化、市民の理解促進につなげ
ます。
⑤　市民団体等が主催する平和イベントと連携し、市民の平和意識の醸
成に努めます。　
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
２

政策分野４０ 公共施設 施策２ 市有財産の利活用

重点方針

－施策の方向性－

　土地や建物などの市有財産が持つ経済性を最大限発揮するよう、適正管理と有効活用を進めます。

【重点的取組】

①　市有財産の適正な管理と未利用財産の有効活用
　・　会津若松市市有財産利活用基本方針に沿って、市有財産の適正管理
　　と有効活用を図ります。
　・　未利用財産の現況を調査し、利活用上の課題等について整理したう　
　　えで、会津若松市市有財産利活用検討委員会において、個別財産ごと
　　に利活用方針を検討します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照

①　市有財産管理事務（総務課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　各所属と連携し、未利用財産の把握に努めるとともに、財産管理事
務担当者説明会において「公有財産管理の手引き」による研修を行
い、市有財産の適正管理と有効活用に努めます。
②　会津若松市市有財産利活用検討委員会において、行政財産について
の現状や課題を共有しながら、部局横断的な視点のもと、個別財産ご
とに利活用方針を検討します。
③　施設の再配置や複合化を検討する公共施設マネジメント推進会議と
会津若松市市有財産利活用検討委員会との連携により、その資産価値
を最大限に活かす利活用方針を検討します。
④　個別財産の利活用方針及びその後の進捗状況について、市ホーム
ページ等で公表し情報提供を図ります。また、未利用財産の現状や利
活用上の課題についても、市ホームページ等での公表を通じて市民と
の情報共有を図り、未利用財産の更なる利活用を推進します。
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
３

政策分野４１ 行政運営 施策２ 社会の変化に対応していく行政運営  

重点方針

－施策の方向性－

　高度化及び多様化する市民ニーズや社会情勢に柔軟に対応できる体制を整えるため、市民に信頼される高い意欲と能力を

持った人材を採用、育成するとともに、行政機構の最適化に向けた組織編成に努めます。

【重点的取組】

①　高い意欲と能力を持った人材の採用、育成と組織体制の構築
・　地方公務員法の改正を踏まえ、職員の定年を 65歳に引き上げるた
め、関係条例の整備を進めます。また、定年引上げを踏まえ、計画的な
職員の採用により持続可能な行政運営を実現していくため、新たな定員
管理計画を策定します。

・　求められる行政サービスを提供し続けることを目指し、職員一人ひと
りが生産性の高い働き方を実現するため、働き方改革を推進します。　

・　職員募集に関するＰＲ活動の強化を図るとともに、受験し易い環境の
整備や年齢要件の見直し、行政経験者採用枠の継続などにより有為な人
材の採用に努めます。また、社会的な要請に応えるため、氷河期世代採
用枠を継続するとともに、法定雇用率を安定的に達成し、多様な人材が
活躍できる職場づくりを行うため、障がい者特別枠を継続します。

・　総合計画の着実な推進に向け、より簡素で効率的な組織体制を構築す
るため、引き続き、行政機構の整備について調査・研究していきます。

・　第３次会津若松市人材育成基本方針及び人材育成推進プランに基づ
　き、計画的・効果的に職員研修を実施し、人材育成の推進を図ります。
　また、現在の人材育成推進プランの計画期間が満了となることから、新
たな人材育成推進プラン（令和５年度～令和９年度）を策定します。

・　職員の人材育成に活用することにより、組織の力を高め、市民サービ
スの向上につなげていくため、人事評価制度を適切に運用していきま
す。

・　令和２年度から導入された会計年度任用職員制度及び臨時的任用を適
正に運用していきます。

・　従業員支援プログラム（ＥＡＰ）を新たに導入し、職員のメンタル不

調に対する「未然防止、早期発見、早期対応、復職支援」の強化を図り

ます。

・　事務処理のさらなる適正化に向けて、所属単位における職員個人

のレベルアップ及び組織的なチェック機能の向上のための取組強化

に努めるとともに、全庁的な取組として、契約・予算等の庁内共通

事項に係る研修・説明会等の充実を図ります。さらに、事務誤りの

再発防止の観点も踏まえて、職員間のコミュニケーションの活性化

や職場内の関係の質の向上に取り組み、より働きやすい職場環境づ

くりを進めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　定年引上げへの対応及び定員管理計画の策定（人事課）
②　働き方改革の推進（人事課）
③　職員採用（人事課）
④　行政機構の整備（人事課）
⑤　人材育成推進プラン（人事課）
⑥　職員研修事業（人事課）
⑦　人事評価制度の適切な運用（人事課）
⑧　会計年度任用職員制度等の適正な運用（人事課）
⑨　メンタルヘルス対策（人事課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　各任命権者と連携し、全庁的に業務改善に努め、効率化を図りなが
ら適正な定員管理に努めます。
②　働き方改革推進本部会議において庁内の情報共有や連携を図り、働
き方改革を推進していきます。
③　人材育成推進委員会において部局横断的な視点の下、人材育成推進
プランを推進していきます。
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
４

政策分野４１ 行政運営 施策３ 行政サービスの最適化と利便性向上

重点方針

－施策の方向性－

　行政事務について、ＩＣＴを有効に活用するとともに、事務の透明性を確保しながら、より一層効率的で的確な執行に努

め、行政サービスの最適化を目指します。

【重点的取組】

①　個人情報保護制度の見直し
　　個人情報保護法改正への対応として、市個人情報保護条例の改正や法改
正に伴う運用の見直しに取り組んでまいります。

②　仮庁舎での円滑な業務遂行
　　令和４年５月からの仮庁舎期間中において、来庁者駐車場の確保や追手
町及び栄町エリアの庁舎間の文書送達等を行いながら、市民サービスを低
下させることなく行政事務の円滑な業務遂行を図ってまいります。

③　行政事務の電子化の推進                                          
　　行政事務の効率化に向け、電子決裁の拡大や内部手続における押印廃止
の推進に伴うペーパーレス化や、文書管理ガイドラインに基づく文書事務
の適切な運用を図ります。これにより、引き続き、行政事務の電子化や行
政手続きのオンライン化に向けた環境整備に取り組んでいきます。

④　入札・契約制度の適正な運用及び履行の確保　
　・　入札・契約における競争性、透明性、公平性のより一層の確保を図る

ため、関係法令等に基づく入札・契約制度の適正な運用を推進しま
す。

　・　工事の発注・施工時期の平準化や工事の適正な履行の確保を図りま
す。

　・　入札契約手続の透明性の向上及び入札制度の客観性の確保を図るた
め、引き続き、入札等に関する有識者会議を開催します。

　・　庁内各課執行の入札・契約事務が適正に行われるよう必要な対策に取
り組んでいきます。

⑤　ふるさと納税（ふるさと寄附金制度）の取組推進
　　ふるさと納税（ふるさと寄附金制度）について、節度ある対応を基本と
　し、本市の更なるＰＲや地域活性化の観点から、返礼品の拡充や情報発信
の強化を図りながら、継続して取り組んでいきます。　

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照

①　個人情報保護制度の見直し（総務課）
②　仮庁舎での円滑な業務遂行（総務課）
③　電子決裁の拡大（総務課）
④　文書管理ガイドラインの適切な運用（総務課）
⑤　市入札・契約事務（契約検査課）
⑥　工事検査業務（契約検査課）
⑦　寄附事務（ふるさと納税等）（総務課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　個人情報保護制度の見直しについては、庁内の関係課と連携しなが
ら適正な制度の策定と運用の見直しを図っていきます。
②　仮庁舎期間中においても、市民サービスを低下させることなく行政
事務を円滑に遂行するため、庁内連携の強化を図っていきます。
③　電子決裁については、マニュアルの充実を図りながら、庁内各課と
連携し拡充を図っていきます。あわせて、関係各課と協議・調整を行
いながら内部手続の押印見直しを拡充します。

　　また、文書管理ガイドラインについては、庁内各課の取組状況を確
認しながら、より適切な運用を図っていきます。
④　工事主管部との連携により、ゼロ市債の活用等による工事の発注・
施工時期の平準化を推進します。
※ゼロ市債　公共工事の早期発注を図るための初年度予算を０円とした
　　　　　　債務負担行為の設定　
⑤　返礼品の選定に当たって、引き続き地元の民間事業者からの提案を
活用していきます。
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  令 和 ４ 年 度 重 点 方 針 に 基 づ く 取 組 の 概 念 図

行政サービスの
最適化と利便性向上

交流の促進

社会の変化に
対応していく行政運営

会計年度任用職員
制度等の適正な運用

職員研修事業

職員採用

寄附事務
（ふるさと納税等）

入札・契約事務

工事検査業務

定年引上げへの対応
及び

定員管理計画の策定

姉妹都市・
親善交流都市事業

核兵器廃絶
平和都市宣言事業

働き方改革

市有財産の利活用

市有財産管理事務

仮庁舎での
円滑な業務遂行

人事評価制度の
適切な運用

行政事務の電子化
の推進

個人情報保護制度
の見直し

メンタルヘルス対策
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令和４年度　総務部　主要事業

重点

方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

１

姉妹都市・親善交流都市事業

（総務課）

　姉妹都市むつ市とは、２年毎に相互訪問を行っており、本年度は本市訪問団がむつ市を訪問し、交流の一層
の促進を図ります。
　会津まつり招待事業においては、ゆかりの地自治体を招待し、交流を促進します。
　市民親善交流事業では滋賀県日野町・三重県松阪市を訪問します。

核兵器廃絶平和都市宣言事業

（総務課）
　長崎市への市内中学生代表の派遣、市内中学校及び生涯学習総合センターでの被爆体験者の講話、原爆パネ
ル展・フィルム上映会の開催、平和まつりへの参加等を通して、市民の平和意識の更なる醸成を図ります。

２
市有財産管理事務

（総務課）　

　会津若松市市有財産利活用検討委員会を開催し、行政財産についての現状や課題を共有するとともに、未利
用財産の利活用方針を検討します。
　十分に利活用されていない未利用財産については、その現状や利活用上の課題等についても市ホームページ
等で公表し、有償貸付や売却処分の更なる推進を図ります。

３

定年引上げへの対応
及び定員管理計画の策定

（人事課）

　地方公務員法の改正を踏まえ、職員の定年を 65歳に引き上げるため、関係条例の整備を進めます。また、定
年引上げを踏まえ、計画的な職員の採用により持続可能な行政運営を実現していくため、新たな定員管理計画
を策定します。

働き方改革の推進
（人事課）

　職員一人ひとりが生産性の高い働き方を実現するため、意識改革・制度改革・業務改革の推進を目指して、
各種施策の具体的な取り組み内容を推進していきます。
　令和４年度は、未来の働き方創造事業により、職員の意識改革を図りながら、より良い働き方を実現するた
め、業務のあり方や進め方の見直しに取り組みます。
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３

職員採用
（人事課）

　少子化や公務員人気の低迷等を背景とし、全国的に採用活動が厳しさを増している中で、より質の高い人材
を確保するため、周知活動を強化するとともに、東京会場での採用試験の実施や試験内容の見直しにより、受
験し易い環境を整備し応募者の増加を図りながら、有為な人材の採用に努めます。とりわけ、30代半ばが手薄
となっている職員構成の課題を改善するため、令和３年度に新設した行政経験者採用枠を継続するとともに、
大卒程度事務職の年齢要件を引上げます。
　また、社会的に要請のある就職氷河期世代の支援のための氷河期世代採用枠を継続するとともに、法定雇用
率を安定的に達成し、多様な人材が活躍できる職場づくりを行うため、障がい者特別枠も継続します。

行政機構の整備
（人事課）

　厳しい行財政運営の中で、社会経済情勢の変化に対応可能な、より簡素で効率的な組織体制を構築するた
め、中長期的な視点に立って行政機構の整備を進めます。
　令和４年度は、現行の組織体制の課題等を点検しながら、より良い組織体制の構築に向けて、行政機構の整
備について調査・研究を進めていきます。

職員研修事業
（人事課）

　第３次会津若松市人材育成基本方針及び具体的なアクションプランである人材育成推進プラン（平成30年度
～令和４年度）に基づき、職員研修（庁内研修・派遣研修・自己啓発支援等）を効果的に実施し、職員の能力
開発と意識改革を推進することにより、市民ニーズや時代の要請に的確に応えることのできる人材を育成しま
す。
　また、現在の人材育成推進プランの計画期間が満了となることから、新たな人材育成推進プラン（令和５年
度～令和９年度）を策定します。

人事評価制度の適切な運用
（人事課）

　職員の人材育成に活用することにより、組織の力を高め、市民サービスの向上につなげていくため、引き続
き、評価者研修を実施し評価精度の向上を図るなど、人事評価制度を適切に運用していきます。　

会計年度任用職員制度等の
適正な運用（人事課） 　令和２年４月１日から導入された「会計年度任用職員」制度及び「臨時的任用」の適正な運用を行います。

メンタルヘルス対策（人事課）
　職員のメンタルヘルス対策として、これまでの「セルフケア（本人）、ラインケア（所属長）及び内部資源
（人事課保健師）」に、新たに「外部資源ケア（従業員支援プログラム（ＥＡＰ）」を導入し、職員のメンタ
ルヘルス対策の強化を図ります。
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４

個人情報保護制度の見直し

（総務課）
　令和５年４月１日施行予定の改正個人情報保護法への対応として、個人情報保護条例の改正、運用及び各所
属における適切な事務対応等を図ります。

仮庁舎での円滑な業務遂行

（総務課）
　仮庁舎期間中においても、市民サービスを低下させることなく行政事務の円滑な業務遂行を図ってまいりま
す。

電子決裁の拡大
（総務課）

　業務の効率化や紙文書（コスト）の削減、さらには、書庫等の省スペース化など、執務環境の更なる向上を

図るため、現在実施している電子決裁の範囲拡大に向け取組を進めます。

　また、内部手続の押印見直しを推進し、行政事務の効率化・電子化を図ります。

文書管理ガイドラインの運用

（総務課）

　文書管理の適正化及び事務の効率化を図るとともに、電子化の推進により紙文書の削減を図るため、庁内各

課において、文書管理ガイドラインに基づいて公文書等を取り扱うことができるよう、その内容の周知を図る

とともに、各課と連携しながら適切な運用に取り組みます。

入札・契約事務
（契約検査課）

　本市の事務事業の推進に必要な各種物品の調達、工事の発注、測量、設計業務の委託等について、地方自治
法その他関係法令等に基づき、適正な入札・契約事務を執行するとともに、庁内各課執行の入札・契約事務が
適正に行われるよう必要な研修の実施や対策に取り組んでいきます。
　また、入札契約手続の透明性の向上及び入札制度の客観性の確保を図るため、引き続き、入札等に関する有
識者会議を開催します。

工事検査事業
（契約検査課）

　本市発注工事の品質を確保するため、工事請負代金額 130万円を超える工事について、適正な工事検査を行う
とともに、工事成績評定を実施します。

寄附事務（ふるさと納税等）
（総務課）

  寄附の一層の促進を図るため、寄附金の納付利便性の向上を図るとともに、寄附者へのお礼として地元産品

等を贈り、本市の更なるＰＲや地域活性化を促進します。

41



令和４年度　市民部　行政運営方針

Ⅰ　市民部　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１

22　低炭素・循環型社会

１　環境負荷の低減

２ ２　ごみの減量化

３ ３　廃棄物の適正な処理

４
23　自然環境・生活環境

１　豊かな自然環境の保全

５ ２　快適な生活環境の保全

６
25　生活・安全

１　交通・防犯体制の充実

７ ２　市民相談・消費者保護の充実

８
26　地域防災

１　災害に強いまちづくりの推進

９ ２　消防力の充実・強化

10 29　都市づくり １　都市基盤の整備と土地の適正利用の促進

11 33　住宅・住環境 １　空家等対策の推進

12 36　地域自治・コミュニ
ティ １　地域コミュニティへの支援

13 41　行政運営 ３　行政サービスの最適化と利便性向上

【令和４年度　様式】
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野２２ 低炭素・循環型社会 施策１ 環境負荷の低減

重点方針
－施策の方向性－

　快適で豊かなくらしを実現できるよう、省エネルギーや再生可能エネルギーの普及促進をはじめとする環境施策を推進
し、自然・生活・経済の調和のとれたライフスタイルを実現します。

【重点的取組】
①　市域における省エネルギーや再生可能エネルギーの普及促進
　　ゼロカーボンの実現を目指し、市民・事業者と一体となり地球温暖化対
策実行計画(区域施策編)の策定に取り組みます。その経過の中で、ワーク
ショップや低炭素化推進セミナー等を活用し、事例や各種補助制度等の市
民や事業者への周知も行い、省エネルギーや再生エネルギーの普及促進に
努めます。

　　再生可能エネルギー発電施設設置に伴う開発については、自然環境や生
活環境の保全に配慮し、市民理解を得ながら進めていくよう、事業者への
助言等を行います。

②　市役所での省エネルギーや再生可能エネルギーの導入
　　ゼロカーボンシティ会津若松宣言を踏まえ、また国が定めた政府実行計
画に準じて策定した「第４期地球温暖化対策推進実行計画（事務事業
編）」に基づき、電気エネルギーを用いた設備・車への転換、より高効率
な設備への転換、再生可能エネルギーの最大限の導入に向けた取組を進め
ます。

③　地球温暖化防止に向けた環境意識の高揚
　　ゼロカーボンシティ会津若松宣言に基づき、地域全体で温室効果ガスの
排出量削減に取り組むなど、環境への負荷低減を推進するため、家庭版、
事業所版、学校版な
どの環境マネジメン
トシステムや、環境
教室、環境フェス
タ、環境大賞などの
環境啓発事業を展開
し、環境意識の高揚
を図ります。

　　また、ゼロカーボ
ン会津若松宣言を踏
まえ、第３期環境基
本計画の策定に向け
た取組を進めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　環境基本計画推進事業(環境生活課)
②　再生可能エネルギー推進事業(環境生活課)
③　地球温暖化対策推進事業(環境生活課)

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　第３期環境基本計画の策定について、市民や事業者とのワーク
ショップや低炭素化推進セミナーなどを通じて意見交換を図るほ
か、庁内においては、ごみの減量を担当する廃棄物対策課や森林
行政を担当する農林課などの関係所属との連携に努めます。

②　環境管理委員会の管理の下、環境マネジメントシステムにより
全庁的に省エネルギーや資源循環等に取り組みます。　

③　公共施設の新規建設や改修にあたっては、施設所管課及び公共
施設管理課と連携しながら、再生可能エネルギーの利用や省エネ
ルギー型の設備導入を図ります。

④　地球温暖化防止対策や災害対策として、新庁舎建設を担う企画
調整課、庁舎や公用車の管理を行う総務課、防災を所管する危機
管理課などと、電気自動車や充電設備の導入・活用を検討しま
す。

⑤　事業者の温室効果ガス排出量削減に向け、市民や企業、環境団
体等からなる「低炭素化推進連絡会議」により、市内の各種事業
者との情報･意見交換を行い、再生可能エネルギーの利用や電気自
動車等のさらなる普及促進を図ります。

⑥　環境フェスティバルの開催により市民団体等と協働で環境活動
の発表等を行い、環境意識の高揚を図ります。

⑦　再生可能エネルギー事業に伴う開発については、庁内連携を強
化し、規制の周知や市民の皆様の安全・安心の確保など、事業者
への助言等を行います。

ゼロカーボンシティ会津若松宣言
（理念的基盤）

区域施策編
（市域の温暖化対策計画）

事務事業編
（市役所の温暖化対策計画）

市役所の排出量は市域の排出量
に含まれ、事務事業編の取組を
区域施策編の推進において活用
するなど、相互に関連します。

宣言はゴールを示すもの
であり、区域施策編はその
ための実行計画です。
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重
点
方
針
№
２

政策分野２２ 低炭素・循環型社会 施策２ ごみの減量化

重点方針
－施策の方向性－

　循環型社会の実現に向けた３Ｒの取組の中で、そもそもごみが発生しないライフスタイルを目指し、２Ｒ（リデュース、
リユース）を重点的に推進していきます。また、リサイクルを継続して行うことにより、資源の有効利用とごみの最終処分
量の減量化を図ります。

【重点的取組】
①　廃棄物の排出を抑え、正しく処理を進める施策の推進
　　一般廃棄物の排出抑制と適正処理を進めるための「一般廃棄物処理基本
　計画」に基づき、令和７年度の基本目標値「１人１日あたりごみ排出量
  970g」の達成に加え、燃やせるごみの減量に向けて、令和７年度までを重
　点期間とする「緊急減量化対策」や資源化促進等に取り組みます。

②　令和７年度に向けた燃やせるごみ排出削減のための取組
　　会津若松地方広域市町村圏整備組合のごみ焼却施設の整備に合わせ設定
　した令和７年度の燃やせるごみ排出量の目標値「年間 29,983トン（１日
　あたり 82.1トン）」の達成に向け、ごみ情報紙の発行、町内会・市民向
　け「ごみ分別・減量説明会」の開催、 ごみステーションでの立会い・排
　出説明等を行う「全市一斉ごみ減量運動」等により、雑がみの分別徹底や
　古着の拠点回収などの市民への浸透を図ることで、燃やせるごみの削減に
　取り組みます。
　また、令和３年度に作成した事業系ごみガイドブックを活用して、事業
所に対する研修会を開催するほか、事業系可燃ごみ組成分析による排出状
況の把握などにより、事業系ごみの適正排出と減量に取り組みます。

③　リデュース（発生抑制）とリユース（再使用）の２Ｒの推進等によるご
　　みの減量化の実現

　ごみ情報紙の発行等を通して、３キリ運動（食材の使いキリ、食品の
食べキリ、生ごみの水キリ）等のごみ減量化に向けた意識啓発を継続し
ていきます。また、ごみ総排出量の削減効果が期待できる「生ごみ類」
について、生ごみ処理機導入等の支援を行うごみ減量化事業補助金の拡
充を図り、生活系ごみ全体の削減を図ります。

④　市民・事業者と一体となった、ごみの出ないライフスタイルの実現
　民間事業者と連携した「エコ料理教室」の開催や「３０・１０運動」の
普及など、ごみの出ないライフスタイルへの意識啓発を、市民・事業者と
市が一体となって取り組んでいきます。
　また、学校給食生ごみリサイクル事業を継続して実施し、リサイク
ルとごみ減量に取り組むととともに、リサイクル事業との連携協力に
より、生ごみのリサイクルの普及拡大を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　緊急減量化対策事業（廃棄物対策）
②　ごみ減量化推進事業（廃棄物対策課）
③　分別資源物回収事業（廃棄物対策課）
④　学校給食生ごみリサイクル事業（廃棄物対策課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
① 市民・消費者団体・事業者が連携してリデュース（発生抑制）、リ

ユース（再使用）、リサイクル（再生利用）の３Ｒに取り組む３Ｒ運
動推進会議を通じて、官民が連携して３Ｒによる、ごみ減量化を推進
します。

② 学校給食等で発生する調理残渣や食べ残しなどの生ごみの処理を民
間の堆肥化施設に委託し、持続的・安定的な処理ルートを支援しま
す。さらに、堆肥の一部を学校に無償提供して頂くことで、学校での
環境教育や循環型社会の実践として役立てます。

③　燃やせるごみを早期に削減していくため、ごみ情報紙の発行やごみ
ステーションでの立会い等の活動を行う「全市一斉ごみ減量運動」を
通して、市民の理解と協力を得ながら、雑がみや古着、小型家電の資
源化に取り組みます。
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重
点
方
針
№
３

政策分野２２ 低炭素・循環型社会 施策３ 廃棄物の適正な処理

重点方針
－施策の方向性－

　廃棄物の収集運搬の充実、広域的な廃棄物処理及び廃棄物処理施設の高度化などの取組により、効率的な廃棄物処理を推
進します。

【重点的取組】
①　廃棄物収集運搬体制の充実

　良好な生活環境の維持のため、生活系ごみやし尿の安定的な収集運搬
体制を維持します。　
　下水道の普及に伴い、し尿くみ取りの業務量が減少傾向にあることを
踏まえ、安定的な運営を継続しながら経費削減を図るための検討を進め
ます。あわせて、し尿くみ取り手数料の徴収率向上の取組を継続しま
す。

②　災害廃棄物の適正、円滑、迅速な処理に備えた取組
　令和４年２月に改訂した「災害廃棄物処理計画」に基づき、今年度、災
害廃棄物の仮置場候補地（第二候補地）のリスト化及び初動対応手順書の
作成、市民仮置場の選定に着手します。あわせて、災害時の廃棄物の取り
扱いについて、市政だより等を活用した周知を図ります。

③　新たな廃棄物処理施設の建設計画への参画
　会津若松地方広域市町村圏整備組合で建設する新たな廃棄物処理施設
の整備について検討に参加し、施設のあり方や規模、財政負担等につい
て協議していきます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　廃棄物収集運搬処理事業（廃棄物対策課）　
②　し尿くみ取り事業（廃棄物対策課）
③　会津若松地方広域市町村圏整備組合衛生事業（廃棄物対策課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　廃棄物の中間処理及び最終処分について、会津若松地方広域市町村
圏整備組合における共同処理とすることで、本市の廃棄物の適正な処
理を持続的・安定的に行います。また、同組合が行う新たな廃棄物処
理施設の整備の検討に参加し、施設のあり方や規模、財政負担等につ
いて協議していきます。
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重
点
方
針
№
４

政策分野２３ 自然環境・生活環境 施策１ 豊かな自然環境の保全

重点方針
－施策の方向性－

　自然環境の保全に関する意識啓発を行うとともに、様々な主体と環境保全につながる取組を推進します。

【重点的取組】
①　野生生物生息環境の保全
　　野生生物の生息環境調査や生息情報の把握に努め、自然環境教室の開催
や市政だより・ホームページ等による身近な生き物の紹介により、生物多
様性保全の啓発に努めます。

　　また、近年増加している再生可能エネルギー事業に伴う環境影響評価の
手続きにおいては、事業者へ生息環境等への配慮を要請するなど、野生生
物生息環境の保全に努めます。

②　猪苗代湖等の環境保全の推進
　　ｐＨの上昇により水質悪化が懸念されている猪苗代湖において、県や流
域市町村をはじめ、関係団体で構成される猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保
全対策推進協議会や猪苗代湖岸の３市町で構成される猪苗代湖環境保全推
進連絡会を中心に、市民ボランティアや民間団体等の参加をいただきなが
ら、湖岸清掃や砂浜清掃等を継続して実施するとともに、水環境保全
フォーラム、写真コンテスト、子ども交流会の開催、広報紙「湖美来通
信」の発行、猪苗代湖環境保全イベントの実施などにより環境保全意識の
高揚と活動への参加を呼びかけていきます。

　　令和２年度の調査では、水質の指標であるＣＯＤのきれいさで、猪苗代
湖は全国188の湖沼中14位になりました。今後も美しい水環境の保全に
向けた取組を進めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　野生生物生息環境保全事業(環境生活課)
②　猪苗代湖環境保全推進事業(環境生活課)

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　工事や除草等を行う所属と、絶滅危惧種をはじめとした希少な
野生生物の生息地等の情報を共有し、生息環境の保全を図りま
す。

②　再生可能エネルギー事業に伴う開発については、自然環境や生
活環境を保全できるよう、関係各課や関係機関等と連携して、事
業者との協議、あるいは助言・指導を行います。

③　猪苗代湖水環境保全関係課長会議により、取組の進捗確認と関
係各課との連携強化を図ります。また、猪苗代湖・裏磐梯湖沼水
環境保全対策推進協議会等における清掃活動等では、市民ボラン
ティアの参加を呼びかけます。

※ＣＯＤ ： 化学的酸素要求量(Chemical Oxgen Demand)の略。海域
や湖沼の水の汚れの度合いを示す数値で、水中の有機物などの汚
れを酸化剤で分解する際に消費される酸素の量を mg/Lで表したも
の。ＣＯＤの値が小さいほど水質はきれいである。
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重
点
方
針
№
５

政策分野２３ 自然環境・生活環境 施策２ 快適な生活環境の保全

重点方針
－施策の方向性－

　良好な環境の中で快適に生活ができるよう、市民の参画のもと公害防止と生活環境の保全、まちの美化を推進します。

【重点的取組】
①　公害の未然防止に向けた各種環境調査等の実施
　　騒音や悪臭、地下水水質等の調査を継続的に実施するとともに、事業所
等への周知やパトロールにより、公害の発生を未然に防止します。また、
環境放射線調査の結果を公表することで、市民の皆様の不安払拭に努めま
す。

②　都市型・生活型公害対策の推進
　　野焼きや近隣騒音、生活排水による河川の汚濁等、生活様式の変化等に
より増加した都市型・生活型公害については、個人や事業者が発生源にも
被害者にもなる可能性があることから、環境に配慮した生活を心がけるよ
う啓発を行います。

③　市街地における鳥害対策の実施
　　カラスやムクドリ等の鳥害に苦慮する町内会や市民団体等に対して、追
い払いのための物品貸し出しや職員派遣のサポートを行います。また、習
性を踏まえた効果的な追い払いの方法等について整理し、ホームページや
市政だよりなどで周知していきます。

④　ポイ捨てや不法投棄対策等のまちの美化推進
　　市内 18地区の環境美化推進協議会や各種団体と連携した環境美化活動
として、秋の観光シーズンにあわせて鶴ヶ城公園や会津若松駅周辺の清掃
を行う「クリーンふくしま一斉清掃事業」などの清掃活動や啓発を実施す
るとともに、ポイ捨てや犬ふん放置の防止を目的に放置禁止の看板の配布
などによりのマナー向上や美化意識の高揚を図ります。
　また、衛生的で機能的なごみステーションの設置又は改修を希望する
町内会に対し、施工額の一部を支援する「ごみステーション美化事業補
助金」を交付し、地域の環境美化を促進します。
　さらに、設置場所が確保出来ない町内会に対して折り畳み式のステー
ションを案内し、カラスや猫の被害にあわない衛生的なごみの集積環境
づくりを推進します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　生活環境対策事業（環境生活課）
②　生活環境保全事業（廃棄物対策課）
③　ごみステーション設置補助事業（廃棄物対策課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　大気汚染の注意報や水質事故等の発生時には、県、消防本部の
他、関係施設を所管する各所属などと連携し、必要に応じて市民
に注意喚起の広報を行うほか、影響拡大防止の措置を行います。

　　また、環境調査等についても、飲用地下水を所管する健康増進
課や上水道を所管する上水道施設課、廃棄物処理を行う廃棄物対
策課などから情報を集め、市の環境の状況を整理し、ホームペー
ジ等で情報提供するほか、情報統計課と連携し、オープンデータ
としても提供します。

②　環境放射線の線量計やモニタリングポストを管理する所属に対
して、運用に係る情報提供などを行うとともに、モニタリングポ
ストなどから得られた放射線測定値については、市政だよりや
ホームページ等で周知します。

③　市街地における鳥害については、追い払いのための物品貸し出
しや職員派遣のサポートを行うほか、習性を踏まえた効果的な追
い払いの方法等について整理し、ホームページや市政だよりなど
で周知していきます。また、公共施設における鳥害についても、
施設管理所属への物品貸し出しや職員派遣等のサポートを行いま
す。

④　町内会をはじめとする地域の各種団体で構成され、地域の環境美化
の中心的な役割を担う環境美化推進協議会に対し、補助金の交付を通
して、活動を支援します。

　　また、ポイ捨てや犬ふん放置の防止などのマナー向上意識啓発につ
いては、生活環境保全推進員を委嘱し、啓発　活動や巡回指導を行う
ほか、地域の各種団体からなるポイ捨て・犬ふんマナー向上市民会議
による清掃活動等で市民の意識啓発に努めます。

　　不法投棄監視について、不法投棄監視員を委嘱し、パトロール
を行うことで、早期発見・未然防止を図ります。
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重
点
方
針
№
６

政策分野２５ 生活・安全 施策１ 交通・防犯体制の充実

重点方針
－施策の方向性－

　警察や学校などの関係機関や団体などとの連携により、市民一人ひとりの交通ルール遵守による交通安全意識の高揚や生
活道路における交通安全の確保、地域における防犯意識の高揚に努めます。　

【重点的取組】
①交通安全対策の推進
　　「第１１次会津若松市交通安全計画」に基づき、関係機関・団体等と連
携して、児童・生徒、高齢者を対象とした交通安全教室の開催や「高齢者
を交通事故から守る日（毎月 15日）」における反射材の配布並びに注意
喚起を促す啓発活動、自転車・自動車利用者への街頭指導やチラシの配布
等による啓発活動等の実施により、交通安全意識の高揚を図ります。　　

　　また、幼稚園、小中学校、町内会等において開催する交通安全教室への
交通教育専門員の派遣や、専門員の立しょう活動等を通した、児童・生徒
等の通学時等の安全確保などにより交通事故防止に努めます。

　　特に、信号機のない横断歩道における「歩行者優先等の徹底」の周知及
び「手上げ横断」の推進や「会津ナンバーマナーアップ五か条」を活用し
た効果的な交通安全対策に取り組みます。

　　さらには、令和3年 10月に「福島県自転車の安全で適正な利用の促進
に関する条例」が施行されたことから、ホームページや市政だより等によ
る条例の内容及び自転車損害賠償責任保険等への加入促進に向けた周知を
図ります。

②防犯対策の推進
　　地域防犯団体等で組織される防犯協会連合会の活動を、負担金の交付等
により支援するとともに、警察をはじめとする関係機関との連携のもと、

　防犯教育の推進を図り、少年防犯パトロールや自転車マナーアップ街頭指
導の際に、チラシの配布や呼びかけによるツーロック啓発活動を実施しま
す。

　　また、防犯灯設置補助金により、町内会が設置・管理するする防犯灯の
ＬＥＤ化を支援することで、夜間における犯罪発生の抑制と安全確保に努
めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　交通安全推進事業（危機管理課）
②　交通教育専門員事業（危機管理課）
③　防犯推進事業（危機管理課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　「第11次会津若松市交通安全計画」に基づき、道路交通環境の整
備や、交通安全意識の啓発について建設部・教育委員会・企画政策部
（地域づくり課）・警察・道路管理者・学校等と連携を図ります。

②　警察・道路管理者・教育委員会・町内会と連携し、「通学路交通安
　全・防犯プログラム」に基づき、合同点検や安全対策を実施します。
③　警察・教育委員会・青少年育成推進協議会・少年センター・学校　
　と連携し、防犯活動に関する情報の共有化を図り、防犯対策を推進し
ます。
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重
点
方
針
№
７

政策分野２５ 生活・安全 施策２ 市民相談・消費者保護の充実　

重点方針
－施策の方向性－

市民が消費生活において適切な判断ができ、被害にあわないよう、被害事例などの情報提供や被害防止の啓発などに取り組
みます。また、複雑多様化する各種相談について、関係団体等と連携し、適切かつ迅速に対応します。

【重点的取組】
①　消費者保護の推進　
　　消費者トラブルの未然防止や複雑多様化する消費者トラブルに的確に　
対応するため、健康福祉部や警察署とのなりすまし詐欺防止ふくしまネッ
トワークでの情報共有を行います。また、なりすまし詐欺相談窓口研修会
の開催などにより、相談体制の再確認を行います。

　　また、消費の知識、意識の向上に向けて、消費生活講座や出前講座等を
実施することで、市民の皆様の安全で安心な消費活動につなげていきま
す。

　　特に、令和４年４月１日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ
たことによる、若者の契約トラブルや悪質商法の被害防止のため、県と連
携しながら、学校に対し被害の多い事例の紹介や相談窓口を案内するチラ
シの配布や出前講座の活用を依頼します。あわせて、相談窓口となる消費
生活センター及び消費者ホットライン「188」を「あいづっこ WEB」や　
ホームページ、公式ＳＮＳ等により周知を行い、トラブルの防止・相談に
つなげます。

　　また、消費生活相談員の専門的知識の習得や相手方との交渉力等の向上
に努め、対応力のある消費生活相談体制を整えていきます。

②　市民相談体制の充実
　　毎月開催している弁護士の無料法律相談などの相談会については、市民
の皆様が専門家に相談できる身近な窓口であるため、司法書士会や行政書
士会等と連携しながら相談体制の充実に努めるとともに、市政だよりや
ホームページ、公式ＳＮＳを活用し、相談会開催の周知に努めます。

　　ひとり暮らし世帯の増加、価値観の多様化等を背景として身近に相談で
きる環境の減少や、相談内容の複雑多様化により、地域における相談窓口
の拡充が求められているため、特に高齢者は共生福祉相談員等の協力を得
ながら、なりすまし詐欺などの消費者被害に対する見守りや気軽に相談で
きる体制を消費生活センターにおいて維持していきます。

　　また、不当な差別、偏見等の相談については、人権相談の窓口である法
務局が実施する無料相談会や電話相談の連絡先を、市の広報を活用し周知
を行います。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　消費者保護（環境生活課）
②　市民相談[無料法律相談・一般相談]（環境生活課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　複雑多様化する相談に適切に対応するため、専門的な各種無料相談
会の開催が継続できるよう、司法書士会や行政書士会、また無料法津
相談会を開催している社会福祉協議会等との連携を図ります。

②　地域福祉課などとともに設置している多重債務者対策庁内連絡会議
により、多重債務者に関する諸問題について情報共有を図ります。ま
た、庁内の連携によって、債務契約の内容の相談を消費生活センター
が行い、さらに、債務整理等に関し無料法律相談会につなぐなどの対
応が図られており、対策を引き続き推進します。

③　市民の皆様と接する機会が多い地域福祉課や高齢福祉課など庁内
30箇所に、なりすまし詐欺相談窓口を設置しており、相談しやすい
環境づくりを推進します。あわせて、庁内の情報集約・共有、警察等
との連携による街頭啓発やホームページ等を活用した注意喚起によ
り、被害防止に向けた取組を行います。また、庁内のなりすまし詐欺
相談窓口のある職員に対し、知識や対応力向上を図るための研修会を
引き続き開催します。

④　不当な差別、偏見等の相談については、人権相談の窓口である法務
局が実施する無料相談会や電話相談の連絡先を市の広報を活用し周知
を行います。
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重
点
方
針
№
８

政策分野２６ 地域防災 施策１ 災害に強いまちづくりの推進

重点方針
－施策の方向性－

　地域防災計画に基づき、自然災害に備えた住民意識の高揚、自主防災組織の充実及び高齢者や障がいのある人などの避難
行動要支援者に対する支援体制づくりを進めます。また、避難所となる小中学校や防災倉庫等への災害備蓄の推進、ICTを
活用した情報連絡網の整備、多様な民間事業所等との災害時応援協定の締結などに取り組みます。

【重点的取組】
①　防災体制の構築
　　地域防災計画、水防計画、国民保護計画、国土強靭化地域計画などの各
種計画について、国、県の計画変更を踏まえて適宜、補正・修正するな
ど、的確な防災体制の維持、構築に取り組みます。

　　また、市の総合防災訓練や県による国民保護共同図上訓練等の実施によ
り、関係機関と防災や災害時の連携を確認し、対応を強化していきます。
②　自助・共助の促進への取組
　　市が任用する防災知識の普及啓発を専門に行う防災対策普及員により、
防災にかかる出前講座や地区説明会などを通して防災意識の啓発と防災知
識の普及、さらには、自分自身の防災行動をまとめたマイ・タイムライン
の作成などに努めるとともに、町内会などに対して自主防災組織の設立支
援を行うなど、その充実を図ります。また、高齢者や障がいのある人など
の個別避難計画の策定を進めることで、避難行動支援の実効性を高めるた
めの仕組みづくりを進めます。
③　公助に関する取組
　　避難所となる小中学校や防災倉庫等へ毛布や簡易トイレなどの災害備蓄
を計画的に進めることに加え、避難所の感染症対策として段ボールベッド
やパーティション、非常時の給電機器などの整備を進めます。

　　また、福祉避難所や避難場所の確保などをはじめとした多様な民間事業
所等との災害時応援協定の締結に取り組みます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　防災対策事業（危機管理課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　庁内各部局及び国、県、指定公共機関などが参画する防災会議、

水防協議会、国民保護協議会において、所掌する各種計画に係る協
議と計画に基づく対策に取り組んでいきます。

②　災害時には、市や消防署、警察署などによる災害応急対策（公
助）には限界があることから、出前講座などによる防災意識啓発や
自主防災組織の設立支援などを通して、市民や町内会とともに自ら
の命を守る（自助）、地域でお互いに助け合う（共助）の連携に取
り組みます。

③　健康福祉部との連携により、要支援者ごとに避難支援に関する詳
細な内容を定める、個別避難計画の作成を進めます。

④　災害時応援協定の締結により、民間事業者・団体等の協力を得て
いきます。

⑤　市総合防災訓練等の実施等を通して、地域での助け合いをはじ
め、部局間連携及び官民連携を高め、各々の役割を確認することに
より防災・減災対策を総合的に推進します。
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重
点
方
針
№
９

政策分野２６ 地域防災 施策２ 消防力の充実・強化

重点方針
－施策の方向性－

　市民等を火災・自然災害から守るため、広域的な常備消防体制と緊急搬送体制の維持・強化を図ります。
　また、火災発生の予防に努めるとともに、消防団活動や消防施設・設備の充実、消防水利の確保等による消防力の充実・
強化を図ります。

【重点的取組】
①　消防署との連携強化
　　消防団による初期消火や消火用水の中継送水、鎮火後の現場の警戒な
ど、消防団と消防署とが連携した消火活動等を行うことができるよう林
野火災防ぎょ訓練や文化財防ぎょ訓練などを通じて消防体制の連携強化
に取り組みます。
②　消防団の機能強化
　　地域防災力の中核となる消防団が将来にわたりその役割を担うことが
できるよう、「消防団のあり方に関する検討委員会（構成員：消防団、
消防署、消防協力会、市）」による検討結果（報告書）の具現化に向
け、消防団との協議や各地区への説明会を行います。
③　消防団の消防施設・設備などの充実
　　消防屯所の修繕や消防ポンプ自動車等の更新、消火栓の新設など、消
防施設・設備の整備とともに、消防団の装備の充実に取り組みます。
④　火災予防活動の充実
　　消防団による夜間警戒活動や広報活動に加え、消防署と連携しホーム
ページやリーフレットを通じた住宅用火災警報器の設置促進に取り組み
ます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　消防団管理運営事業（危機管理課）
②　消防施設整備事業（危機管理課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部と連携し、広域的な常備
消防体制と緊急搬送体制の維持・強化を図ります。

②　福島県消防協会会津若松支部や会津若松市消防協力会と連携し、教育
訓練や活動支援による消防団の機能強化に取り組みます。

　　また、消防団活動を支援する消防団協力事業所の表示制度や「がんば
れ！消防団員」サポート事業等により消防団活動の周知と団員確保を図
ります。

③　上下水道局と連携し、消防施設・設備などの適切な維持管理と計画的
な更新に取り組みます。

④　「消防団のあり方に関する検討委員会」の報告書の具現化に向け 、
消防団への理解促進や行事の見直し等に向けた取組について、団本部と
の協議を行い、本市の実情に即した適切な消防体制及び消防力の維持に
努めます。

⑤　常備消防の消防施設・設備の老朽化が進む中、施設更新や統廃合・長
寿命化に向けて、整備組合が今年度に策定する「第２次消防施設整備計
画」について、本市の公共施設マネジメントのノウハウ等を活かし、構
成市町村の財政負担に配慮したものとするよう求めていきます。
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重
点
方
針
№
10

政策分野２９ 都市づくり 施策１ 都市基盤の整備と土地の適正利用の促進

重点方針
－施策の方向性－

　適正な土地利用の誘導・促進のもと、既存の社会資本を活かした総合的かつ計画的な市街地の形成を進めます。

【重点的取組】
①　分かりやすい住居表示の推進
　　令和４年度は、第26次住居表示整備事業実施予定区域内（門田町大字
飯寺地区等）の事前調整期間とし、実施予定区域の町内会との協議を進
め、地元要望書を受理し、新町名などにかかる地元アンケートを実施して
いきます。

　　また、扇町土地区画整理事業により、既に住居表示整備事業が終了した
区域である駅前町が一部拡大するため、所要の手続きを行います。

　これまでの取組
　　・第22次　平成 22年8月 23日実施（八角町、飯盛三丁目）
　　・第23次　平成 25年8月 19日実施（対馬館町）
　　・第24次　平成 28年 8月 8日実施
　　　　　　　　　　　　 （幕内南町、飯寺北一丁目、住吉町）
　　・第25次　令和2年 10月 19日実施（飯寺北一・二・三丁目）

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　住居表示整備事業（市民課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　実施にあたっては、住所変更処理等が必要となることから、法務
局、郵便局等の関係機関との調整を踏まえるとともに、実施予定区域
の町内会や建設部等庁内関係部局と事前協議を行うなど、連携を図り
ながら進めます。
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重
点
方
針
№
11

政策分野３３ 住宅・住環境 施策１ 空家等対策の推進

重点方針
－施策の方向性－

　第２期空家等対策計画に基づき、防災、防犯、景観などの観点から、適切な管理がされず、市民生活に影響を及ぼしてい
る空家等の解消に努めます。また、空家等の利活用促進など空家発生の未然防止に取り組みます。

【重点的取組】
①　空家等対策の推進
　〇適正な管理の促進
　　第２期空家等対策計画に基づき、適正に管理されていない空家及び周辺
に著しい影響を及ぼす「特定空家」の状況把握に努め、関係団体や区長等
との連携のもと、相談・調査、所有者等への改善依頼など、空家対策に必
要な施策を推進します。
　○発生抑制対策
　　建物等の所有者及び管理者に対し、空家問題や相談窓口に関するチラシ
による広報、民間団体等が開催する高齢者等を対象とした終活期における
セミナー等に合わせた周知啓発、金融機関と連携したリバースモーゲージ
や家族信託等の制度の周知などによる、空家の未然発生防止の取組を推進
します。
　○利活用対策
　　空家等所有者の個別意向に応じた情報提供や利活用の働きかけを進める
とともに、不動産業界等と連携した流通・活用を促進します。

　　また、空家等の改修経費の一部を補助する制度により、空家等を有効活
用しながら、地域活性化や移住促進にもつなげていきます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　空家対策事業（危機管理課）　

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　第２期空家等対策計画に基づき、市や区長会、警察、消防、県関係
機関、建築・不動産関係者等から構成される空家等対策協議会との連
携のもと、空家対策に係る情報の共有と専門的知見からの意見聴取を
行うとともに、庁内における空家等対策関係課長会議の開催により、
関係部局と連携し、多方面からの取組を推進します。　
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重
点
方
針
№
12

政策分野３６ 地域自治・コミュニティ 施策1 地域コミュニティへの支援　

重点方針
－施策の方向性－

　地域コミュニティ活動を活発にするため、市民の地域コミュニティ活動への参加意識を醸成し、自治による自主自立のま
ちづくりを進めます。また、町内会をはじめとした地域の団体の活動の活性化及び組織力の強化を支援していきます。

【重点的取組】
①　区長会や関係団体との連携強化
　　区長会と連携し、町内会の活動の促進に向けて、区長会が実施する町内
会一斉清掃などの区長会活動・事業の運営を継続して支援していきます。

　　また、町内会の加入促進に向け、県宅地建物取引業協会会津若松支部に
転入者等への町内会加入案内チラシを配布いただくなど、連携・協力して
いきます。

　　また、町内会交付金については、町内会に交付され町内会の様々な活動
に活用されていることからも、交付金の受領は町内会が管理する公的口座
とするよう、区長会の協力を得ながら、町内会に働きかけていきます。

　　加えて、市民憲章推進委員会とともに、市民の皆様自らが住みよいまち
　づくりを行う意識醸成につながる役割を持つ「市民憲章」に対する市民の
　理解を深めるため、啓発運動や事業に取組みます。
　　
②　コミュニティ活動拠点の活用促進
　　コミュニティセンターの機能を適切に維持していくため、公共施設等総
　合管理計画に基づき、計画的な施設の改修等に努めます。さらに、ゼロ　
カーボンシティ会津若松宣言の取組を推進するため、コミュニティセン　
ターの照明ＬＥＤ化にむけて、整備計画を作成するため指定管理者と協議
を行います。

　　また、地域コミュニティの育成、発展及び活性化に係る事業の企画・　
実施等により、コミュニティセンターが地域活動の拠点としてより多く　
の地域の方々に利用していただけるよう、指定管理者と事業の実現にむ　
け、意見交換を行っていきます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　町内会活動事業（環境生活課）
②　区長会補助事業（環境生活課）
③　市民憲章推進事業（環境生活課）
④　コミュニティセンター運営事業（環境生活課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　町内会活動の支援の一つとして、町内会活動に関連する市の事業等
の情報を集約した冊子「町内会活動ガイドブック」を６月中旬に区長
等に送付し、町内会活動の参考に提供しています。さらに、町内会か
らの各種補助制度等についての相談や問い合わせに対して、円滑に対
応できるよう、関係部局、各支所、市民センターと連携し、情報共有
を図ります。

②　町内会活動の活性化に結びつけるため、市区長会、県宅地建物取引
業協会会津若松支部及び市が連携・協力し、町内会への加入促進を図
る取組を継続します。

③　市民憲章に対する市民の皆様の理解を深め関心を高めるため、市民
憲章推進委員会が主催する清掃活動や花いっぱい運動など事業を、建
設部等、関係部局の協力を得ながら実施し、市民憲章の理念である市
民の皆様自らがまちづくりに取組む意識の醸成を図ります。

④　コミュニティセンターが地域のコミュニティ活動の拠点として活発
に利用されるよう、指定管理者や地域、コミュニティセンター連絡協
議会と情報交換を行いながら取組むことで、地域コミュニティの発展
や活性化につなげていきます。

　　また、庁内においては、企画調整課をはじめとした庁内横断的な検
討体制により、コミュニティセンターの今後の方向性を検討し、活性
化に向けた仕組みづくりを進めていきます。
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重
点
方
針
№
13

政策分野４１ 行政運営 施策３ 行政サービスの最適化と利便性向上

重点方針
－施策の方向性－

　行政事務にＩＣＴの有効活用を図るとともに、事務の透明性を確保しながら、行政サービスの最適化を目指します。ま
た、窓口等における各種行政手続においても、サービスの向上に向けた取組を検証しながら、ＩＣＴの利活用による迅速化
や、民間サービスとの連携などによる利便性の向上を進めます。

【重点的取組】
①　行政サービスのデジタル化の推進
　　マイナンバーカードの普及を図るため、マイナンバーカードを活用した
コンビニ交付サービス等の利便性とマイナンバーカードの安全性につい
て、広報紙、電子看板及び出前講座等で周知するともに、交付申請の支援
（写真撮影等）を継続し、支所・市民センターのほか、商業施設や企業へ
の出張窓口の機会を増やしながら、マイナンバーカードの保有率向上に取
り組みます。

　　また、令和７年度の新庁舎の開所に向けて、申請書記載の省略や業務の
効率化にもつながる窓口やインターネットでの電子申請を実装していきま
す。特に今年度においては、転出・転入ワンストップなどのシステム導入
を行います。

②　各種手続きにおける利便性・快適性の向上
　　コンビニエンスストアにおける各種証明書等の交付（自動交付サービス
事業）や、市役所窓口における「タッチパネル端末による受付」・「タブ
レット端末による申請書記載不要の受付」（簡単ゆびナビ窓口事業）、繁
忙期（３～４月）の休日開庁・窓口時間延長などについて今後も継続し、
市民課窓口業務の更なる利便性向上を目指します。

③　斎場の長寿命化と整備に向けた取り組み
　　斎場については、斎場火葬炉設備長寿命化方針に基づき斎場火葬炉の　
長寿命化に努めるとともに、引き続き将来の整備に向け、基本構想策定の
準備を進めます。また、火葬・収骨業務のアウトソーシングを通して、今
後とも安定的な斎場運営と市民サービスの維持向上に努めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　マイナンバーカード交付事業（市民課）
②　自動交付サービス事業（市民課）
③　簡単ゆびナビ窓口事業（市民課）
④　斎場運営（市民課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　市民の利便性の向上のため、支所・市民センター、健康福祉部及び
教育委員会等と連携を図っていきます。
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市民部

【市 民】

Ⅳ．地域コミュニティ活動の充実
（環境生活課）

　（自治基本条例第１２条）

令和４年度 重点方針に基づく取組の概念図

Ⅱ．住民サービスの最適化・
利便性向上

(市民課)

Ⅰ．循環型社会の構築

（環境生活課・廃棄物対策課）

　

Ⅲ-4　空家等対策の推進
　

Ⅲ-1　防災力の充実・強化
　（自治基本条例第１９条）

①コミュニティセンターの活用促進

区長会

 市民憲章推進委員会

①個人番号カードの普及促進
②手続きの利便性の向上と窓口業務の効率化
　　　　　　電子申請や窓口での申請書記載不要の拡大など

支所・市民センター

環境美化推進協議会

①個別避難計画の策定＋マイ・タイムラインの作成推進
②自主防災組織の設立支援
③消防団の機能強化

①適正な管理の推進
②発生抑制対策
③利活用対策

空家等対策協議会

空家等対策関係課長会議

消防団

自主防災組織

福祉関係団体

教育委員会
（学校給食生ごみリサイクル）

広域市町村圏整備組合
（環境センター）

Ⅲ-2　交通事故防止・防犯体制の充実
　

①交通安全対策の推進
　　目標：年間の交通事故死者数　　2人以下
　　　　　  年間の交通事故発生件数　　令和7年度までに150件以下

暴力追放市民会議

〇3R+Renewable

Ⅰ-1　ゼロカーボンシティ会津若松宣言
省エネの推進・電化の推進・再生可能エネルギーの

　 地産地消の推進・3R+Renewableの推進 Ⅰ-2　ごみの減量化

①２Ｒの推進
②ごみ分別・減量説明会
③全市一斉ごみ減量運動
（ごみステーション職員立会・排出説明）

④事業所研修会　
⑤３キリ運動の推進　　　　　　など
（食材使いキリ、食品食べキリ、生ごみ水キリ）

目標：市民１人１日あたり排出量９７０ｇ以下（Ｒ７）

Ⅰ-3　廃棄物の適正処理

①地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定（～Ｒ５）＝市域全域
②事務事業編の計画的な実施＝市役所

低炭素化推進連絡会議

Ⅱ-1　行政サービスのデジタル化

地域づくり課
公共施設管理課

健康福祉部

防災会議・水防協議会
・国民保護協議会

コミュニティセンター
管理運営委員会等

【関係団体等】

【行政】

①災害廃棄物処理の仮置場リスト化、
　初動対応手順書作成

ワークショップ

セミナー

Ⅲ-3　消費者保護と市民相談体制の充実

Ⅲ．市民生活の安全と安心

（危機管理課・環境生活課）
　

①成年年齢の引き下げへの対応
②無料法律相談など相談体制の周知

警察署

交通教育専門員

消費生活センター

リデュース：発生（無駄な生産、消費）抑制
リユース：再使用
リサイクル：再生使用
リニューアブル：再生可能な資材の使用

56



令和４年度　市民部　主要事業

重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

１

環境基本計画推進事業
（環境生活課）

　第２期環境基本計画（改訂版）の事業を引き続き推進していくとともに、市民、事業者、行政が協力して、
より環境への負荷の少ない持続可能な社会、人と自然が共生し市民が安心して暮らせる社会づくりを目指し、
ゼロカーボンシティ会津若松宣言を踏まえながら、第３期環境基本計画の策定作業を進めます。
　「会津若松市の環境」の発行により、本市の各種環境施策の進捗状況や取組実績を周知し、意識啓発を図り
ます。

再生可能エネルギー推進事業
（環境生活課）

　住宅用太陽光発電システム等の設置に対する補助制度や民間事業者による再生可能エネルギー発電施設設置
等の相談・協議の対応、市民を対象とした再生可能エネルギー発電施設への見学を行う環境教室の実施、市政
だよりやホームページでの再生可能エネルギー導入の意義や効果の周知などを通じて、再生可能エネルギー設
備・施設の普及促進を図ります。
　なお、再生可能エネルギー事業に伴う開発については、自然環境や生活環境の保全に配慮しつつ、市民理解
を得ながら進めていくよう、庁内連携に基づき、民間事業者との協議、調整等を行います。

地球温暖化対策推進事業
（環境生活課）

　ゼロカーボンシティ会津若松宣言を踏まえ、2050年までのできるだけ早い時期に温室効果ガス排出量の実質
ゼロの実現に向けた取組を進めます。
　「地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」に基づき、事業者に対しては省エネに関するセミナーの実施や、
市内の事業者との情報･意見交換の場である「低炭素推進連絡会議」において、省エネの取組事例やその効果の
紹介などを行い、温室効果ガス排出量の削減を図ります。また、市民の皆様に対しては、家庭、学校での環境
マネジメントシステムの普及啓発や、省エネや省資源の取組の方法や効果について、ホームページなどで周知
を図ります。
　ゼロカーボンシティ会津若松宣言を踏まえつつ、国が定めた政府実行計画に準じて令和３年度に改定した
「第４期地球温暖化対策推進実行計画（事務事業編）」に基づき、市役所において電気エネルギーを用いた設
備・車への転換、より高効率な設備への転換、再生可能エネルギーの最大限の導入に向けた取組を進めます。

２

ごみ減量化推進事業
（廃棄物対策課）

　令和３年４月に改訂した一般廃棄物処理基本計画における令和７年度の基本目標値「１人１日あたりごみ排
出量970g」の達成に向けて、出前講座等による市民の啓発・意識改革を図りながら、特にリデュース（発生抑
制）とリュース（再使用）の２Ｒ の推進に向けた
「３キリ運動（食材の使いキリ、食品の食べキリ、生ごみの水キリ）」やリサイクルの促進をはじめとしたご
み減量化の各施策について、市民、事業者、市が連携し、参画と協働により、着実に推進していきます。
　具体的には、家庭からのごみ削減を目的に「ごみ減量化事業補助金」による生ごみ処理容器や堆肥枠購入を
支援するとともに、使用済小型家電のイベント回収や回収量が減少傾向にある集団回収等の利用促進に取り組
みます。

分別資源物回収事業
（廃棄物対策課）

　一般家庭から排出される資源物（古紙、かん、びん、ペットボトル及びプラスチック製容器包装）の分別収
集を継続実施するとともに、古着の拠点回収に取り組みます。
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学校給食生ごみリサイクル
　事業（廃棄物対策課）

　一般廃棄物処分業の許可を有する事業者の施設において、給食施設から排出される調理残渣や食べ残し等の
生ごみを堆肥化処理し、資源の有効利用とごみの減量化を図ります。

緊急減量化対策事業
（廃棄物対策課）

　燃やせるごみの削減に向けて、ごみ情報紙の発行、町内会・市民向け「ごみ分別・減量説明会」の開催、ご
みステーションでの立会い・排出説明等を行う「全市一斉ごみ減量運動」等により、市民や事業者の啓発・意
識改革を図りながら、市民、事業者、市が連携し、参画と協働により、減量化に取り組みます。
　具体的には、家庭からの燃やせるごみ削減を目的に、「雑がみ」「プラスチック製容器包装」の分別とリサ
イクル資源としての回収を促進するとともに、ごみの現状や処理経費、市民のごみ削減の活動を情報紙等で紹
介するなど「ごみの見える化」を図ることで、ごみ削減に向けての意識の啓発を図っていきます。
　事業所からの燃やせるごみ削減については、事業所向け説明会の開催などを通して事業者の責任における適
正処理を啓発するとともに、シュレッダー古紙及び食品残さのリサイクル促進に取り組みます。
　また、「ごみの有料化」についてもごみ減量手法の一つとして、有効性や課題の検討を行います。

３

廃棄物収集運搬処理事業
（廃棄物対策課）

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、本市区域において発生する生活系一般廃棄物を収集運搬し適
正に処理します。
　また、災害廃棄物の処理について、仮置場候補地（第二候補地）のリスト化や初動対応手順書の作成、市民
仮置場の選定に着手します。あわせて、災害時の廃棄物の取り扱いについて市民周知を行い、災害発生時にお
いても廃棄物を適正に処理できる体制の整備を進めます。

し尿くみ取り事業
（廃棄物対策課）

　旧会津若松市区域のし尿くみ取り業務を、業者２社に委託し適正に収集運搬するとともに、市が直接、し尿
くみ取りの申込を受付し、くみ取り手数料の賦課徴収を行う体制を維持し、し尿の適正処理と生活環境の保全
を図ります（旧北会津、旧河東区域は許可制）。
　また、下水道の普及に伴い、し尿くみ取りの業務量が減少傾向にあることを踏まえ、適切な事業者支援に
よって安定的で持続可能な運営を行うとともに、経費を含めたサービスの効率化についての検討も進めます。
あわせて、し尿くみ取り手数料の徴収率向上の取組を継続します。

会津若松地方広域市町村圏
整備組合衛生事業
（廃棄物対策課）

　会津若松地方広域市町村圏整備組合によるごみ及びし尿処理により、市民の生活環境の向上に資するよう継
続して事業に取り組みます。また、同組合が行う新たな廃棄物処理施設の整備の検討に参加し、施設のあり方
や規模、財政負担等について協議していきます。

４ 野生生物生息環境保全事業
（環境生活課）

　野生生物生息環境調査や、動植物について専門的知識を有する委員より構成される「身近な生き物基本調査
会議」の開催により、野生生物の状況に関して得た情報や知見を、市政だよりなどでの啓発や、開発における
事業者への助言などに反映させ、野生生物の保護を進めます。
　様々な年齢層の市民を対象に身近に生息する昆虫や野鳥等について学ぶ自然環境教室の実施や、市政だよ
り・ホームページ等での身近な生き物の紹介により、生態系の保全や共生の大切さを啓発します。
　再生可能エネルギー事業による森林等の開発行為が増えている現状から事業に伴う環境影響評価の手続きに
おいては、事業者へ生息環境等への配慮を要請するなど、野生生物生息環境の保全に努めます。
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猪苗代湖環境保全推進事業
（環境生活課）

　猪苗代湖の環境保全に取り組む「猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会」及び「猪苗代湖環境保
全推進連絡会」に参加し、ビーチクリーナーによる湖岸清掃や水草回収、ボランティア清掃などを行うととも
に、水環境保全フォーラム、写真コンテスト、子ども交流会の実施などにより、猪苗代湖の環境保全や啓発を
行い、猪苗代湖の水環境保全に取り組みます。

５

生活環境対策事業
（環境生活課）

　各種環境調査等により公害の未然防止に努めるとともに、公害苦情や水質事故等の原因を究明し、発生源者
を適正に指導します。また、公害関係法令の届出事務や事業所パトロール等を行います。
　野焼きや法規制の及ばない騒音、生活排水による河川の汚濁等の防止やごみのポイ捨てや犬ふんの放置禁止
等のマナー向上に向けて、啓発用のチラシや看板の配布、ホームページでの周知などを行います。
　環境放射線量調査を継続するとともに、放射線等の各種モニタリング結果については、引き続き市民への
ホームページや市政だよりなどで周知を行います。
　市街地における鳥害対策については、追い払いのための物品貸し出しや職員派遣のサポートを行うほか、習
性を踏まえた効果的な追い払いの方法等について整理し、ホームページや市政だよりなどで周知していきま
す。

生活環境保全事業
（廃棄物対策課）

　生活環境保全推進員・不法投棄監視員を各地区に配置し、ポイ捨てや不法投棄防止に係る指導・啓発活動を
継続して行います。
　市内 18地区の「環境美化推進協議会」に補助金を交付することにより地域の環境美化活動を継続して支援し
ます。

ごみステーション美化事業
（廃棄物対策課）

　ごみステーションを設置又は改修する町内会に対し補助金を交付することにより、衛生的で機能的なごみス
テーションの設置を促進し、地域の環境美化を図ります。　
　あわせて、設置場所が確保できない町内会に対しては、折り畳み式のステーションを案内し、カラスや猫の
被害にあわない衛生的な環境づくりを推進します。

６

交通安全推進事業
（危機管理課）

　「第１１次会津若松市交通安全計画」に基づき、関係機関・団体等と連携を図り、交通安全対策を進めま
す。
　また、交通安全推進のため、会津若松地区交通安全協会、母の会連合会の活動を支援します。

交通教育専門員事業
（危機管理課）

　交通教育専門員を交通安全教室に派遣し、交通安全思想の普及を図ります。
　また、通学路における朝の立しょうを通じて、児童・生徒等の安全を守り交通事故防止に努めます。
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防犯推進事業
（危機管理課）

　防犯活動推進のため、会津若松地区防犯協会連合会の活動を支援するとともに、関係機関と連携を図り、防
犯対策を進めます。
　また、町内会による防犯灯のＬＥＤ化と電気料に対する補助金を交付して、引き続き夜間の安全対策を支援
します。

７

消費者保護
（環境生活課）

　消費生活センターを追手町第二庁舎に設置し、消費生活相談員が様々な消費生活に関するトラブルの相談に
応じます。
　消費の知識、意識の向上に向けて、消費生活講座や出前講座等を実施します。
　令和４年４月１日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことによる、若者の契約トラブルや悪質商
法の被害防止のため、県と連携しながら、学校に対し、被害の多い事例の紹介や相談窓口を案内するチラシの
配布や出前講座の活用を依頼するとともに、相談窓口となる消費生活センター及び消費者ホットライン「１８
８」を「あいづっこ WEB」や市のホームページ、公式 SNS等により周知を行い、トラブルの防止・相談につなげ
ます。

市民相談
[無料法律相談・一般相談]

（環境生活課）

　行政に関すること、民事や家事に関する一般的な相談については職員が常時対応します。
　また、弁護士等有資格者による専門的な無料相談会を毎月または定期的に開催します。
　不当な差別、偏見等の相談については、人権相談の窓口である法務局が実施する無料相談会や電話相談の連
絡先を市の広報を活用し周知を行います。

８ 防災対策事業
（危機管理課）

　地域防災計画に基づき、防災訓練の実施、情報連絡体制の構築、避難救助体制の確立や災害時応援協定の締
結、自主防災組織の設立支援など、防災体制の充実に取り組みます。
　特に、要支援者ごとに避難支援に関する詳細な内容を定める、個別避難計画の作成を進めます。
　また、避難所の感染症対策として段ボールベッドやパーティション、非常時の給電機器の整備を進めます。

９

消防団管理運営事業
（危機管理課）

　風水害等を含む災害現場での活動時の安全を確保するため、装備品や資機材の適切な導入及び維持管理を行
うとともに、団員の確保に向けた処遇改善を行い消防団組織の維持・強化に取り組みます。

消防施設整備事業
（危機管理課）

　消防屯所や消防ポンプ自動車などの消防団の施設・設備の維持、更新を行うとともに、消防水利確保のため
に消火栓等の整備を進めます。

10 住居表示整備事業
（市民課）

　住居表示の実施、住居表示台帳の整備及び街区表示板等の維持管理を行います。
　令和４年度は、第26次住居表示整備事業実施予定区域内の事前調整期間とし、実施予定区域の町内会との協
議を進めていきます。
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11 空家対策事業
（危機管理課）

　会津若松市空家等対策計画に基づき、老朽化等により危険性が増し、適正な管理がされていない空家等につ
いて、その実態を把握し、所有者等への働きかけや特定空家の指定などにより、適正管理を促進するととも
に、未然発生防止の取組を推進します。
　空家等所有者の個別意向に応じた情報提供や利活用の働きかけにより、不動産業界等と連携した空家の流
通・活用を促進します。
　また、空家等の改修経費の一部を補助する制度により、空家等の有効活用を促進しながら、地域活性化の取
組推進や地域外からの移住推進にもつなげていきます。

12

町内会活動事業
（環境生活課）

　地域の基盤組織である町内会へ、情報提供や市政への協力を依頼するため、各町内会の代表者に区長を委嘱
し、市の作成する広報紙の配布や市政情報の周知、各種調査の実施等により、市民の福祉の増進と市政との円
滑な協力関係の構築に努めます。
　町内会運営が円滑に行えるよう、その活動を支援します。また、町内会交付金のあり方について、区長会と
協議を行うとともに、町内会に対し、交付金の受領は町内会が管理する公的口座とするように働きかけていき
ます。

区長会補助事業
（環境生活課）

　区長会活動を円滑に運営し、地域コミュニティの基盤強化等につなげるため、区長会活動・事業の実現が可
能となるよう会の運営を支援します。

市民憲章推進事業
（環境生活課）

　｢会津若松市民憲章｣を周知、推進し、市民の皆様が自ら住みよいまちづくり行うという市民憲章の理念を実
現するため、その推進団体である市民憲章推進委員会とともに、花いっぱい運動や花園コンクール、作文コン
クールなどの啓発運動や事業に取組みます。

コミュニティセンター運営事
業

（環境生活課）

　各施設の指定管理者と連携し、コミュニティセンターの適切な維持管理を図るとともに、コミュニティセン
ターを拠点とした地域活動や住民相互の交流を活発化させ、自治意識の高揚を図ることで、持続的な地域社会
をつくっていきます。
　また、ゼロカーボンシティ会津若松宣言の取組を推進するため、コミュニティセンターの照明ＬＥＤ化にむ
けて、整備計画を作成するため指定管理者と協議を行います。

13
マイナンバーカード交付事業

（市民課） 　番号法に基づくマイナンバーカードの交付事業について、令和元年度策定（令和３年 12月改訂）の交付円滑
化計画に沿ってマイナンバーカードの普及拡大を目指し、交付申請の支援に重点的に取り組みます。
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自動交付サービス事業
（市民課）

　マイナンバーカード等を利用して、印鑑登録証明書、住民票の写し及び戸籍事項証明書等をコンビニエンス
ストアのマルチコピー機で自動交付することにより、市民の利便性向上を図ります。
　さらに、自動交付サービスの利用に関する広報に重点的に取り組みます。

窓口ＤＸ事業
簡単ゆびナビ窓口事業

（市民課）

　住民の来庁負担軽減と手続きに要する時間の短縮を図るため、転出・転入ワンストップにかかるシステム導
入を行います。
　コンビニ交付と同じ機能を果たすタッチパネルによる受付とタブレットによる申請書記載不要の受付によ
り、業務の効率化と来庁者の負担軽減を図ります。
　また、市民課窓口にタブレットを配置し、利用の促進と利便性の向上を図ります。

斎場運営
（市民課）

　墓地、埋葬等に関する法律に基づく火葬業務を適切に行います。また、平成 29年６月に策定した斎場火葬炉
設備長寿命化方針に基づき、斎場火葬炉の長寿命化に努めるとともに、引き続き将来の施設整備に向け、基本
構想策定の準備を進めます。
　令和元年度から火葬業務・収骨業務のアウトソーシングを開始しており、今後とも安定的な施設運営とサー
ビスの維持向上ができるよう、受託事業者と情報共有し円滑な連携を図ります。
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令和４年度　健康福祉部　行政運営方針

Ⅰ　健康福祉部　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１ １　子ども・子育て １　子どもの育ちを支える取組の推進

２ １　子ども・子育て ２　安心な妊娠・出産、育児等の支援

３ １　子ども・子育て ３　未就学期から学齢期の成育環境の充実

４ １　子ども・子育て ４　子どもが安心して生活できる環境づくり

５ １　子ども・子育て ５　障がいのある子どもたちの療育体制の充実

６ ４　地域による子どもの育成 １　子どもと子育て家庭を支える地域づくり

７ ９　社会参画 ２　高齢者等の活躍の促進

８ ９　社会参画 ３　障がいのある人の活躍の場の創出

９ 17　健康・医療 １　生活習慣病の予防

10 17　健康・医療 ２　感染症対策の推進

11 17　健康・医療 ３　地域における医療体制の確保

12 17　健康・医療 ４　医療保険制度の安定的な運営　

13 18　地域福祉 １　地域包括ケアシステムの構築

14 18　地域福祉 ２　生活を支える福祉の充実

15 19　高齢者福祉 １　高齢者支援体制の充実

16 19　高齢者福祉 ２　介護保険制度の円滑な運営と適切なサービスの提供

17 19　高齢者福祉 ３　介護予防の推進

18 19　高齢者福祉 ４　高齢者とその家族等への総合的な生活支援

19 20　障がい者福祉 １　障がいのある人の人権が守られる取組の推進

20 20　障がい者福祉 ２　障がいのある人への支援の充実

21 32　上下水道 ２　上水道未整備地区における飲料水の安定確保

【令和４年度　様式】
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野１ 子ども・子育て 施策１ 子どもの育ちを支える取組の推進

重点方針
－施策の方向性－

　すべての子どもが、その家庭の状況にかかわらず、健やかに育つことができる環境を整え、経済的支援を図るなど、引き
続き子どもたちの成長を支える取組を推進します。吹き出し

【重点的取組】
①　児童の養育にあたっての手当の支給
　　児童手当の適正な支給に努めるとともに、児童手当法の改正に伴い令
和４年６月分より、特例給付の対象者に係る所得上限が創設されるなど
の制度改正について、市政だより・市ホームページ・制度のしおり等を
活用して適切な周知を図ります。
　　また、マイナポータルを利用した電子申請の取扱いにより、受給者の
手続き等の簡素化を図り、市民の利便性の向上に努めます。
②　子どもの医療費の助成
　　子どもの疾病の早期かつ適正な受診による重症化の抑制、子育て世帯
の経済的負担の軽減を図ります。
　　また、事業を継続的に運営するための財源確保について、県へ補助金
の対象拡大及び補助継続の要望を行います。
③　新型コロナウイルス感染症の影響における経済対策
　　新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に対応するため、令和３年
度より給付している子育て世帯への臨時特別給付金において、未申請者
への勧奨を実施し、対象者への速やかな給付に取り組みます。
④　子ども・子育て支援事業計画の推進
    「第２期会津若松市子ども・子育て支援事業計画」の推進に向け、庁
内関係課長等で構成する子ども・子育て支援事業計画検討会議及び子育
て支援に関する市民等で構成する子ども・子育て会議を活用して、適切
な進行管理に取り組みます。　
⑤　保育施設などの利用者負担の軽減
　　市独自の軽減策を継続するとともに、幼児教育・保育の無償化に係る
給付を確実に行い、引き続き利用者負担の軽減を図っていきます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　児童手当（こども家庭課）
②　子ども医療費助成事業（こども家庭課）
③　子育て世帯等臨時特別支援事業（こども家庭課）　
④　「第２期会津若松市子ども・子育て支援事業計画」の推進
　　　（こども保育課）　
⑤　教育・保育施設の利用者負担額の減免（こども保育課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　手続きの利便性向上や適正な手当の支給、医療費助成による経済的支
援に向け、部局間及び国県の関係機関と窓口研修会等を実施して、情報
共有や連携に取り組みます。
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重
点
方
針
№
２

政策分野１ 子ども・子育て 施策２ 安心な妊娠・出産、育児等の支援

重点方針
－施策の方向性－

　安心して家庭をもち、子どもを産み育てられるよう、妊娠、出産、育児等への切れ目のない支援を行います。

【重点的取組】
①　安心・安全な妊娠、出産への支援
  　妊娠・出産・育児への切れ目のない支援に向け、子育て世代包括支援
センターでの情報の一元化や、令和3年度の母子保健コーディネーター
（助産師）の増員により支援の充実を図りました。引き続き、関係機関
との連携強化に継続して取り組むとともに、周知に努めてセンターの活
用推進を図ります。
　　また、全妊産婦に対する妊産婦健康診査の助成に、令和 4年度より多
胎妊婦の健康診査費用の助成を追加し、経済的負担の軽減を図るととも
に、医療機関等と連携した産後の支援に努めます。
　　さらに、産後ケア事業による出産後の母親の心身の負担の軽減をはじ
め、妊産婦の早期把握や「親子の健康づくりガイドブック」を活用した
情報提供、保健指導等により、妊産婦の出産に関する不安軽減、孤立化
防止及び虐待予防に取り組みます。
②　乳幼児期の育児支援
　　保護者が安心して子育てができ、子どもが望ましい生活習慣を身につ
けることができるように、乳児家庭全戸訪問や母子保健事業等による情
報の提供と相談等の支援に継続して取り組みます。
　　また、乳幼児健診や５歳児発達相談、わんぱく相談など、支援が必要
な子どもの早期発見と、保護者や保育者が子どもの特性について理解を
深め、適切な対応ができるよう事業内容の充実に努めます。

【主要事業の詳細】
①　子育て世代包括支援センター支援事業
　　（健康増進課・こども家庭課・こども保育課）　
②　５歳児発達相談事業（健康増進課）
③　安全な妊娠・出産への支援事業（健康増進課）
④　育児支援事業（健康増進課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　妊産婦、乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援に向け、
医療や福祉及び子育て支援施設等の関係機関と連携強化を図ります。

②　医療機関や子育て支援センター（保育所、認定こども園、幼稚園
等）、ファミリー・サポート・センター等と情報共有を含め連携を図り
ます。
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重
点
方
針
№
３

政策分野１ 子ども・子育て 施策３ 未就学期から学齢期の成育環境の充実

重点方針
－施策の方向性－

　多様な就労形態や保育ニーズに対応するため、質の高い教育・保育サービスの提供を進め、子どもたちの放課後の居場所
をより豊かで安心できるものとします。

【重点的取組】
①　乳幼児期における保育・教育サービスの充実
　　特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設に対し、施設型給付及び
地域型保育給付を適正に支給するとともに、保育士確保に向けた取組を
推進し、教育・保育の質の向上と受入れ児童数の拡大を図ります。
　　また、令和３年度に導入した保育施設ＡＩ入所調整システムの活用に
より、入所調整作業の時間短縮を図り、新規入所児童の受入れ準備期間
を十分に確保するなど、安心かつ円滑な保育施設の利用を促進します。
　　加えて、病児保育施設整備について支援し、保護者の子育てと就労の
両立を支援する体制の維持・向上に努めます。
　　また、公立幼稚園、保育所に関しては、引き続きそのあり方及び方向
性について検討していきます。
②　こどもクラブの充実
　　こどもクラブの受入れ人数の拡大等により待機児童解消に努めるとと
もに、放課後児童支援員に対して県や市主催の研修受講を推奨するな
ど、育成支援の専門性の向上に取り組みます。  
③　子どもの居場所づくり
　　18歳未満の児童に対する遊びを中心とした健全育成のため、児童館
の環境整備と児童館事業のＰＲ、事業の質的向上に努めます。
　　また、児童館機能を含む施設の整備について、栄町第二庁舎の利活用
及び県立病院跡地利活用の取組の中で、引き続き検討に努めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　子どものための教育・保育施設への給付事業（こども保育課）
②　保育士確保支援事業（こども保育課）
③　保育士宿舎借り上げ支援事業（こども保育課）
④　乳幼児健康支援一時預かり事業（こども保育課）
⑤  児童健全育成事業（こども保育課）
⑥　児童館運営事業（こども保育課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　教育・保育環境の充実に向けて、保幼小連携等の視点や「新・放課後
子ども総合プラン（国）」の推進の観点から教育部局との連携を図りま
す。
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重
点
方
針
№
４

政策分野１ 子ども・子育て 施策４ 子どもが安心して生活できる環境づくり

重点方針
－施策の方向性－

　ひとり親や父母のいない児童の家庭について、子どもの育成に必要な環境整備を行います。
　また、児童虐待の未然防止や早期発見、早期対応を図るため、関係機関との連携を進め、子どもや子育てに課題を抱える
家庭への支援体制を強化します。

【重点的取組】
①　子どもの虐待防止の強化
　　児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応に向け、要保護児童対策地
域協議会や子育て世代包括支援センター等の関係機関との連携を図り、
支援体制を強化して支援を行います。
　　また、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども
等に関する相談全般から通所・在宅支援を中心としたより専門的な相談
対応に取り組みます。さらに、調査や訪問等によるソーシャルワーク業
務までを担う子ども家庭総合支援拠点により、児童の健全育成と児童虐
待の発生予防から自立支援までの対策強化等を図ります。
　　併せて、医療的ケア児等への支援のあり方について検討するととも
に、ヤングケアラーについてはホームページや研修会等を通じて啓発に
取り組みます。
　　さらには、家事や育児への援助が難しく、子育てに対して不安を抱え
ている家庭を対象に産後ヘルパーを派遣して、育児・家事援助を行い心
身の健康維持を図ります。そのために、利用につながるよう啓発に努
め、子育て世代包括支援センター等と連携を図りながら、適切なサービ
スにつながるよう取り組みます。
②　ひとり親家庭等への支援の充実
　　ひとり親家庭や父母のいない児童の家庭の負担を軽減し、安心して子
育てができるよう支援します。
③　子育てに関する相談体制の充実
　　様々な相談に対して、家庭相談員や女性相談員が助言・指導を行いな
がら支援します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　児童虐待防止対策事業（こども家庭課）
②　子ども家庭総合支援拠点事業（こども家庭課）
③　産後ヘルパー派遣事業（こども家庭課）
④　家庭児童相談室運営事業（こども家庭課）
⑤　ひとり親家庭医療費助成事業（こども家庭課）
⑥　児童入所施設措置費（母子生活支援施設）（こども家庭課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　要保護児童対策地域協議会においては、会議・研修会を開催して部局
間及び関係機関との情報共有や連携に取り組みます。

②　子ども家庭総合支援拠点及び産後ヘルパー派遣事業においては、部局
間及び関係機関との情報共有や連携を図り、子ども等の相談支援や児童
虐待の未然防止、早期把握、早期対応に取り組みます。
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重
点
方
針
№
５

政策分野１ 子ども・子育て 施策５ 障がいのある子どもたちの療育体制の充実

重点方針
－施策の方向性－

　障がいのある子どもたち一人ひとりに寄り添った、きめ細かな支援及び環境整備を行うとともに、自立や社会参加に必要
な力を育みます。

【重点的取組】
①　支援が必要な子どもたちの早期発見、早期療育の推進
　　将来にわたる支援に向け、子育て世代包括支援センターによる母子保
健施策（乳幼児健診や５歳児発達相談事業、わんぱく相談事業等）、こ
ども子育て施策及び障がい児支援施策との更なる連携を図ります。
　　また、健診や相談事業等で支援が必要な子どもについて、保護者から
の相談に適切に応じ、療育サービスなどにつなげられるよう相談体制と
サービス提供体制の充実を図ります。
②　支援が必要な子どもたちへの早期からの一貫した支援
　　障がいのある子どもが健やかに育ち、すべての子どもが等しく、安心
して生活するために、「第２期障がい児福祉計画」に基づき、子ども一
人ひとりのニーズに応じたサービスの提供に努めます。
　　また、医師、支援学校、児童相談所、当事者（障がいのある子どもの
保護者）、保育所や認定こども園、小中学校等で構成する会津若松市地
域自立支援協議会療育部会を開催し、教育、医療、福祉などの関係機関
の連携を深め、障がいのある子どもとその保護者への切れ目のない一貫
した支援を行う体制づくりに引き続き取り組みます。
③　「第３期障がい児福祉計画」策定に係るアンケート調査の実施
　　障がいのある子どもを住み慣れた地域で健やかに育成できる体制整備
やサービスの種類別の必要量等を定めるため、「第３期障がい児福祉計
画（期間：令和６年度から令和８年度）」の策定に係るアンケート調査
を実施します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　障がい児福祉計画の推進（こども家庭課）
②　障害児通所給付事業（こども家庭課）
③　障がい児相談支援事業（こども家庭課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　健康福祉部や教育委員会で構成する地域自立支援協議会に療育部会・
特別支援連携ワーキンググループを設置し、幼稚園、保育所等から小学
校、中学校、高等学校等を経て就職等の地域生活を営むまでのライフス
テージの移行に応じた連携・支援体制の充実に取り組みます。

②　「第３期障がい児福祉計画」の策定については、部局間及び関係機関
との連携をはじめ、地域自立支援協議会や公募市民等で構成する調整会
議、アンケートの実施による市民参画を図ります。また、関係機関との
意見交換会を行い市民等のニーズを把握し計画に反映します。

③　危機管理部門と連携し、障がい児などの災害時における避難支援体制
づくりに取り組みます。
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重
点
方
針
№
６

政策分野４ 地域による子どもの育成 施策１ 子どもと子育て家庭を支える地域づくり

重点方針
－施策の方向性－

　地域社会の中で安心して子育てができ、一人ひとりの子どもたちが健やかに成長することができるよう、地域で子育てを
支える意識づくりや交流機会の創出等を推進します。

【重点的取組】
①　市民参加による子育て支援の推進
　　子どもが生まれ育った環境に左右されることなく、夢や希望を持って
健やかに成長できる地域づくりを目指し、官民連携・協働により、子育
てを地域全体で継続的に支援していくため、創設した基金を原資に、地
域に根差した子育て力向上に資する支援活動を行う団体へ助成を行いま
す。
②　子育てする親、家庭への相談支援、交流促進
　　子育て親子の交流促進や子育てに関する相談など、市内 26ヶ所で実
施している地域子育て支援事業について、新たな子育て支援拠点の設置
を推進し、地域の子育て支援機能のさらなる充実を図ります。
③　子ども未来基金事業の活用
　　地域における子どもと子育てへの支援の充実を図るため、コロナ禍に
おいて、子どもが置かれている環境も変化していることから、利用拡大
に向けた事業のあり方についての検証に努めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　ファミリー・サポート・センター事業（こども家庭課）
②　子ども未来基金事業（こども家庭課）
③　地域子育て支援拠点事業（こども保育課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　市民ボランティア等の参画を得ながら、妊娠期から子育て期まで、安
心して出産し育児ができるよう、妊娠期からの健康づくりのための情報
提供や育児相談の充実を図ります。

②　保育所、幼稚園等の関係機関と連携し、子育て支援の利用しやすい環
境を整備します。　
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重
点
方
針
№
７

政策分野９ 社会参画 施策２ 高齢者等の活躍の促進

重点方針
－施策の方向性－

　多様な社会経験を持つ人が、自らの知識・経験・能力を活かし、就労やボランティア活動等を通して、地域社会に参画し
活躍できる場や機会を提供するなど、積極的な社会参画を促進します。

【重点的取組】
①　高齢者の生きがいづくり
　　高齢者が地域で生き生きと暮らし続けるため学習機会の提供を継続し
て取り組みます。
②　高齢者の社会参加・参画の促進
　　地域住民が支え合うネットワーク強化の担い手として元気な高齢者の
ボランティア参加への支援を継続して行います。
　　令和３年度から実施したつながりづくりポイント事業について、事業
の認知度向上や参加者の拡大に取り組み、市民の地域活動参加と高齢者
の社会参加の促進や介護予防の推進を図ります。
③　高齢者の就労支援
　　高齢者が能力を発揮できる就労の場や、地域のために活躍できる機会
の拡充のためシルバー人材センターへの支援などを継続して行います。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　あいづわくわく学園事業（高齢福祉課）
②　ゆめ寺子屋事業（高齢福祉課）
③　地域支援ネットワークボランティア事業（高齢福祉課）　
④　高齢者能力活用事業（高齢福祉課）
⑤　つながりづくりポイント事業（高齢福祉課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　高齢者の生涯学習機会の提供や生涯学習の推進を担う人材の育成のた
め、教育委員会との連携を図ります。

②　シルバー人材センターとの連携により、高年齢者雇用確保措置の導入
や雇用受入の要請、能力開発に係る情報提供を行います。

③　庁内や地域住民、専門機関との連携により、支え合いの輪をひろげま
す。
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重
点
方
針
№
８

政策分野９ 社会参画 施策３ 障がいのある人の活躍の場の創出

重点方針
－施策の方向性－

　障がいのある人が、それぞれ個性を発揮しながら、就学や就労、社会への参画などの自己実現ができる環境づくりを推進
します。

【重点的取組】
①　障がいのある人の社会参画
　　障がいのある人及び障がいのある子どもに対し、各種講習やイベント
等を開催し、地域住民との交流を促進するとともに、気軽に立ち寄って
交流や活動ができる集いの場として「余暇活動支援センターふらっと」
を運営して活動等の推進を図ります。
　　
②　障がいのある人の雇用・就業の促進
　　障がいのある人の雇用・就業促進に向け、市役所内においてはワーク
シェアリング事業を推進するとともに、市役所外においては地域自立支
援協議会（就労部会）や障がい者就労支援促進会議と連携し、障がい者
雇用に取り組む企業と就労を希望する障がいのある人のマッチングを推
進します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　余暇活動支援事業（障がい者支援課）
②　障がい者の雇用・就業の促進（障がい者支援課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　障がいのある人の雇用・就業促進のため、市商工課や農政課、ハロー
ワーク、商工会議所等と連携し、企業等に対する障がい者雇用の理解促
進や企業・農家と障がいのある人のマッチングを図ります。また、生活
困窮者自立施策との連携強化に努めます。

②　障がいのある人の一般就労の促進に向けて、市障がい者活躍推進計画
に基づき、市人事課等と連携し、市役所内における障がいのある職員の
活躍を推進する体制整備に努めます。

③　障がい者就労支援施設からの優先調達方針を定め、当該施設からの製
品購入や業務委託を全庁的に推進し、就労機会の確保や工賃向上を図り
ます。

④　新庁舎における売店設置にあたり、地域自立支援協議会や障がい者就
労支援促進会議と連携し、運営方法等について協議してまいります。
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重
点
方
針
№
９

政策分野17 健康・医療 施策１ 生活習慣病の予防

重点方針
－施策の方向性－

　生活習慣病の発症や重症化を予防するため、早期の発見・治療等に関する取組を推進します。また、子どもの頃からのよ
り良い生活習慣の獲得に取り組み、ICTなども活用しながら市民自らによる適切な健康管理を進めます。

【重点的取組】
①　健康診査や保健指導の充実
　　受診勧奨の充実や受診しやすい体制の整備を図り、各種健康診査の受診
率の向上に取組みます。
　　また、健診結果等からターゲットを絞り、り効果的・効率的な保健指導
を実施し生活習慣病の発症予防・重症化予防に引き続き取り組みます。
②　母子保健事業の充実
　　母子健康手帳交付時や乳幼児健康診査等において「親子の健康づくりガ
イドブック」や「子どもノート」を活用し、妊産婦の健康づくりと乳幼児
期からの将来の生活習慣病予防を見据えた取り組みを行います。
③　市民一人ひとりが取り組む健康づくりへの支援充実
　　健康や生活習慣病に関する情報発信を強化し、市民が主体的に健康づく
りに取り組む動機づけとして「會津ＬＥＡＤ」をキーワードとした情報発
信の取組や民間企業との連携に引き続き取組むとともに、30～50歳代の
世代を対象に健康づくりの取組も推進します。
　　また、健康ポイント事業の推進、ICTを活用した母子健康情報サービス
の充実や、自身の健康情報を自らの健康管理に活用できる環境づくりに取
り組みます。
④　こころの健康に関する正しい知識や対処法の普及啓発
　　こころの健康に関する正しい知識や対処方法の情報提供に引き続き取り
組むとともに、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、
「自殺対策推進計画」の推進に取り組みます。
⑤　食育の推進
　　「第 2次食育推進計画」に基づき、令和４年３月に作成した「やってみ
よう食育実践ガイド」の周知等、世代別に応じた食育アプローチや、教育
機関等の協力による食育の体験・指導、地域とともに進める地産地消や食
品ロスへの取組みを推進します。
　　また、食育の日（毎月19日）の情報発信を継続し、食育をより身近に
感じる取組みも推進します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　「第２次健康わかまつ21計画」の推進（健康増進課）
②　健康情報活用推進事業（健康増進課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　糖尿病性腎症や慢性腎臓病等の重症化予防の取組みとして医療機関
と連携し保健指導を行っていきます。

②　市民の主体的な健康づくり定着・推進のため、保健委員会、食育
ネットワーク等、既存の団体との連携強化を図ります。

③　生活習慣病の予防に向けた健康情報の発信など、医師会・歯科医師
会・薬剤師会等の関係機関と連携しながら取り組みます。

④　「自殺防止対策計画」の推進のため、関係部局・団体との連携を図
ります。

⑤　多角的な食育推進のため、農政部・観光商工部及び教育委員会等と
の連携を図ります。

⑥　歯科保健事業のフッ化物洗口事業の実施及び事業検証を含め、学
校、歯科医師会、教育委員会等との連携を図ります。
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重
点
方
針
№
10

政策分野17 健康・医療 施策２ 感染症対策の推進

重点方針
－施策の方向性－

　感染症の予防の徹底とまん延防止に努め、新型感染症等の発生に備え、対策行動計画等に基づく危機管理体制の確立を進
めます。

【重点的取組】
①　感染症対策　
　　新型コロナウイルス感染症対策について、感染拡大等の状況を踏ま
え、継続して市民への啓発を含め感染拡大の防止に取り組みます。
　　また、発熱外来の運営や医療従事者宿泊支援、感染対策物品の確保、
　濃厚接触者・自宅療養者の生活支援等に取り組みます。
②　予防接種の推進
　  感染症の予防の徹底とまん延を防止に向けて、継続して、国県、医師
会及び医療機関と連携を図り、予防接種の周知や接種勧奨を積極的に行
い、接種率の向上に継続して取り組みます。
新型コロナウイルスワクチン接種についても、継続して、国の方針に

基づき、医師会等の関係機関との更なる連携を図り、迅速かつ円滑に実
施します。
さらに、ＨＰＶワクチン（子宮頸がん予防ワクチン）接種の勧奨再開
や勧奨差し控え期間の対象者への接種機会の確保について、国の方針を
踏まえたわかりやすい周知に努めるとともに、期限延長となった風しん
の追加的対策についても引き続き推進します。

  　また、予防接種等による健康被害への対応については、国への申請手
続き等の支援を含めて丁寧な対応に努めます。
③　環境衛生対策の推進
　　市民の衛生的な生活環境の確保、感染症の予防・拡大防止を図るた
め、財政支援による公衆浴場転廃業の防止、水害発生時等の防疫活動、
集合予防注射による狂犬病の発生予防及び許可制による適正な墓地管理
等の環境衛生対策を継続して実施します。
　　

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　予防接種事業（健康増進課）
②　新型コロナウイルスワクチン接種事業（健康増進課）
③　感染症対策事業（健康増進課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　水害や新型感染症等発生時に備え、国・県や医療機関及び関係部局等
との連携の確認・強化に努めます。

73



重
点
方
針
№
11

政策分野17 健康・医療 施策３ 地域における医療体制の確保

重点方針
－施策の方向性－

　県及び医師会との連携のもと、小児科医をはじめとする医療従事者の確保を図り、救急時の医療対応を含めた地域医療体
制を維持します。

【重点的取組】
①　夜間や休日などにおける救急医療体制の確保
　　医師会及び医療機関等との連携しながら、「初期救急医療」としての
夜間急病センター運営事業及び休日当番医制事業を実施します。
　「二次及び三次救急医療」としての救急医療病院群輪番制運営事業の継
続的な実施により、夜間及び休日における安定的な救急医療体制の確保
に努めるとともに、重症度・緊急度に応じた適切な利用のための周知を
図ります。
②　地域医療体制の確保
　　県、医師会等との連携を踏まえ、産科医及び小児科医をはじめとする
医療従事者の確保に向けた検討など、将来的にも維持可能な地域医療体
制の整備に向けた取り組みを検討します。
　　また、医師会や地域医療支援病院等が取り組むＩＣＴを活用したオン
ライン診療については、令和４年度より対象診療科目の拡大と初診から
の受診が可能となったことも踏まえ、事業の検証とともに事業推進のた
めの手法等について検討します。
　　なお、令和４年度においても、夜間急病センターにおける発熱外来機
能を継続し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するととも
に、地域医療がひっ迫しないように医療機関との連携・相互支援の強化
を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　夜間急病センター運営事業（健康増進課）
②　休日当番医制事業（健康増進課）
③　救急医療病院輪番制運営事業（健康増進課）
④　オンライン診療推進事業（健康増進課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　将来的にも維持可能な救急医療体制・地域医療体制の確保に向け、県
及び会津若松医師会等と協議・連携を図ります。
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重
点
方
針
№
12

政策分野17 健康・医療 施策４ 医療保険制度の安定的な運営

重点方針
－施策の方向性－

　医療制度改革の動向を的確に捉えながら、適切な医療給付を実施することで、医療保険制度の安定的な運営を図ります。

【重点的取組】
①　適切な医療給付の実施
　　第３期国民健康保険事業運営健全化指針の見直しを踏まえ、引き続き健
康づくり、ジェネリック医薬品の使用促進やレセプト点検などの医療費の
適正化に取り組みます。　
②　国民健康保険税の適正な賦課と徴収
　　資格管理の適正化や国保事業費納付金等を踏まえた税率の見直しを行い
ます。また、徴収率向上に向け、滞納者の実態把握や、新たな取組につい
て検討します。
③　保健事業の推進
　　国民健康保険第２期データヘルス計画・第３期特定健康診査等実施計画
の中間評価に基づき、目標達成に向け、特定健康診査の受診率の向上や、
効果的な特定保健指導、生活習慣病の重症化予防に取り組みます。
　　生活習慣病の早期発見・早期治療につながる特定健康診査の受診率向上
のため、これまでのさまざまな広報や、未受診者の過去の受診履歴に基づ
く受診勧奨に継続して取り組むとともに、未受診者へのアンケート調査を
実施し、未受診理由の把握・分析を行い、効果的な取組を検討します。
④　県単位化に伴う国保事業の安定化に向けた取組
　　国保事業費納付金の納付や県単位での資格管理、高額療養費定、その他
制度改正等について適切に対応します。
⑤　高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施
　　高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、
医療・健診・介護のデータ分析の結果を活用し、高齢者の生活習慣病の重
症化予防等の個別支援や、地区の通いの場におけるフレイル予防の普及啓
発活動、健康相談等をモデル地区を定めて一体的に実施します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　国民健康保険特別会計事業（国保年金課）
②　特定健康診査未受診者対策事業（国保年金課）　
③　高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施（国保年金課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　居所不明者の資格喪失確認については、住民基本台帳法に沿って市
民部と連携します。

②　賦課徴収については、コンビニ納付・インターネット納付・スマー
トフォン決済アプリ納付共同実施のため、財務部と連携します。

③　特定健康診査業務については、市内事業者や温泉宿の協力による健
診受診者への施設・温泉割引券の配布や、集団健診会場での地元野菜
の販売等の実施により、受診意欲向上を図ります。

④　高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施については、後期高
　齢者医療や国民健康保険の保健事業と介護保険の地域支援事業を一体
　的に実施するため、高齢福祉課や健康増進課、関係団体と連携しま　
す。
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重
点
方
針
№
13

政策分野18 地域福祉 施策１ 地域包括ケアシステムの構築

重点方針
－施策の方向性－

　要支援者である高齢者や障がいのある人、さらには子どもたちなど誰もが、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるこ
とができるよう、本市の特性を踏まえた地域においての見守り、支え合うことができる仕組み「地域包括ケアシステム」を
構築します。

【重点的取組】
①　すべての市民を対象とした地域包括支援体制の整備
  　地域包括支援体制の整備に向けて、「第２期会津若松市地域福祉活動計
画」の策定主体である社会福祉協議会とともに、民生委員・児童委員、区
長会、自立支援協議会、地域包括支援センター等の関係機関との協議を行
います。

  　「第２期市地域福祉計画」で重点的に取り組む施策「会津若松市版地域
包括ケアシステム」の構築に向け、国の重層的支援体制整備事業の実施に
ついて、関係機関との協議を進めます。
②　地域での見守り・支援体制の充実
　　関係機関との協議を踏まえ、明らかになった課題について、解決に向け
た仕組みづくりを推進します。

  　特に、社会福祉協議会が中心となって組織化を進めている地区社会福祉
協議会について、設立に向けた支援を行います。
③　地域福祉に関する理解の促進
　　「第２期市地域福祉計画」の浸透に向けて、「あいづわかまつ地域福祉
を考えるフォーラム」の開催や出前講座の実施等、地域福祉に関する理解
の促進に取り組みます。
④　地域福祉活動の担い手の育成
　　地域福祉の基盤となるサロン活動等への支援や研修会の実施等、社会福
祉協議会が実施している人材育成に対して支援を行います。
⑤　地域福祉活動団体等への支援
　　社会福祉協議会、民生委員・児童委員、保護司など、地域福祉を支える
団体の活動に対し支援を行います。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　地域福祉計画推進事業（地域福祉課）
②　地域福祉活動推進事業補助金（地域福祉課）
③　民生委員・児童委員活動事業（地域福祉課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　地域での見守りの仕組みづくりにあたり、企画政策部等における自
治基本条例事業など、地域自治・地域づくり・地域防災・コミュニ
ティに関連する施策との連携を図ります。　

②　「地域福祉活動計画」の策定主体である社会福祉協議会と一体と
なって、「地域福祉計画」の推進を図ります。社会福祉協議会や地域
とともに地域福祉活動の担い手となる地区社会福祉協議会の組織化に
向けた取組を進めます。

③　会津若松市版地域包括ケアシステムの構築にあたり、庁内の関係各
課、関係機関、市民、各種団体と連携した取組を進めます。
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政策分野18 地域福祉 施策２ 生活を支える福祉の充実　

重点方針
－施策の方向性－

　様々な課題を抱える生活困窮者に対して、生活困窮者自立支援制度に基づき、深刻な事態に陥ることを未然に防ぐための
予防的な支援を強化していきます。また、こうした問題を地域全体の問題として多様な主体が共有し、連携できる仕組みを
構築します。加えて、生活のセーフティネットである生活保護制度の適正な運用を図ります。

【重点的取組】
①　生活に困窮する人の自立支援
　　「生活サポート相談窓口」において、社会福祉協議会職員の派遣による
相談体制の充実を図り、様々な相談に応じ、経済的な自立に向けて関係機
関と連携して就労支援をはじめとした様々な支援に取り組みます。
　　また、相談の中で行っていた「家計改善支援」の体制を整備して包括
的、継続的な支援に努めます。
　　併せて、子どもへの学習・生活支援を行い、貧困の連鎖の防止や育成環
境の改善に向けて取り組むなど支援の充実を図ります。
　　加えて、ひきこもりについて、関係機関と連携しながら、相談体制の強
化及び支援の充実に向けた取組を進めます。
　　さらに、感染症の影響により減収し、生活に苦慮する世帯を対象とし
て、「住民税非課税世帯等臨時特別給付金」、「住民税非課税世帯等暖房
費の助成」及び「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を給
付します。
　　

②　生活保護の適正な実施
　　生活保護受給者の生活の安定や自立を促進するため、ケースワークに加
え、就労相談員によるきめ細やかな支援を実施し、生活保護制度の適正な
運用のため、保護費の適正な支出及び債権管理に取り組みます。

    また、日常生活及び社会的な自立の促進に向け、健康管理支援員による
生活保護受給者の生活習慣病の発症予防及び重症化予防に取り組みます。

資料：生活保護の被保護世帯数等
項目 令和3年4月1日 令和4年4月1日

被保護世帯数 　1,448世帯 　1,414世帯

被保護者数 　　1,772人 　　　1,712人

保護率 　　　   15.0 ‰ 　　　   　14.8 ‰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【主要事業の詳細】
①　自立生活サポート事業（地域福祉課）
②　ユ－スプレイス自立支援事業（地域福祉課）
③　セーフティネット事業（地域福祉課）
④　生活保護法に基づく各種扶助費等（地域福祉課）
⑤　住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業（地域福祉課）
⑥　住民税非課税世帯等暖房費助成事業（地域福祉課）
⑦　新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業（地域福
　　祉課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　生活困窮者の早期発見、早期支援に向け、市税等の徴収部門や教育
委員会等で構成する生活困窮者自立支援庁内連携連絡会議を中心とし
て、部局間の連携体制を整備するとともに、各地域(地域包括支援セ
ンター、民生委員・児童委員)と連携し、情報共有を図ります。
　　また、包括的な支援の取組を推進するため、社会福祉協議会、ハ
ローワーク等と連携し、協働で支援に取り組みます。

②　社会問題化しているひきこもりの支援にあたり、会津若松市ひきこ
もり支援連携会議を中心に、関係機関と連携し情報共有を図りなが
ら、個々の状況に応じたきめ細かな支援に向けて取り組みます。

③　生活保護の実施に当たっては、被保護世帯の自立助長のため、部内
各課をはじめ、学校、医療機関、介護施設等の各種関係機関と連携
し、協働で支援を行います。
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政策分野19 高齢者福祉 施策１ 高齢者支援体制の充実

重点方針
－施策の方向性－

　高齢者の住み慣れた地域での生活を支援するため、地域包括支援センターを核として介護・医療・予防という専門サービ
ス、住まい・生活支援サービスの連携を推進します。また、介護サービス以外の支援の取組や在宅で介護する家族等を応援
する体制の充実、ICTの活用による状況把握や情報共有等を図ります。

【重点的取組】
①　地域包括支援センターの機能強化
　　「高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」に位置づけた「地域包
括ケアシステム」構築の中核機能を担えるよう、今後も地域包括支援セ
ンターの機能や職員体制の強化を図ります。
　　また、平成30年度より実施している有識者による外部評価を踏ま
え、地域包括支援センター業務の検証や強化策について検討します。
②　地域ケア会議の開催等による地域支援ネットワークの構築
　　会津若松市版地域包括システムを推進するため、地域の課題解決や情
報共有を行う、地区生活支援コーディネーターを配置し、関係機関及び
住民等による地域ケア会議（地区協議体）等を開催し、高齢者の地域支
援ネットワークを推進します。
　　また、今年度より全市生活支援コーディネーターを１名増員し、ネッ
トワークやボランティアのマッチング等の更なる強化を図ります。
　　さらに、在宅医療・介護連携推進事業により、医療・介護関係者の連
携を推進します。
③　地域住民をはじめとした多様な実施主体による多様なサービスの提供
　　地域高齢者の介護予防や日常生活支援について、地域住民や事業所の
提供体制を構築します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　地域包括支援センター事業（高齢福祉課）
②　在宅医療・介護連携推進事業（高齢福祉課）
③　生活支援体制整備事業（高齢福祉課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　高齢者の住み慣れた地域での生活を支援するため、地域包括支援セン
ターとの連携を図ります。

②　「第２期地域福祉計画」で重点的に取り組む施策「会津若松市版地域
包括システム」の構築に向け、各部局間での連携を推進します。
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政策分野19 高齢者福祉 施策２ 介護保険制度の円滑な運営と適切なサービスの提供

重点方針
－施策の方向性－

　特別養護老人ホーム等の介護保険施設サービスや、地域密着型サービスなどの在宅介護サービスの充実を図ります。
　また、介護保険制度の円滑な運営を図るため、介護サービス、利用者負担及び介護保険料の適切なバランスを図ります。

【重点的取組】
①　高齢者福祉計画・介護保険事業計画の推進
　　「高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」に基づき、高齢者が可
能な限り住み慣れた地域で、その人らしい生活が続けられるよう地域包
括ケアシステムの構築を目指します。
　　また、次期計画策定に向け、日常生活圏域ニーズ調査を実施します。
②　在宅と施設のバランスのとれた介護サービス環境の構築
　　「高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」に基づき、在宅と施設
のバランスのとれた介護サービスの提供や、現在不足している夜間の訪
問介護・看護サービスなどの構築に取り組みます。
　　また、サービスの充実を目指して、地域密着型サービスの施設整備を
行います。
③　円滑で安定した介護保険事業の運営
　　介護事業所等への研修・指導等を通じて、介護サービス等の質の向上
と給付の適正化に取り組みます。
　　また、総合事業等が円滑に運営できるよう関係機関と連携を図り、安
定した介護事業の運営を行います。

    さらに、人材確保に向けた課題の把握や、県など関係機関と情報を共
有し、人材確保に向けた取組を推進します。
　　

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　高齢者福祉計画・介護保険事業計画の推進（高齢福祉課）
②　介護給付適正化事業（高齢福祉課）
③　要介護認定調査事業（高齢福祉課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　要介護認定調査業務の一部を指定市町村事務受託法人等に委託するこ
とを通じ、適正かつ円滑な認定調査を実施します。　
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政策分野19 高齢者福祉 施策３ 介護予防の推進

重点方針
－施策の方向性－

　介護予防・日常生活支援総合事業を柱とした介護予防サービスの充実を図り、要介護状態への移行の防止と、進行の抑制
に取り組みます。

【重点的取組】
①　地域住民が主体となった介護予防への取組の充実
　　リハビリテーションを取り入れた介護予防体操に取り組む地域サロン
への支援の充実を図ります。
　　また、地域サロンや介護予防講座における講師派遣の拡大等により、
住民主体の介護予防活動の推進に取り組みます。
　　併せて、いきいき百歳体操のサポーターを育成します。
②　要介護状態への移行を防ぐ予防サービスの充実
　　介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な運営により、これまでの介
護予防サービスに加えて、多様な主体によるサービスを推進します。
③　高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施（再掲）
　　医療・健診・介護のデータ分析の結果を活用し、高齢者の生活習慣病
の重症化予防等の個別支援や、地区の通いの場におけるフレイル予防の
普及啓発活動、健康相談等をモデル地区を定めて一体的な支援を実施し
ます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉課）
②　一般介護予防事業（高齢福祉課）
③　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業（高齢福祉課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　要介護状態の要因となる生活習慣病は健康課題の一つであることか
ら、生活習慣病の発症や重症化を予防するため、健康増進課との連携を
図ります。

②　高齢者の保健事業（疾病予防・重症化予防）と介護予防事業（生活機
能の改善）を一体的に取り組むため、国民健康保健分野・健康増進分野
との連携を図ります。
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政策分野19 高齢者福祉 施策４ 高齢者とその家族等への総合的な生活支援

重点方針
－施策の方向性－

　高齢者及び高齢者を介護する家族等を支援するため、高齢者の権利擁護や安全確保を推進します。また、認知症の早期発
見、早期対応への取組や理解促進の取組を推進します。

【重点的取組】
①　認知症高齢者及びその家族への支援体制の構築
　　認知症について、認知症サポーターの養成等により市民の理解を深め
るとともに、本人及び家族を支援する体制を構築します。　
　　また、認知症初期集中支援チームの活動により、早期発見・早期対応
に取り組みます。
②　高齢者の権利擁護、安全確保の推進
　　「成年後見制度利用促進基本計画」にもとづき、高齢者の権利を守る
取組の推進に向け、中核機関を設置して、成年後見制度の利用の促進に
取り組みます。
　　また、福祉・医療・防災地域連携強化のためのシステムを導入し、災
害時要支援者の避難体制の構築を進めます。
③　高齢者の生活全般の支援充実
　　在宅で生活する要支援高齢者や介護者の家族、一人暮らし高齢者等に
対する生活支援を推進します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　認知症対策事業（高齢福祉課）
②　成年後見制度利用支援事業（高齢福祉課）
③　福祉・医療・防災地域連携強化事業（高齢福祉課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　危機管理部門との連携により、高齢者が住み慣れた地域で、安全で安
心な生活を継続することができるよう、消費者被害対策や交通事故対策
に取り組みます。

②　危機管理部門との連携により、高齢者などの災害時における避難支援
体制づくりを進めます。

③　企画政策部門との連携により、高齢者の外出支援のため公共交通の利
便性の向上や利用促進に取り組みます。

④　建設部門との連携により、高齢者向け優良賃貸住宅の供給を支援する
など居住の安定を支援します。　

⑤　成年後見制度については、「第２期地域福祉計画」において策定した
「成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、福祉部局内の障がい分野
と連携してまいります。
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政策分野20 障がい者福祉 施策１ 障がいのある人の人権が守られる取組の推進

重点方針
－施策の方向性－

　障がいのある人に対する差別や虐待の防止、合理的配慮の推進を図るため、障がいに対する正しい知識や理解の習得を個
人から全体に広げ、障がいのある人の人権が守られる地域づくりを推進します 。

【重点的取組】
①障がいに関する理解推進 
　　障がいや障がいのある人への理解が深まるよう「福祉のまちづくり講
演会」「手話講習会」「点字講習会」等を開催し、広く市民に向けて学
習機会を提供するとともに、「地域自立支援協議会だより」を全戸配布
し、共生社会の実現に向けた広報啓発に努めます。
　　また、障がいのある人等を講師とした障がいの理解のための講座を実
施し、学校教育における福祉教育の推進を図ります。
　　外見からは援助や配慮の必要性がわかりづらい方々が身に付けること
で、その必要性を周囲に示す「ヘルプマーク」の周知や配布を行いま
す。　　
　　併せて、障がいを理由とした差別と思われる事例等、障がい差別の現
状把握に努め、差別解消に向けた施策のあり方を検討します。
②障がいのある人の権利擁護の推進
　　知的障がい者及び精神障がい者の権利擁護の手段として成年後見制度
は重要なことから、成年後見制度利用を促進します。
　　また、高齢者・障がい者虐待防止ネットワークや相談支援事業所等と
の連携により、障がいのある人に対する差別・虐待の防止や早期発見・
早期支援の推進を図ります。
　　さらに、業務の適正な実施に向け、「成年後見制度利用促進基本計
画」にもとづき、中核機関を設置し、成年後見制度の利用を促進してい
きます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　障がい者差別解消推進事業（障がい者支援課）
②　成年後見制度利用促進事業（障がい者支援課） 
③　コミュニケーション支援事業（障がい者支援課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　障がいのある人が地域生活において差別的取扱いを受けることがない
よう、市内観光施設等における障がい者団体の受け入れ調整について観
光商工部と連携して取り組みます。

②　障がいのある子どもの学校の受入れ、障がい者による芸術作品の展
示、図書館での啓発図書等の紹介など、教育委員会との連携により障が
い者の理解促進に取り組みます。

③　関係機関が行う障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に
係る事例を踏まえた取組を円滑に行うため、差別解消支援協議会におい
て情報共有及び協議を行います。　

④　成年後見制度は、認知症の方の支援にも欠かせないことから、「成年
後見制度利用促進計画」に基づき、中核機関の整備を高齢福祉課と連携
して取り組みます。

⑤　障がいの特性に応じた支援や権利の確立につながる条例等の制定に向
け、障がい者団体と連携して検討を行います。

⑥　全職員を対象とした手話講習会などを開催し、意思疎通支援に触れる
機会を設け、障がいへの理解を深める取組みを実施します。
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重
点
方
針
№
20

政策分野20 障がい者福祉 施策２ 障がいのある人への支援の充実

重点方針
－施策の方向性－

　障がいのある人の様々なニーズ等を受け止め、適切なサービスを提供するため、基幹障がい者相談支援センターや地域障
がい者相談窓口などの相談支援体制の充実強化、各種相談支援事業所、介護・福祉サービス事業所等との連携強化を図りま
す。　　
　また、各種障がい福祉サービスや助成事業の周知や情報提供を進めます。

【重点的取組】
①障がい者計画・障がい福祉計画の推進
　　「障がい者計画・第６期障がい福祉計画」に基づき、障がいのある人
の自立や社会参加支援等に関する施策や障がい福祉サービス等の提供基
盤の整備を推進します。
②相談支援体制の充実強化 
　　障がいのある人が身近な地域で気軽に相談でき、必要とされるサービ
ス等につながるよう支援に取り組みます。
　　また、基幹障がい者相談支援センターを中核として、地域障がい者相
談窓口の拡充を図り、地域の各種相談支援事業所と連携して重層的な相
談支援体制を構築します。
③　各種障がい福祉サービスや助成事業等の充実
　　障がいのある人が安心して地域で生活できるよう、必要とされる障が
い福祉サービス等を提供に取り組みます。
　　また、障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、整
備した「地域生活支援拠点等」における機能の充実に努めます。　

    さらに、補装具費支給や日常生活用具費助成、重度心身障がい者医療
費助成事業等の様々な手帳所持者に対する助成制度について、関係機関
と連携して、情報提供を行い、必要な支援の推進を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　障がい者計画・障がい福祉計画の推進（障がい者支援課）
②　障がい者相談支援体制の充実（障がい者支援課）
③　地域生活支援拠点等の整備（障がい者支援課）
④　障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス等（障がい者支援課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　障がい者計画・障がい福祉計画の推進にあたっては、庁内の関係部局
で構成する庁内連絡調整会議において、部局間連携を進めながら、進行
管理に取り組みます。

②　医療、経済、教育、福祉等で構成する地域自立支援協議会にて、地域
全体で支える仕組みづくりや「障がい者計画・第６期障がい福祉計画」
の事業評価等を行います。

③　危機管理部門との連携により、障がいのある人などの災害時における
避難支援体制づくりを進めます。
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針
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21

政策分野32 上下水道 施策2
上水道未整備地区における飲料水の
安定確保

重点方針
－施策の方向性－

　上水道が整備されていない地区においても、安全で安心な飲料水を安定的に確保します。

【重点的取組】
①　地区給水施設の整備推進
　　上水道未整備地区について、整備要望等があった場合には、地区住民
の意思や状況を尊重しながら十分な協議を行った上で、補助金交付によ
る必要な給水施設整備の推進を継続し、地域住民に安全かつ安心な飲料
水の安定的な供給を図ります。
②　簡易水道及び地区給水施設の適正かつ効率的な維持管理の推進
　　市営簡易水道については、今年度、３地区において試掘を行い、埋設
管の改修など今後の施設改修に向けた検討に努める。
　　また、「経営戦略」を踏まえた安定的な事業運営と安全・安心な飲料
水供給のため、施設の老朽化対策などの課題解決に向けた地区との協議
に取組むとともに、今後の事業方針やその取組体制等について引き続き
検討します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　給水施設等整備事業（健康増進課）
②　簡易水道事業（公営企業会計）（健康増進課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　地方公営企業法を適用した市営簡易水道事業会計の適正かつ円滑な運
営のため、上下水道局等関係部局との協議・連携を図ります。
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令 和 ４ 年 度 重 点 方 針 に 基 づ く 取 組 の 概 念 図

『次世代を創るこどもたちの育成』と『健やかで思いやりのある地域社会の形成』

庁内連携 施策（関係計画等）・主な事業 連携団体等

【企画政策部】
自治基本条例
男女協働参画
公共交通利便性

【市民部】
災害時要援護者支援
各種相談会
食品ロス対策

【観光商工部】
就労支援

【農政部】
農福連携 
就農支援
食育推進

【建設部】
除雪困難者支援
住宅支援

【教育委員会】
放課後子ども教室
生涯学習
食育推進
歯科保健推進
（フッ化物洗口）
医療的ケア児支援
ヤングケアラー支援
保幼小連携

【上下水道局】
給水施設等整備

【全庁】
健康づくり推進
自殺対策
受動喫煙防止対策

≪子ども・子育て≫　『第2期子ども・子育て支援事業計画』　『第2期障がい児福祉計画』 市社会福祉協議会
地域包括支援センター
会津保健福祉事務所
会津若松警察署
会津児童相談所
小中学校長協議会
民生児童委員協議会
会津若松地区保護司会
遺族会
会津若松医師会
会津若松歯科医師会
会津若松薬剤師会
市区長会
シルバー人材センター
会津若松商工会議所
あいづ商工会
ハローワーク
県後期高齢者医療広域
連合　等

○子ども医療費助成事業　○子育て世帯等臨時特別支援事業　○子育て世代包括支援センター事業　
○5歳児発達相談事業 ○安全な妊娠・出産への支援事業 ○乳幼児健康診査事業 ○育児支援事業　
○児童館運営事業　○子どものための教育・保育施設への給付事業　○児童健全育成事業　○児童虐待
防止対策事業　○子ども家庭総合支援拠点事業　○産後ヘルパー派遣事業　○家庭児童相談室運営事業
○ひとり親家庭医療費助成事業　○障がい児通所給付事業　○障がい児相談支援事業

≪地域による子ども育成≫

○ファミリー・サポート・センター事業　○子ども未来基金事業　○地域子育て支援拠点事業

≪社会参加≫

○あいづわくわく学園　○ゆめ寺子屋　○地域支援ネットワークボランティア事業
○障がい者雇用・就業促進事業　〇ボランティア学園事業　〇つながりづくりポイント事業

≪健康・医療≫　『第2次健康わかまつ 21計画』

○健康情報活用推進事業　○食育推進計画の推進　○自殺対策の推進　○受動喫煙防止対策 
○予防接種事業　○夜間急病センター運営事業　○休日当番医制事業　○オンライン診療推進事業
○国民健康保険特別会計事業　○特定健診未受診者対策事業　○給水施設等整備事業
○高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業

≪地域福祉≫　　『第2期地域福祉計画』・『第2期地域福祉活動計画』

○地域福祉活動推進事業　○民生委員・児童委員活動事業　○自立生活サポート事業　○ひきこもり支
援事業　○生活保護法に基づく各種扶助費等　〇セーフティネット事業　○住民税非課税世帯等臨時特
別給付金給付事業　○住民税非課税世帯等暖房費助成事業　○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自
立支援金給付事業

≪高齢者福祉≫　『高齢者福祉計画・第 8期介護保険事業計画』

○地域包括支援センター事業　○在宅医療・介護連携推進事業　○介護給付適正化事業
○介護予防・生活支援サービス事業　○一般介護予防事業　○認知症対策事業

≪障がい者福祉≫　『障がい者計画』　『第 6期障がい福祉計画』

○余暇活動支援事業　　○障がい者の雇用・就業の促進　 ○障がい者差別解消推進事業
○成年後見制度利用促進事業　○コミュニケーション支援事業　○障がい者相談支援体制の充実　
○地域生活支援拠点等の整備  ○障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス等
○重度心身障がい者医療費助成事業　○日常生活用具費助成事業　　
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令和４年度　健康福祉部　主要事業

重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

1 児童手当
（こども家庭課）

　中学校修了までの児童の保護者等に対し、受給資格を認定し、児童手当を支給します。
　・支給対象：０歳から中学校修了前までの児童
　・支給額(月額)：３歳未満児 15,000円
　　　　　　　　　３歳以上小学校修了前の第１子・第２子 10,000円、第３子 15,000円
　　　　　　　　　中学生 10,000円、特例給付(所得制限以上) 5,000円
　児童手当法の改正に伴い、令和４年６月分（10月支給分）より特例給付の対象者に所得上限が創設され、所
得上限額を超え、特例給付の対象外となった受給者は児童手当の受給資格が喪失となります。

1 子ども医療費助成事業
（こども家庭課）

　子どもの疾病又は負傷の治癒を促進し、健康増進を図るとともに、子育てにかかる保護者の経済的負担を軽減
するため、18歳（18歳に達した以後における最初の３月31日）までの児童を対象に、保険診療の一部負担金を
助成します。

1 子育て世帯等臨時特別支援事業
（こども家庭課）

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、令和３年度より児童手当所得制限限度額未満の子育
て世帯に対する、経済的支援を行うため対象者への速やかな給付に努めます。

1
子ども・子育て支援事業計画
の推進

（こども保育課）

　「第２期子ども・子育て支援事業計画」を確実に推進するため、庁内子ども・子育て支援事業計画検討会議や
子ども・子育て会議を活用して、適切に進行管理を行います。

1
教育・保育施設の利用者負担
額の減免

（こども保育課）

　保育所、幼稚園、認定こども園等の利用者負担額（保育料）について、感染症減免の他、市独自の多子軽減策
を継続し、引き続き、利用者負担の軽減を図ります。
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重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

２
子育て世代包括支援

センター事業
（健康増進課）

　主に妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・子育てに関する各種相談に応じ、支援プランの策定や、
保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整を行います。
　母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する
包括的な支援を行います。また、母子保健コーディネーター（助産師）を増員し、妊娠期から子育て期にわたる
切れ目のない支援を提供する体制強化に取り組むとともに、本センターの周知に努め、活用推進を図ります。

２ ５歳児発達相談事業
（健康増進課）

　軽度の発達障がいに焦点を当てた気づきの場及び支援へとつなげていくプロセスを構築し、子どもの行動特性
を把握し支援につなげます。また、子どもと保護者の困難感を軽減するとともに就学に向けての連携が図れる体
制を整備していきます。
　発達障がいの特性に気づくことができるセルフチェック表をもとに、保護者が発達状況を確認して、発達相談
を行い専門職の相談につなぎます。さらに適正就学に向けて、関係課と協議を行い継続支援につなげていきま
す。

２
安全な妊娠・出産への

支援事業
（健康増進課）

　妊娠届出時に母子健康手帳を交付するとともに、妊娠中や産後の身体変化等の正しい知識や各種相談窓口につ
いての情報提供行っています。また、医療機関との連携による妊娠・出産に不安がある妊婦等の早期把握と訪問
支援、出産後の母親の心身のケアや育児サポートを行う産後ケア事業の実施等、妊娠・出産期における支援の充
実に努めます。
　さらに、妊娠・出産に伴う異常の早期発見や治療につなげる妊産婦健康診査については、経済的な負担軽減を
図るとともに、妊娠20週前後に超音波検査及び産後２週間健診を追加し健診内容の拡充と医療機関等と連携し
た産後の支援に取組みます。

２ 育児支援事業
（健康増進課）

　保護者が、乳幼児の健康保持・増進に努めることができるよう、相談（乳幼児健康相談・健診事後相談）、訪
問（乳児家庭全戸訪問、未熟児訪問）、７か月児離乳食教室、
未熟児に対する養育医療の給付等を実施します。
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重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

３
子どものための教育・保育施

設への給付事業
（こども保育課）

　子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設等に対して公定価格により算出する給付費を支給するこ
とにより、施設運営の安定化や子育て家庭の保育ニーズに対応するための量の拡充及び質の向上を図ります。

３ 保育士確保支援事業
（こども保育課）

　一斉受付時の０歳児から２歳児の年度途中入所予約により、配置基準上必要となる保育士を事前に確保した施
設に対し、人件費の一部を補助することにより、保育人材の確保を図ります。

３ 保育士宿舎借り上げ支援事業
（こども保育課）

　事業者が保育士用の宿舎を借り上げる費用の一部を補助することにより、保育士が働きやすい環境を整備し、
就業継続及び離職防止を図ります。

３
乳幼児健康支援一時預かり事

業
（こども保育課）

　病気のため集団保育が困難な児童を一時預かりすることにより、保護者の育児と就労の良質を支援します。
　また、新たに施設を整備し、病児保育を実施しようとする事業者に対し、国の要綱に基づき、補助金を交付し
ます。

３ 児童健全育成事業
（こども保育課）

　昼間保護者のいない家庭の小学校児童（放課後児童）に適切な遊びや生活の場を確保し、その健全な育成と事
故防止、保護者の就労支援を図ります。
　こどもクラブの受入れ人数の拡大等により待機児童解消に努めるとともに、放課後児童支援員に対して県や市
主催の研修受講を推奨するなど、育成支援の専門性の向上に取り組みます。  

３ 児童館運営事業
（こども保育課）

　18歳未満のすべての子どもを対象とし、遊びや生活の場を確保し、それらの支援と地域における子育て支援
を行い、子どもの健全育成を図ります。
　児童館の環境整備と児童館事業のＰＲ、事業の質的向上に努めます。

４ 児童虐待防止対策事業
（こども家庭課）

　関係機関及び児童の福祉に関する職務に従事する者等によるネットワークを構築し、要保護児童、要支援児
童、特定妊婦等の早期発見、早期対応と適切な支援に努めます。また、医療的ケア児等への支援のあり方につい
て検討するとともに、ヤングケアラーについてはホームページや研修会等を通じて啓発に取り組みます。
　また、児童虐待の未然防止のための啓発活動や研修会を実施して関係機関等の専門性の向上に努めます。
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４ 子ども家庭総合支援拠点
（こども家庭課）

　子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談全般から通所・在宅支援を中心
としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務までを行う機能を担う
子ども家庭総合支援拠点の設置により、すべての児童の健全育成と、児童虐待の発生予防から自立支援までの対
策強化等を図ります。

４ 産後ヘルパー派遣事業
（こども家庭課）

　子育てに対して不安や孤立感を抱えている家庭に産後ヘルパーを派遣し、育児・家事援助を行うことによ
り、養育者の心身の健康の維持を図ります。
　そのために、利用につながるよう啓発に努め、子育て世代包括支援センター等と連携を図りながら、適切な
サービスにつながるよう取り組みます。

４ 家庭児童相談室運営事業
（こども家庭課）

　家庭相談員を２名配置し、電話や面接等により、児童の養育や家庭環境等、様々な相談に応じた助言や指導を
行います。

４ ひとり親家庭医療費助成事業
（こども家庭課）

　ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、健康と福祉の増進を図るため、18歳（18歳に達した以後におけ
る最初の３月31日）までの児童を養育しているひとり親家庭の親と児童及び父母のない児童を対象に、保険診
療の一部負担金を助成します。
　なお、1,000円以下の自己負担額の廃止及び窓口無料化を継続して実施します。

４
児童入所施設措置費
（母子生活支援施設）

（こども家庭課）

　養育不安や母の障がい・精神疾患等により在宅での生活に問題のある母子世帯を入所させ、自立支援を行いま
す。支援にあたっては、母子生活支援施設の運営等に必要となる費用を負担します。

５ 障がい児福祉計画の推進
（こども家庭課）

　「第２期障がい児福祉計画」に基づき、障がいのある子どもの健やかな育成のため、障がい児福祉サービス
等の提供基盤の整備を推進していきます。
　また、「第３期障がい児福祉計画（期間：令和６年度から令和８年度）」の策定に係るアンケート調査を実
施します。

５ 障がい児通所給付事業
（こども家庭課）

　障がいのある児童又は療育等の支援が必要な児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能
の付与、集団生活への適応訓練、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等の支援を行います。
（サービスの種類：①児童発達支援、②放課後等デイサービス、③保育所等訪問支援）
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５ 障がい児相談支援事業
（こども家庭課）

　障がい児通所支援利用者に対して、障がい児が適切なサービスを利用できるよう、サービス等の利用計画作
成、利用の調整、利用状況・生活状況のモニタリング等の支援を行います。

６
ファミリー・サポート
・センター事業
（こども家庭課）

　平成28年より、比較的所得の低い世帯や仕事と子育ての両立のためにひとり親世帯に対する利用費負担軽減
及び利用促進に取り組んでいます。
　令和３年度より利用費負担軽減の対象に障がい児、多胎児のいる世帯を加え、安心して子育てができる環境づ
くり事業を実施します。

６ 子ども未来基金事業
（こども家庭課）

　子どもが生まれ育った環境に左右されることなく、健やかに成長できる地域づくりを目指し、官民連携・協働
により、基金を原資に、子育て力向上に資する支援活動団体へ助成を行います。
　地域における子どもと子育てへの支援の充実を図るため、コロナ禍において、子どもが置かれている環境も変
化していることから、利用拡大に向けた事業のあり方についての検証に努めます。

６ 地域子育て支援拠点事業
（こども保育課）

　子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進し、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て
の不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちの促進に努めます。

７ あいづわくわく学園事業
（高齢福祉課）

　教養コース、実践コースの２課程（２年間）において座学、現地学習等を行います。
・定員　各課程 30名
・受講料　6,000円（人／年）

７ ゆめ寺子屋事業
（高齢福祉課）

　受講登録した高齢者を対象に、文化センターを拠点に月２回程度の講座を実施します。
・定　員　　200名
・受講料　2,000円（人／年）
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７
地域支援ネットワーク
ボランティア事業
（高齢福祉課）

　ボランティア協力員を募り、ゴミ出しや話し相手、イベント協力等、高齢者や障がい者、福祉施設等からの支
援依頼に対し、登録のボランティア協力員を紹介・派遣します。

７ 高齢者能力活用事業
（高齢福祉課）

　シルバー人材センターへの運営費の補助を通して、高齢者の就労促進及び就労機会を確保するとともに、高齢
者の健康の増進、生きがいづくりを支援します。

７ つながりづくりポイント事業
（高齢福祉課）

　地域活動の参加と高齢者の社会参加の促進、介護予防の推進を図ることを目的としたつながりづくりポイント
事業については令和３年度より事業を開始しました。
　市内在住の中学生以上が行うボランティア活動や、高齢者が行う介護予防等のための活動などの実績に基づき
ポイントを付与し、集めたポイント数に応じて、サービスや商品と交換できる券を交付します。

８ 余暇活動支援事業
（障がい者支援課）

　障がいのある人及び障がいのある子どもに対し、各種講習やイベント等を開催し、社会参加のきっかけや地域
住民との交流を促進するとともに、気軽に立ち寄って交流や活動ができる集いの場として「余暇活動支援セン
ターふらっと」を運営して活動等の推進を図ります。

８ 障がい者の雇用・就業の促進
（障がい者支援課）

　市の事務事業において、障がいのある人が従事可能な業務を抽出し、その業務について、障がいのある人に就
労体験し、就労意欲の向上及び一般就労の促進を図ります。
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９
第 2次健康わかまつ21

計画の推進
（健康増進課）

　｢第２次健康わかまつ21計画｣に基づき、｢健康寿命をのばす｣｢早世を減らす｣｢生活の質を維持向上する｣を基
本目標として、生活習慣病の発症や重症化予防に重点をおいた市民の健康づくりを推進します。
　平成29年度の中間評価を踏まえ、効果的な個別保健指導の継続とともに、市民が主体的に健康づくりに取り
組む動機付けとして、「會津ＬＥＡＤ」の情報発信に取組むとともに、30～50歳代の世代向けの取組も推進し
ます。
　さらに、次期計画策定に向けた準備・検討に取組みます。

９ 健康情報活用推進事業
（健康増進課）

　医療費の抑制、健康寿命の延伸に向け、市民が主体的に健康づくりに取り組めるよう、医師会、歯科医師会、
薬剤師会及び関係団体と連携し、正しい健康情報を提供して市民理解を深めるとともに、ＩＣＴを活用した健康
づくりの取組の支援を行います。

10 予防接種事業
（健康増進課）

　伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、法令に定められた予防接種を実施します。ま
た、任意接種で必要性が高いワクチンについては、市単独での助成を行います。
　令和 4年度は、ＨＰＶワクチン（子宮頸がん予防ワクチン）接種の勧奨再開等についての説明に努めるととも
に、引き続き期限延長となった風しんの追加的対策について推進します。

10
新型コロナウイルス
ワクチン接種事業
（健康増進課）

新型コロナウイルスワクチン接種について、引き続き、国方針に基づき、医師会等の関係機関との連携を密
にし、迅速かつ円滑に実施します。

10 感染症対策事業
（健康増進課）

　　新型コロナウイルス感染症対策については、引き続き、発熱外来の運営や医療従事者宿泊支援、感染対策物
品の確保、濃厚接触者・自宅療養者の生活支援、市民への情報発信・啓発等に取り組みます。

11 夜間急病センター運営事業
（健康増進課）

　夜間急病センターは、夜間時の初期急病患者の診療体制を確保するため、年中無休（完全予約制）で内科・小
児科系の診療を行います。
　また、夜間急病センターに機能追加した「発熱外来」についても、引き続き運営します。
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11 休日当番医制事業
（健康増進課）

　日曜、祝日の昼間における初期救急患者の医療体制を確保するため、地元医師会及び歯科医師会への委託によ
り、内科系・小児科・外科系・歯科の初期救急医療を行います。

11 救急医療病院輪番制運営事業
（健康増進課）

　日曜、祝日の日中及び夜間時に入院治療を必要とする重症救急患者の受け入れのため、通常の当直体制のほか
に対応できる医師等、医療従業者を確保し、輪番制により実施している病院群に対して支援します。

11 オンライン診療推進事業
（健康増進課）

　患者や医師等の負担軽減と、これに伴う治療継続による重症化予防、将来的な医師不足の緩和や地域医療サー
ビスの向上のため、医師会や地域医療支援病院等が行うＩＣＴを活用したオンライン診療の普及・推進に向けた
実証事業に対して支援します。

12
国民健康保険特別会計事業

（国保年金課）

　国民健康保険の保険者として、国民健康保険税をはじめとした収入の確保に努めながら、医療受診における安
心を提供するとともに、健康づくりを推進し、健全な国民健康保険事業の運営を図ります。
　また、中間見直しを行った第３期会津若松市国民健康保険事業運営健全化指針に基づき、国民健康保険税の適
正賦課や収納率向上、医療費適正化への取組を実施します。

12

特定健康診査未受診者対策事業
  （特定健康診査等事業費）

（国保年金課）

　国民健康保険の保険者として、生活習慣病の早期発見・早期治療を図るため、特定健診の受診率向上に向け取
り組みます。
　これまでの様々な広報や、過去の受診履歴に基づく特性別の個別受診勧奨に引き続き取り組むとともに、未受
診者に対するアンケート調査を実施し、未受診理由の把握・分析を検証します。

12
高齢者の保健事業と介護予防等

の一体的な実施事業
（国保年金課）

　高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、医療・健診・介護のデータ分析の結果
を活用し、高齢者の生活習慣病の重症化予防等の個別支援や、地区の通いの場におけるフレイル予防の普及啓発
活動、健康相談等をモデル地区を定めて一体的に実施します。

13 地域福祉計画推進事業
（地域福祉課）

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域社会の実現に向け、「第２期地域福祉計画」の取組と社会福祉
協議会との連携により地域福祉を推進します。
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13 地域福祉活動推進事業補助金
（地域福祉課）

　地域福祉活動基盤強化事業、老人福祉センター運営事業、ボランティアセンター事業、ふれあいのまちづくり
事業等を実施する社会福祉協議会に対する支援を通して地域福祉を推進します。

13 民生委員・児童委員活動事業
（地域福祉課）

　生活上の課題を抱える世帯からの相談等を受け、解決に向けた関係機関との連携など、民生委員・児童委員が
円滑な活動ができるよう支援します。

14
自立生活サポート事業

（地域福祉課）

　生活保護に至るおそれのある生活困窮者からの相談を踏まえ、就労支援をはじめ、昨年度から取組みを始めた
家計改善支援などの様々な支援を、包括的かつ継続的に行い自立促進を図ります。
　また、こどもの学習・生活支援(高校就学支援、学童生活支援)については、生活保護受給世帯を含む生活困窮
世帯を対象に支援を実施し、貧困の連鎖を防止するとともに、育成環境の改善に努めます。

14 ユースプレイス自立支援事業
（地域福祉課）

　ひきこもりについては、関係機関や専門機関との連携により、早期把握や適切な支援に向けて取り組みます。
その一環として、社会生活を円滑に営む上で困難を有する若者に対し「居場所」（ユースプレイス）を提供し、
各種プログラムへの参加により社会性や就労の意欲を高め社会的な自立を目指します。

14 セーフティネット事業
（地域福祉課）

　生活保護受給者の自立助長のため、就労支援相談員を配置し、個別具体的な支援を実施するとともに、診療報
酬明細書の点検などにより、医療扶助をはじめ生活保護の適正な運用及び債権管理に取り組みます。
　また、健康管理支援員を配置し、生活保護受給者の生活習慣病の発症予防及び重症化予防に取り組みます。

14
生活保護法に基づく
各種扶助費等
（地域福祉課）

 生活保護制度における各種扶助を適切に行うとともに、各世帯ごとに援助方針を定め、自立助長に向けた支援
に取り組みます。

14
住民税非課税世帯等臨時特別給

付金給付事業
（地域福祉課）

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方が、速やかに生活・暮らしの支援
を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付します。

14
住民税非課税世帯等暖房費助成

事業
（地域福祉課）

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、昨今の原油等のエネルギー価格の高騰を踏まえ、住民税非
課税世帯等に対して、冬期間の暖房費支援として1世帯あたり 5千円を助成します。
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重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

14
新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金給付事業

（地域福祉課）

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、一定
の要件を満たす生活困窮世帯に対し、世帯人数に応じて６万円から10万円を、最大３カ月（３回）給付しま
す。

15
地域包括支援センター事業
（介護保険特別会計）

（高齢福祉課）

　市内７ヵ所の地域包括支援センターに事業委託し、①介護予防ケアマネジメント、②総合相談、③高齢者虐
待防止等の権利擁護、④ケアマネジャー支援及び資質向上事業、⑤認知症支援及び医療介護連携推進のための
事業等を実施します。
○センターの機能及び体制の強化
・全センターに認知症地域支援推進員の配置　・全センターに事務員１名を配置

15
在宅医療・介護連携推進事業

（介護保険特別会計）
（高齢福祉課）

　会津若松医師会に委託し、在宅医療・介護連携支援センター事業を実施します。
○在宅医療・介護連携に関する相談や訪問診療等の調整支援
○医療及び介護関係者間の情報共有手法の構築及び関係者の専門性の向上
○周知啓発

15
生活支援体制整備事業
（介護保険特別会計）

（高齢福祉課）

　住民等が主体となった見守りや寄り添いのサービスの充実を図ります。
○生活支援コーディネーターの配置　
　区域内の生活支援や介護予防、支え合いの仕組みを構築する「生活支援コーディネーター」を、全市及び各
地区へ配置します。今年度より全市生活支援コーディネーターを１名増員します。
○地区協議体の設置
　区域内の生活支援や介護予防、支え合いの仕組みを協議する場として、関係者が一堂に会する「協議体」
を、全市及び各地区へ設置します。

16

高齢者福祉計画・
介護保険事業計画の推進
（介護保険特別会計）

（高齢福祉課）

　本市の高齢者福祉施策の根幹となる「高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」に基づき、介護サービス
の質と量の確保、健全な介護保険制度の運営、介護予防や相談体制の充実を重点的に進めます。
　また、計画の進行管理に努めながら、次期計画策定に向けた準備を進めます。

16
介護給付適正化事業
（介護保険特別会計）

（高齢福祉課）

　ケアプラン及び介護報酬請求に係る点検や介護サービス事業者への指導等を通して、介護給付の適正化を図
り、適切な介護サービスの提供を支援します。
　特に、本市で指定している指定居宅支援事業所や地域密着型サービス事業所等への指導に重点を置きます。

16
要介護認定調査事業
（介護保険特別会計）

（高齢福祉課）

　適正かつ円滑な認定調査実施体制を維持するため、要介護認定調査業務を担う指定市町村事務受託法人等に
対し認定調査業務の一部を委託するとともに、委託事業所と連携し、公平・公正で適正な認定調査を実施しま
す。
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重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

17

介護予防・生活支援
サービス事業

（介護保険特別会計）
（高齢福祉課）

　要支援者等の訪問・通所サービスを提供し、多様な主体による多様な介護予防サービスを提供します。
○訪問型（相当・緩和・短期集中）サービス
○通所型（相当・緩和）サービス

17

一般介護予防事業
（地域リハビリテーション

活動支援事業）
（介護保険特別会計）

（高齢福祉課）

　地域住民主体の自主的な活動の場に対し、リハビリテーション専門職が定期的に関わり、介護予防体操の実
施を支援します。
○地域サロンや老人クラブ等での取組

17
高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施事業
（高齢福祉課）

　高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、高齢者の保健事業と介護予防の地域
支援事業及び国民健康保険の保健事業を、健康増進課・高齢福祉課・国保年金課の３課が連携して一体的に実
施します。

18
認知症対策事業

（介護保険特別会計）
（高齢福祉課）

①市民等への周知・啓発
　認知症サポーター養成講座等開催
②支援体制の強化
　認知症地域支援推進員を地域包括支援センターに配置
③認知症高齢者の安全確保
　QRコードシールを希望者に配布
④医療・介護等の有機的な連携推進による早期受診・早期対応の取組
　認知症初期集中支援チーム実施

18
成年後見制度利用支援事業
（介護保険特別会計）

（高齢福祉課）

　判断能力が不十分で親族が不在あるいは親族の協力が得られない高齢者が成年後見制度を利用する場合、市
長が家庭裁判所に後見等開始の申し立てを行います。
　また、申し立て費用、後見人等への報酬を負担できない方には、費用を助成します。
　あわせて「成年後見制度利用促進基本計画」に基づき中核機関の整備を推進します。

18
福祉・医療・防災
地域連携強化事業
（高齢福祉課）

　福祉、医療情報等の避難行動要支援者データ管理を行うシステムを導入し、避難行動要支援者名簿の整備を
図り、地域において、住民と支援関係者との連携、及び情報共有を推進し、避難行動要支援者に対する支援体
制の強化に努めます。　

19 障がい者差別解消推進事業
（障がい者支援課）

　障害者差別解消法の周知・啓発に取り組むほか、障がい者差別解消支援地域協議会によよる地域での差別解
消の推進に努めます。
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方針
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主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

19 成年後見制度利用促進事業
（障がい者支援課）

　知的障がいや精神障がいにより、判断能力が不十分な人の権利を擁護するため、成年後見制度の利用を支援
します。
　また、「成年後見制度利用促進基本計画」にもとづき、中核機関を設置し、成年後見制度の利用促進をして
いきます。

19 コミュニケーション支援事業
（障がい者支援課）

　聴覚障がいや視覚障がいのある方を対象として、手話や点字による意思疎通支援のための各施策を実施しま
す。
　また、各講習会を開催して、手話及び点字の普及に努めます。　

20
障がい者計画・障がい福祉

計画の推進
（障がい者支援課）

　「障がい者計画・第６期障がい福祉計画」に基づき、障がいのある人の自立や社会参加支援等に関する施策
や障がい福祉サービス等の提供基盤の整備を推進します。
　また、次期計画策定に向け、障がいのある人や市民にアンケートを実施していきます。

20 障がい者相談支援体制の充実
（障がい者支援課）

　障がいのある人に対する各種相談（生活支援・ボランティア等）を一元化し、効率的な支援を行います。
　また、地域における相談窓口の更なる整備を進め、高齢者福祉等との連携を強化するとともに、相談支援専
門員の育成を通して相談支援体制の機能を強化していきます。

20 地域生活支援拠点等の整備
（障がい者支援課）

　 障がいのある人が安心して地域生活に必要なサービスを受けられるよう、緊急時の居室確保やグループホー
ムの体験利用による地域生活支援拠点等の整備に努めます。

20 障害者総合支援法に基づく
障がい福祉サービス等

　障がいのある人が可能な限りその身近な場所において、必要な日常生活及び社会生活を営むためのサービス
や補装具を提供するとともに、医療費助成を行います。
　サービスの種類：①介護給付、②訓練等給付、③相談支援、④補装具、⑤更生医療

21 飲料水対策事業
（健康増進課）

　飲料水の確保が困難な地区への安定的な飲料水供給のため、定期的な給水を実施します。また、水道が未普
及で給水が不安定な集落や、給水施設が老朽化し改修の必要な地区の安心かつ安全な飲料水の確保のために、
地区が行う水源の確保や給水施設等の整備に対して支援を行います。

21
簡易水道事業

（地方公営企業会計）
（健康増進課）

　市営簡易水道事業について、地方公営企業法の財務規定等適用のもと、公営企業会計による経営基盤の強化
や財政マネジメントの向上に努めながら、施設の適切な維持管理を行うとともに、将来的にも持続可能な、地
域住民への安全かつ安心な飲料水の安定供給を図ります。
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令和４年度　観光商工部　行政運営方針

Ⅰ　観光商工部　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１ 12　中小企業 １　地場産業の振興

２ 12　中小企業 ２　経済循環の推進

３ 12　中小企業 ３　経営基盤の強化

４ 13　企業立地・産業創出 １　企業誘致の推進と企業間連携の強化

５ 13　企業立地・産業創出 ２　成長産業の集積

６ 13　企業立地・産業創出 ３　起業支援・新産業創出

７ 14　雇用・労働環境 １　雇用環境の充実

８ 14　雇用・労働環境 ２　勤労福祉の充実

９ 15　観光 １　地域資源を活用した観光振興

10 15　観光 ２　誘客宣伝の推進と受入体制の整備

11 15　観光 ３　広域観光・インバウンドの推進

12 16　中心市街地・商業地域 １　商店街機能の維持・強化

13 16　中心市街地・商業地域 ２　中心市街地の魅力向上

【令和４年度　様式】
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野12 中小企業 施策１ 地場産業の推進

重点方針
－施策の方向性－

　技術後継者の育成や商品開発・販路開拓等の支援、ＰＲ推進により、漆器や清酒をはじめとした地場産業の振興を図りま
す。

【重点的取組】
①　技術後継者の育成支援
　　会津漆器技術後継者訓練校の運営や会津酒造技術後継者育成協議会へ
の支援を通して、地場産業の将来を担う後継者の育成を図ります。

②　商品開発や販路開拓の支援
　　会津漆器については、国内最大規模の展示会への出展や、さまざまな
販売チャネルを意識したマーケティングセミナーの開催を通じて、商品
開発や販路開拓を支援します。
　　会津清酒については、全国新酒鑑評会等における評価を広く周知・Ｐ
Ｒするとともに、さらなる酒質向上や、地域内におけるイベント開催等
による理解促進及び消費拡大に向けた取組を支援します。

③　地場産業のＰＲ推進
　　地場産品については、首都圏企業などとの連携や「伝統工芸・特産品
ＰＲプロジェクト事業」などによる地域外への情報発信と、「会津ブラ
ンドものづくりフェア」などによる地域住民や観光客への理解促進を図
ります。

④　新型コロナウイルス経済対策
　　新型コロナウイルス感染拡大の影響により収益が減少している市内の
主に夜間営業の飲食店、酒造業界等の活性化を図るため、関係団体が連
携して実施する飲食店等の利用促進事業を支援します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　会津漆器技術後継者訓練校運営補助金（商工課）
②　会津酒造技術後継者育成事業（商工課）
③　会津漆器販路拡大推進事業（商工課）
④　会津清酒消費拡大推進事業（商工課）
⑤　会津ブランドものづくりフェア（商工課）
⑥　伝統工芸・特産品ＰＲプロジェクト（商工課）
⑦　呑んで運試し！会津ＳＡＫＥガチャプロジェクト事業補助金
　　（商工課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　会津漆器協同組合や会津若松酒造協同組合との連携により、地域内外
への地場産品の販路開拓、販売促進を図ります。　

②　会津ブランドものづくりフェアの実施にあたっては、「あいづまちな
かアートプロジェクト（文化課）との連携を図ります。
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重
点
方
針
№
２

政策分野12 中小企業 施策２ 経済循環の推進

重点方針
－施策の方向性－

　異業種間連携・産学官連携を推進して地域内経済の活性化を図っていきます。さらに、会津ブランドを活かした商品の差
別化や、大手流通業者等との連携による地域外流通の拡大等により地域経済の活性化を図ります。

【重点的取組】
①　異業種及び産学官の連携
　　会津地域経済循環推進協議会の活動を通して、会津地域の農業や食に
携わる事業者及び首都圏企業等とのマッチング機会の創出を図ります。

②　会津ブランドの推進
　　首都圏企業とタイアップした風評の払拭と併せて、伝統工芸品や先端
技術を会津ブランドとして差別化を図りながら、地域経済の循環を推進
します。

③　流通業者との連携による地域外流通の拡大
　　大手流通企業と連携し、海外市場も視野に入れながら、マーケティン
グや生産管理システムのノウハウを学ぶ機会を設け、地場産品等の販売
促進と恒常的な取引の拡大を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　会津地域経済循環推進協議会負担金（商工課）
②　会津ブランド推進事業（商工課）
③　風評対策キャラバン隊活動事業（商工課）
④　桜咲く会津プロジェクト推進事業（商工課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　会津ブランドの推進や大手流通企業等との連携にあたっては、農政部
局とも情報を共有しながら地域内の経済の好循環化を図ります。
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重
点
方
針
№
３

政策分野12 中小企業 施策３ 経営基盤の強化

重点方針
－施策の方向性－

　関係機関・団体と連携して相談業務の充実を図るほか、各種支援制度や融資制度により、企業における経営基盤強化を図
り、競争力のある企業を育成します。

【重点的取組】
①　商工業団体との連携による支援充実
　複雑化・多様化する中小企業の経営課題への対応を図るため、商工団
体と連携して、相談・支援体制の充実を図ります。

②　各種支援制度、融資制度、相談体制の充実
　市融資制度及び信用保証料補助制度を効果的に運用し、中小企業及び
新規創業者における資金調達の円滑化を図ります。
　また、新たな分野にチャレンジする中小企業・小規模事業者への補助
制度を創設し、その取組を支援します。
　さらには、中小企業及び小規模企業振興条例を踏まえ、商工団体、金
融機関、中小企業者による協議の場を設け、中小・小規模事業者が抱え
る課題や、振興に向けた提案について共有・検討し、連携・協働の取組
を促進します。

③　経営品質向上の取組
　地元企業に対し、顧客視点に立った経営体質の強化を図る「経営品
質」の取組の普及・啓発を進めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　会津若松商工会議所補助金（商工課）
②　会津若松市中小企業相談所補助金（商工課）
③　中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金（商工課）
④　チャレンジ企業応援補助金（商工課）
⑤　会津若松経営品質協議会負担金（商工課）
⑥　中小企業・小規模企業未来会議の開催（商工課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　関係団体との連携により、相談業務の充実を図るとともに、各種支援
制度の効果的な運用を図ります。
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重
点
方
針
№
４

政策分野13 企業立地・産業創出 施策１
企業誘致の推進と企業間連携の強化

重点方針
－施策の方向性－

　工業用地の整備・供給などにより企業誘致を推進することに加え、企業間の連携を推進するなど、既存企業を支援するこ
とで、雇用の拡大と定住人口の増加、市民所得の向上を図ります。

【重点的取組】
①　企業誘致活動の推進
　　雇用の創出による地域経済の活性化に向け、国・県・市の企業立地に
係る優遇制度を活用しながら企業誘致に取り組むとともに、市内既存企
業の安定操業や事業拡大に向けた支援に努めていきます。

  　また、企業の新規誘致に即応できるよう、工業振興計画で位置付けた
新たな工業団地の整備に向け検討してまいります。

②　企業間連携の支援
　　「会津産業ネットワークフォーラム（ＡＮＦ）」を中心とした会津地
域ものづくり企業間の連携や産業人材の育成、展示会への共同出展、Ｉ
ＣＴ関連企業との連携による生産性向上に係る取組など、既存企業の経
営基盤の強化を支援し、地域の産業振興に努めます。
　　

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　企業誘致促進事業（企業立地課）
②　ものづくり企業連携促進事業（企業立地課）
③（仮称）新工業団地整備の検討（企業立地課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　企業からの相談にあたっては、ワンストップ窓口により対応していき
ます。

②　会津地域内の企業間連携の強化は、関係自治体と一体となった官民連
携で取り組んでいきます。
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重
点
方
針
№
５

政策分野13 企業立地・産業創出 施策２ 成長産業の集積

重点方針
－施策の方向性－

　アナリティクス産業やＩＣＴ関連産業の更なる集積や、医療とものづくり企業との医工連携の取組を進め、そこから生ま
れる技術革新や高付加価値化などにより、新たな産業基盤の構築と雇用の創出を図ります。

【重点的取組】
①　ＩＣＴ関連産業の集積
　　ＩＣＴ関連企業の集積による新たな人の流れと雇用の創出、若者の地
元定着促進による地域活力の向上を図るため、スマートシティＡｉＣＴ
や行仁町（第１、第２）サテライトオフィス、市内民間オフィスなどを
活用した、ＩＣＴ関連企業の誘致と集積に努めます。
　　また、誘致企業の地元定着や新規雇用に係る支援を行うとともに、誘
致企業と地元企業、関係団体等との連携による様々な地域課題解決に向
けた技術革新の拠点化への取り組みを支援していきます。

②　医工連携による医療福祉関連産業の集積
　　市内企業の医療福祉関連分野への新規参入促進や既存企業の事業拡大
に向けた各種セミナーや展示会への出展支援のほか、企業訪問により新
規参入や事業拡大に係る情報収集や企業が求める支援策の掘り起こしを
行い、県等の取り組みと連携を図りながら事業を推進します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　ＩＣＴ産業集積促進事業（企業立地課）
②　医工連携推進事業（企業立地課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　民間事業者（ＡｉＹＵＭＵ）と連携してＩＣＴ関連企業の誘致促進に
取組むとともに、誘致企業と地元企業の連携による取り組みを支援して
いきます。

②　医工連携推進については、会津若松商工会議所をはじめ、県立医科大
会津医療センター、ふくしま医療機器産業推進機構、地域内企業等と連
携した取組を継続していきます。
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重
点
方
針
№
６

政策分野13 企業立地・産業創出 施策３ 起業支援・新産業創出

重点方針
－施策の方向性－

　起業支援により、社会の変化に合わせた産業構造への転換と、新規雇用の創出に取り組みます。特に、会津大学等との連
携によるベンチャーの育成や成長支援により、イノベーションを促進し新産業の創出を図ります。

【重点的取組】
①　ベンチャーの成長支援
　　市内ベンチャー企業の持続的な発展を図るため、人材育成、技術力・
商品力の強化や販路拡大に向けた活動を支援します。
　　また、ＩＣＴオフィス（ＡｉＣＴ）の入居企業との連携を図り、市内
ベンチャー企業のマッチングを支援します。

②　新規創業に関する支援　
　　産学官の連携による、ＩＴ技術の認定や、創業支援等事業計画による
支援機関と連携し、各種相談体制を充実させます。また、起業の際の資
金繰りを支援することで創業しやすい環境整備に取り組みます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　会津産ＩＴ技術認定事業（商工課）
②　ＩＴベンチャー販路拡大展示会出展補助金（商工課）　
③　創業支援信用保証料補助金（商工課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　関係部局との情報共有・連携により、多様な産業分野とＩＴ技術の融
合を促進します。
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重
点
方
針
№
７

政策分野14 雇用・労働環境 施策１ 雇用環境の充実

重点方針
－施策の方向性－

　就職面接会の開催や個別相談等を通じて、求職・求人のマッチングと多様な求職者への能力開発を支援します。また、就
業意識の高揚を図り、労働者がやりがいや豊かさを実感できる社会の実現に向け、ワーク・ライフ・バランスを推進してい
きます。

【重点的取組】
①　求職と求人のマッチング支援　
　　合同就職面接会「就職フェア inあいづ」を継続的に開催し、雇用の
マッチングを支援していきます。

②　雇用環境の改善
　　関係団体への雇用拡大要請を通じて雇用環境の改善を促します。

③　能力開発支援による次世代を担う産業人材の育成　
　　国・県の職業能力開発支援制度を周知するほか、技術の習得を促し、
就業、職種転換を支援します。さらに、技能者の地位及び技能水準の向
上に資するため技能功労表彰制度を設け、卓越した技能者を表彰しま
す。

④　多様な働き方への支援
　　福島労働局との協定に基づき、事業者向けのセミナー等を開催し、誰
もが働きやすい職場環境づくりを支援します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　就職フェア inあいづ実行委員会負担金（商工課）
②　技能功労者表彰制度（商工課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　健康福祉部との連携により、高齢者や障がい者の雇用促進に取り組み
ます。

②　男女共同参画推進、子育て、介護を担当する部局との情報共有・連携
により、女性の雇用促進やポジティブアクションの推進に取り組みま
す。

③少年・少女発明クラブの開催や、会津若松商工会議所との連携による、
ジュニアエコノミーカレッジの開催などを通して、学生時代からものづ
くりに対する意識醸成を図り、次世代の産業人材の育成を支援します。

105



重
点
方
針
№
８

政策分野14 雇用・労働環境 施策２ 勤労福祉の充実

重点方針
－施策の方向性－

　安定的な労働環境を維持するため、一般財団法人会津若松市勤労者福祉サービスセンター「あしすと」と連携して、中小
企業勤労者への福利厚生施策を充実します。また、勤労青少年ホームを核として、勤労者の交流や福祉の向上を図ります。

【重点的取組】
①　「あしすと」への支援と加入促進による勤労福祉の向上
　　（一財）市勤労者福祉サービスセンター「あしすと」と連携して、中
小企業勤労者への福利厚生施策を充実します。

②　勤労青少年活動の活性化　
　　勤労青少年ホームの運営を通して、働く若者の余暇活動の充実や交流
の機会の提供、福祉の向上を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　市勤労者福祉サービスセンター補助金（商工課）
②　勤労青少年ホーム管理運営費（商工課）　

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　「あしすと」と連携して、中小企業勤労者の福祉の充実を図ります。
②　勤労青少年ホームは、文化センター、老人福祉センターとの複合施設
であり、各担当部局と連携して適切な維持管理を図ります。
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重
点
方
針
№
９

政策分野15 観光 施策１ 地域資源を活用した観光振興　

重点方針
－施策の方向性－

  鶴ヶ城、飯盛山をはじめとした史跡名勝などの歴史的・文化的資源や猪苗代湖に代表される自然資源、さらには温泉地や
まちなか観光などの様々な地域資源を活用しながら、「会津まつり」に代表されるまつりやイベントなど、あらゆる機会を
捉えて観光を振興し、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光産業の回復に努めるとともに、地域の活性化
に結び付けていきます。

【重点的取組】
①　歴史的・文化的な資源・資産の活用
　　鶴ヶ城をはじめとした各種歴史資源の保全・保存と磨き上げに努める
とともに、天守閣の長寿命化などにも取り組みながら、歴史的・文化的
な資源の有効活用と情報発信に努め、観光誘客を図ります。
　　特に、史跡若松城跡全体を活用し、年間を通した切れ目ない誘客事業
に取り組むとともに、歴史的・文化的資源を活用した本地域ならではの
体験や多様な楽しみ方など、新たな観光コンテンツの創出やテーマ性の
ある着地型商品の造成・販売に取り組むことなどにより、新型コロナウ
イルス感染症の影響により落ち込んだ観光産業の回復に努めます。

②　温泉地域の活性化
　　東山・芦ノ牧両温泉観光協会の取組を支援するとともに、将来的な温
泉街のあり方等について策定した景観創造ビジョンの実現に向けたアク
ションプランの作成など両温泉街の景観改善に向けた取組を支援し、賑
わいの創出を図ります。また、多様化する観光ニーズ等に対応する新た
な魅力創出に向け、温泉を基点として地域の食や文化などを連携させた
ウォーキングイベントを開催し、一層の誘客を図ります。

③　賑わいの創出
　　会津まつり協会や会津若松観光ビューロー等の関係団体と連携協力し
ながら、70回目となる「会津まつり」や「会津絵ろうそくまつり」な
どの各種イベントの開催を支援し、通年での賑わいの創出を図ります。
また、まちなかの観光資源に、最新のデジタル技術を活用し付加価値を
高め、年間を通してまちなかに誘導していく取組を実施することなどに
より、まちなかの賑わいの創出を図るとともに、観光需要の平準化につ
なげていきます。

主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　若松城天守閣長寿命化工事（観光課）
②　若松城天守閣展示リニューアル（観光課）
③　2022鶴ヶ城誘客促進事業（観光課）
④　温泉地域活性化推進事業（観光課）
⑤　会津まつり協会負担金（観光課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光産業の回復に
向け、地域の観光関連団体や事業者、県立博物館等との連携を図りなが
ら、史跡若松城跡全体を活用した誘客事業を推進します。 

②　温泉街の活性化に向け、地域の関係者で構成する両温泉観光協会等と
連携しながら各種事業を推進します。

③　まつりやイベント等の開催にあたっては、会津まつり協会及び会津若
松観光ビューローを中心としながら関係団体等と連携し、まつり等の充
実に取り組みます。
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重
点
方
針
№
10

政策分野15 観光 施策２ 誘客宣伝の推進と受入体制の整備　

重点方針
－施策の方向性－

  新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光産業の回復に向け、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）である会津若
松観光ビューローと連携しながら、様々な媒体を活用した観光情報の発信をはじめ、JR南東北重点販売事業を活用したプロ
モーションの実施やフィルムコミッションの推進による本市知名度の向上など、効果的な誘客宣伝を推進します。
　また、教育旅行やワ―ケーションなどの各種施策の展開、さらには、観光案内機能等の充実を図りながら、地域全体でお
もてなしの向上を図るために市民参加、市民意識の高揚に努め、受入環境の強化に取り組みます。

【重点的取組】
①　観光情報発信と誘客活動の推進
　　観光消費額の増加や観光需要の平準化を図るため、ＤＭＯである会津
若松観光ビューローと連携しながら、各種情報の収集・分析により、個
人旅行の増加や新たな観光ニーズの多様化、観光情報の収集手法の変化
などに合わせた戦略的な情報発信と誘客活動を推進します。
　
②　教育旅行誘致の推進
　　教育旅行は、将来のリピーター創出の機会となるとともに、平日の観
光需要となることから、引き続き、本市の正確な情報発信と受入体制の
強化に加え、SDGsに取り組む事業者や農産物等の地域資源を活かした
本市ならではの新たなコンテンツの創出等に取り組みます。また、北関
東を中心に増加した来訪校が継続的に本市を訪れるようキャラバン活動
を強化し、積極的な誘致活動を推進します。

③　ワ―ケーションの推進
　　新しい働き方である「ワ―ケーション」の需要が高まっており、平日
の新たな観光需要として見込まれることから、企業や働き手のニーズを
的確に捉え、本市の豊富な観光資源を組み合わせながら、本市ならでは
の受入体制を整備するなど、新たな市場の獲得を目指します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　会津若松観光ビューロー補助金（観光課）
②　会津若松観光ビューロー特別補助金（観光課）
③　教育旅行誘致対策事業（観光課）
④　ワ―ケーション推進事業（観光課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　会津若松観光ビューローや会津まつり協会、会津若松商工会議所など
関係団体との連携体制を強化し、情報共有と相互連携による効果的な情
報発信と受入体制の整備を図ります。

②　教育旅行においては、会津若松観光ビューロー教育旅行委員会を中心
として関係団体との連携協力を図り、積極的な誘致活動と受入体制の充
実・強化に努めます。

③　ワ―ケーションの推進については、会津若松観光ビューローや会津若
松商工会議所をはじめ、市内の観光関連事業者等と連携し、ワ―ケー
ションによる新たな観光需要に対応した受入体制の整備を推進します。
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重
点
方
針
№
11

政策分野15 観光 施策３ 広域観光・インバウンドの推進　

重点方針
－施策の方向性－

  会津17市町村が一体となって、「極上の会津」を主要テーマとした広域観光を推進し、滞在型の観光誘客を図ることで、
観光産業の回復に努めます。
　また、新型コロナウィルスの感染状況を見極めながら、外国人の誘客を推進するため、海外向け観光プロモーションの展
開や、ＩＣＴを活用した情報発信、多言語表記等により外国人受入体制の充実を図ります。

重点的取組】
①　広域観光の推進
　　コロナ禍を経て変化した旅行スタイルにおいても、成長率の高い女性
層をターゲットとし、JR東日本の南東北重点販売事業や JR只見線の全
線復旧を契機に、効果的な情報発信や観光資源の組み合わせによる新た
な観光コンテンツの創出を図ります。
　　また、日本遺産を活かした周遊性の高い事業に取り組むことで、滞在
型観光の促進を図ります。
　　さらに、日光市や新潟市、佐渡市などの隣県自治体や交通事業者等と
連携し、新たな市場開拓に向けた相互誘客に取り組みます。

②　インバウンドの推進
　　新型コロナウイルスによる入国制限の解除後、速やかに外国人観光客
の誘客を推進するため、各国の感染状況等を見極めながら、ターゲット
国（台湾・タイ・欧米豪）ごとに、プロモーション事業やレップ業務を
継続して実施するとともに、各国の嗜好性に応じたコンテンツ等の効果
的な情報発信、さらには、会津地域や新潟県等と連携し、外国人の関心
が高い観光資源の磨き上げを図るなど、戦略的なインバウンドの推進に
取り組みます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　極上の会津プロジェクト協議会負担金（観光課）　
②　都市間連携推進事業（観光課）
③　国際観光推進事業（観光課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　極上の会津プロジェクト協議会を中心として、会津17市町村や関係
団体と連携した広域観光の推進に取り組みます。

②　インバウンドの推進については、ターゲット国ごとの感染状況や旅行
意欲の高まり、訪日の可能性など分析し誘客戦略を立てながら、会津若
松観光ビューローや会津若松市国際交流協会など関係団体との連携を図
り、情報共有と相互連携による効果的な情報発信と受入体制の整備、さ
らにはテーマ性のある旅行商品の造成・販売を推進します。
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重
点
方
針
№
12

政策分野16 中心市街地・商業地域 施策１
商店街機能の維持・強化

重点方針
－施策の方向性－

　商店街による買い物機能やコミュニティ機能の維持・強化を支援し、効果的な情報発信を行い、官民一体で魅力あふれる
商店街づくりを進めます。

【重点的取組】
①　商店街等による個店の魅力向上と人材育成、環境整備などへの支援
　　商店街等が行う施設設置及び維持管理事業、イベント事業、人材育成
事業、空き店舗対策事業、新製品の開発等に挑戦する事業を支援し、商
店街等の魅力向上に取り組みます。
　　
②　空き店舗、空きスペースなどの活用支援と情報の一元化
　　歴史的建造物や遊休不動産（空き店舗等）の情報収集と発信、効果的
な活用方法と対策について、会津若松商工会議所や株式会社まちづくり
会津、商店街等と連携して取り組みます。

③　新型コロナウイルス経済対策
　　新型コロナウイルス感染症の影響により低迷している市内経済の回復
を目的に、プレミアム商品券事業を実施する会津若松商工会議所に対す
る支援などにより、 事業者への支援と市民の消費喚起を図ります。

主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　中小企業及び小規模企業振興補助金（商工課）
②　プレミアム商品券事業補助金（商工課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　建設部をはじめ関係部局との連携により、商店街や民間事業者等が行
う環境整備やイベント等に対する支援を行います。

②　歴史的建造物や遊休不動産（空き店舗等）の活用等について、建設部
及び市民部との連携のほか、会津若松商工会議所及び株式会社まちづく
り会津、商店街等と連携して取り組みます。
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重
点
方
針
№
13

政策分野16 中心市街地・商業地域 施策２ 中心市街地の魅力向上

重点方針
－施策の方向性－

　中心市街地活性化基本計画（計画期間：平成27年７月から令和５年３月まで）に基づき、中心市街地活性化協議会と連携
しながら、民間活力の活用や市民との協働により快適で利便性の高い、魅力あふれるまちづくりを推進します。

【重点的取組】
①　中心市街地活性化協議会等と連携した中心市街地活性化事業の推進
　　中心市街地活性化基本計画に位置付けられた事業等を官民連携により
推進するとともに、立地適正化計画と整合を図りながら、次期中心市街
地活性化基本計画の策定に向けて取り組みます。　

②　協働による地域個性を活かしたまちづくり
　　地域住民や商店街、まちづくり団体等の多様な主体の参画により実施
してきたこれまでの取組（通りの板塀化、植樹、案内板の設置など）を
活かし、賑わいや交流人口の増加を仕掛ける人材の発掘や情報発信、定
期的なイベントの開催など、地域の個性を活かした魅力的で賑わいのあ
るまちづくりを推進します。
　　また、次期中心市街地活性化基本計画の策定に当たり抽出された課題
に対する取組について検討を行います。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　中心市街地活性化事業（商工課）
②　まちなか賑わいづくりプロジェクト事業（商工課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　中心市街地の活性化については、都市機能の集積、道路や公共交通網
等の整備など、都市基盤全般に関わることから、建設部、企画政策部と
情報共有を図りながら連携して事業を推進します。

②　地域の個性を活かした取組については、景観整備やまちなか観光の視
点が重要となることから、建設部と連携して効果的な事業実施を図りま
す。　

111



令 和 ４ 年 度 重 点 方 針 に 基 づ く 取 組 の 概 念 図（観光商工部）

地域経済の活性化

交流人口の拡大

雇用・労働環境の整備

観光誘客の推進

広域観光の推進

インバウンドの推進

観光地としての魅力向上

観光客受入体制の整備

【関係機関】・会津若松観光ﾋﾞｭｰﾛｰ
　　　 ・会津まつり協会
　　　 ・東山温泉観光協会
　　　 ・芦ノ牧温泉観光協会

商店街の支援

中心市街地の魅力向上

【関係機関】・まちづくり会津

公共交通施策との連携

ＩＣＴ関連産業・医療福祉関連産業の集積 

経営基盤の強化

企業誘致の推進

企業間連携の強化起業支援

【関係機関】・会津若松商工会議所
　　　 ・あいづ商工会
　　　 ・会津産業ﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫｰﾗﾑ
　　　 ・会津大学　　　　

地場産業の支援

外貨獲得・販路拡大

雇用の確保・拡大 福利厚生の充実

【関係機関】・会津若松市勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
　　　 ・会津若松公共職業安定所

子育て施策との連携

商工業の振興

観光の振興
中心市街地の活性化

雇用環境の充実

景観施策との連携

移住施策との連携

農業施策との連携

歴史文化施策との連携

男女共同参画施策
との連携
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重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

１
会津漆器技術後継者訓練校運
営補助金
（商工課）

　会津漆器の技術後継者を育成するため、技術訓練を行う会津漆器技術後継者訓練校に対し、運営補助金を交
付し、支援する。

会津酒造技術後継者育成事業
（商工課）

　会津酒造技術後継者を育成するため、講習会や各種セミナーの開催等の事業を行う、会津酒造技術後継者育
成協議会に対し、負担金を支出し、支援する。

会津漆器販路拡大事業
（商工課）

　一般消費者を対象とした国内最大規模の展示会において、来場者の声やセミナー等での学びを生かした新し
い商品を会津漆器の魅力として発信することで、会津漆器産地の振興と販路開拓を行う。

会津清酒消費拡大推進事業
（商工課）

　会津清酒の消費拡大に向け、地元住民への理解促進や様々なシチュエーションで会津清酒を楽しんでいただ
く機会づくりに取り組む会津清酒消費拡大推進協議会に対し、負担金を支出し、支援する。

会津ブランドものづくりフェア
（商工課）

　「会津ブランドものづくりフェア」を開催し、会津地域のものづくりに関する企画展示や各種体験等を実施
することにより、地域内に広く情報発信を行うとともに、ものづくり産業の振興・人材育成・活性化を図る。

伝統工芸・特産品ＰＲプロジェ
クト事業
（商工課）

　大消費地である首都圏で会津地域の伝統工芸品や地場産品に触れる機会を提供しＰＲを図ることにより、伝
統工芸品や地場産品の新たな需要喚起と会津地域への交流人口増加を推進し、伝統工芸と地場産業振興に寄与
する。

呑んで運試し！会津ＳＡＫＥガ
チャプロジェクト事業補助金
（商工課）

長引く新型コロナウイルス感染拡大の影響により収益が減少している市内の主に夜間営業の飲食店、酒造業界
等の活性化を図るため、関係団体が連携して実施する消費喚起事業を支援する。

２
会津地域経済循環推進協議会
負担金
（商工課）

　地域内経済循環が確立されやすい「農業と食」に関する分野をモデルケースとして、地域内経済の好循環化
と地域外への販売促進を目指し、地域内外の企業マッチングや人材育成に取り組む、会津17市町村で組織する
会津地域経済循環推進協議会に対し、負担金を支出し、支援する。
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会津ブランド推進事業
（商工課）

　伝統工芸品や先端技術など様々な産業界の生産品を会津ブランドとして差別化を図りながら、会津地域産品
のブランディングを図る。
　また、会津若松商工会議所が事務局を担う「会津ブランド推進委員会」の一員として、会津の素材や技術等
を活かした地域産品を会津ブランドに認定し、広く周知活動を行う。

風評対策キャラバン隊活動事
業
（商工課）

　東日本大震災、原子力発電所の事故後の風評払拭に対応するため、風評対策キャラバン隊を結成し、首都圏
を中心とした様々な場所で、地場産品や観光ＰＲを展開する。
　産業振興部署間の連携を図りながら、事業実施後においても継続した販売促進が行える等の視点を中心に事
業を企画・実施していく。

桜咲く会津プロジェクト推進
事業（商工課）

　地域経済の活力再生に資するため、地域内経済循環の推進とブランド力の向上を図ることを目的として流通
大手のイオン㈱と締結した「地域貢献協定」を活かし、地域課題の解決に向けた様々な事業を持続的に展開す
る。

３ 会津若松商工会議所補助金
（商工課）

　商工会議所が実施する地域開発や中小企業・小規模企業の活性化、観光事業など地域経済全般の振興に資す
る総合的な活動を支援する。　

会津若松市中小企業相談所補
助金
（商工課）

　中小企業相談所がその機能を活用して行う、企業の実態に即したきめ細かい経営、金融、労務、税務等の指
導や企業の戦略策定等に向けた高度かつ専門的な相談、さらには経営革新、再生支援、各種助成金・制度資金
等の支援メニューの普及啓蒙などの各種事業を支援する。

中小企業未来資金保証融資制
度信用保証料補助金
（商工課）

　中小企業未来資金保証融資制度を利用した市内中小企業に対して融資にかかる信用保証料の補助を行い、返
済にかかる負担軽減を図るとともに、企業の経営安定化を図る。

チャレンジ企業応援補助金
（商工課）

　地域資源を生かした新商品や、地域特性・地域課題を捉えた新サービス、特殊な技術を生かした新製品開発
等に取り組む中小企業者・小規模事業者に対し、補助金を交付し、地域経済の活性化につなげていく。 

４ 企業誘致促進事業
（企業立地課）

　企業の訪問活動や優遇制度等の活用により、新規立地企業の誘致促進と既存企業の支援を図り、雇用の場の
拡大に努める。

ものづくり企業連携促進事業
（企業立地課）

　「会津産業ネットワークフォーラム（ＡＮＦ）」を中心とした会津地域ものづくり企業間の連携や産業人材
の育成、展示会への共同出展、ＩＣＴ関連企業との連携による生産性向上に係る取組など、既存企業の経営基
盤の強化を支援し、地域の産業振興に努める。

(仮称)新工業団地整備の検討
（企業立地課）

　企業の新規立地に即応できる体制を整えるため、企業誘致の受け皿となる新たな工業団地の整備について検
討を行う。
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５ ＩＣＴ産業集積促進事業
（企業立地課）

　ＩＣＴ関連企業の集積による新たな人の流れと雇用の創出、若者の地元定着促進による地域活力の向上を図
るため、スマートシティＡｉＣＴや行仁町（第１、第２）サテライトオフィス、市内民間オフィスなどを活用
した、ＩＣＴ関連企業の誘致と集積に努める。
　また、誘致企業の地元定着や新規雇用に係る支援を行うとともに、誘致企業と地元企業、関係団体等との連
携による様々な地域課題解決に向けた技術革新の拠点化への取り組みを支援していく。

医工連携推進事業
（企業立地課）

　会津若松商工会議所と連携しながら、関係団体や地域企業による医工連携ネットワークを形成し、医療福祉
分野への参入や新事業の創出等を促進することにより、地域の経済活性化を図るとともに、企業訪問等により
新規参入や事業拡大に係る情報収集と企業が求める支援策の掘り起こしを行い、県等の取り組みと連携を図り
ながら事業を推進する。

６ 会津産ＩＴ技術認定事業
（商工課）

　市内ＩＴベンチャー企業や創業希望者等から様々なＩＴを活用した技術・サービスを募集し、優秀な案件は
「会津産ＩＴ技術」として認定し、称号を授与する。

ＩＴベンチャー販路拡大展示
会出展補助金
（商工課）

　会津産ＩＴ技術として認定された商品・サービス等をもって国内外の展示会等に出展・参加し、販路拡大や
業務拡張を目指す企業に対して、展示会等の出展・参加にかかる経費の一部を補助する。

創業支援信用保証料補助金
（商工課）

　福島県起業家支援保証制度利用者に対し、信用保証料の一部を補助し、新たに事業を営む者の負担軽減と経
営安定化を図る。

７
就職フェア inあいづ実行委員
会負担金
（商工課）

　会津地域の行政機関、商工団体による実行委員会を組織し、地域企業とＵ IＪターンを含めた就職希望者を対
象とした合同面接会を開催し、地域内の雇用拡大と安定を図る。

技能功労者表彰制度
（商工課）

　本市に在住し、市内で事業に従事する卓越した技能者を表彰することにより、広く本市の産業全般に
技能尊重の気風を浸透させ、技能者の地位及び技能水準の向上を図る。

８
市勤労者福祉サービスセン
ター補助金
（商工課）

　中小企業従業員の福利厚生に係るサービスの充実を図るため、「勤労者福祉サービスセンター（あしす
と）」が実施する事業に対して補助金を交付する。

勤労青少年ホーム管理運営費
（商工課）

　勤労青少年の健全な育成を図るため、一般教養・実務教育に関する講座を開設するほか生活や職業に対する
各種相談・アドバイスを行う。また勤労青少年の交流と福祉の増進を図るため、施設及び付属設備を提供す
る。
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９
若松城天守閣長寿命化工事
（観光課）

　本市のシンボルである若松城天守閣の長寿命化を図るための耐震化工事を行う。

若松城天守閣展示リニューア
ル（観光課）

　若松城天守閣の長寿命化工事に伴う閉館にあわせ、館内展示のリニューアルを行い、さらなる観光誘客を促
進する。

2022鶴ヶ城誘客促進事業
（観光課）

　歴史的・文化的資源である史跡若松城跡全体を活用した、年間と通して切れ目ない誘客事業に取り組み、新
型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光産業の回復を図る。

温泉地域活性化推進事業
（観光課）

　東山・芦ノ牧温泉街の活性化を図るため、両温泉観光協会の取組を支援するとともに、将来の温泉街のあり
方について策定した景観創造ビジョンの実現に向けたアクションプランを作成する。また、温泉と食文化など
の地域資源を組み合わせたウォーキングイベントを開催し、温泉地域への観光誘客を図る。

会津まつり協会負担金
（観光課）

　70回目の開催となる会津まつりをはじめとする地域振興事業を通して市民の連帯意識の向上と会津地域の発
展、教育文化の振興に寄与することを目的とする会津まつり協会に対し負担金を支出し、連携して観光誘客・
観光振興を図る。

10
会津若松観光ビューロー補助
金
（観光課）

　観光案内・ＰＲ事業をはじめとした各種事業展開により本市の観光・物産振興の推進において大きな役割を
担っている会津若松観光ビューローに対し、補助金交付等による支援を行い、連携しながら観光・物産の活性
化を図ることにより、観光誘客と交流人口の増加を図り、地域経済の発展を目指す。

会津若松観光ビューロー特別
補助金（震災復興特別分）
（観光課）

　会津若松観光ビューローが行う観光物産振興事業のうち、特に震災復興に寄与する教育旅行の誘致活動やイ
ンバウンド誘致、ＤＭＯ機能の強化などの取組に対し補助金交付による支援を行い、各種観光施策の効果的な
推進を図る。

教育旅行誘致対策事業
（観光課）

　会津若松観光ビューローの教育旅行委員会や教育旅行誘致専門員と連携しながら、SDGsに取り組む事業者や
農産物等、本市の多様な地域資源を活かした魅力ある受入体制づくりと積極的な誘致活動に取り組むことによ
り、効果的に教育旅行誘致を推進する。

ワ―ケーション推進事業
（観光課）

　新しい働き方である「ワ―ケーション」需要の高まりを新たな市場として、企業や働き手のニーズを的確に
捉え、本市の豊富な観光資源を組み合わせ、本市ならではの受入体制の整備を図りながら、新たな市場の獲得
を目指す。

11 極上の会津プロジェクト協議
会負担金
（観光課）

平成17年度実施の「福島県あいづデスティネーションキャンペーン」で培われた広域観光連携体制を発展的に
継続し、会津17市町村の連携による広域観光のさらなる推進に取り組んでいる。
　令和４年度は、観光消費において成長率の高い女性層をターゲットとし、WEB・映像コンテンツを活用したプ
ロモーションやテーマ性のある旅行商品造成支援等をさらに実施する。
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　また、JR東日本の南東北重点販売事業や JR只見線の全線復旧に合わせ、会津地域ならではの魅力的な旅行商
品を造成し、ＯＴＡ旅行サイト等と連携しながら、効果的な誘客プロモーションを展開する。
　さらに、日本遺産会津地域観光アドバイザーの拡充やデジタル技術を組み合わせた滞在型コンテンツの開発
など、新たな観光資源の創出を推進する。
　新規市場である関西地方や日光市・新潟市・佐渡市といった近隣都市等との連携による広域的な観光周遊
ルートを構築するほか、ウィズコロナに向けたマイクロツーリズムの推進を行い、滞在型観光と観光消費額の
向上に取り組んでいく。

都市間連携推進事業
（観光課）

　本市と地理的、歴史的につながりのある、新潟市や、本市と新たに連携協定を締結した日光市・佐渡市や交
通事業者等と連携し、首都圏や関西地方へのプロモーションに取り組むことで、観光誘客と交流人口の拡大を
図る。

国際観光推進事業
（観光課）

　新型コロナウイルスの収束による入国制限の解除に向け、速やかに外国人観光客の誘客を推進するため、
ターゲットとする国（台湾・タイ・欧米豪）や地域を絞り込み、プロモーション事業の継続やＳＮＳなどＩＣ
Ｔを有効活用した戦略的な情報発信に取り組む。
　また、会津地域内自治体及び新潟市・佐渡市等との連携による、各国の嗜好性に合わせた新たな観光コンテ
ンツの創出などにより、受入環境の充実を図り、観光消費額の向上につなげる。

12
中小企業及び小規模企業振興
補助金
（商工課）

　商店街、商工会、まちづくり団体等が実施する施設設置及び維持管理事業、イベント事業、人材育成事
業、空き店舗対策事業、新製品の開発等に挑戦する事業に対し、その事業費の一部を助成し、活動を支援
する。

プレミアム商品券事業補助金
（商工課）

　新型コロナウイルス感染症の影響により低迷している市内経済の回復を目的に、消費を喚起する「プレ
ミアム商品券」を発行する。

13 中心市街地活性化事業
（商工課）

　中心市街地活性化基本計画に掲げる事業の推進に向け、中心市街地活性化協議会をはじめ、関係機関、
事業主体等との協議調整を図るとともに、立地適正化計画と整合を図りながら、次期計画の策定に取り組
む。　
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令和４年度　農政部　行政運営方針

Ⅰ　農政部　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１

10　食料・農業・農村

１　食料の安定供給

２ ２　農業の持続的発展

３ ３　農業生産基盤の整備

４ ４　農村の振興

５

11　森林・林業

１　林業の振興

６ ２　森林資源の受給拡大

７ ３　森林の活用

８ 29　都市づくり １　都市基盤の整備と土地の適正利用促進

【令和４年度　様式】
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重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野10 食料・農業・農村 施策1 食料の安定供給

重点方針
－施策の方向性－

　地産地消をはじめとした地元農産物の消費拡大と安全安心な農産物の安定供給を推進するとともに、会津ブランドの確
立と販路拡大及び多様な消費者ニーズへ対応した生産･供給体制の構築に取り組みます。
　また、公設地方卸売市場の健全な運営と活性化に向けた取組を推進します。

【重点的取組】
①　農産物の地産地消の推進
　　令和３年度に新たに策定した「第４次あいづわかまつ地産地消推進プ

ラン」に基づき、生産者や事業者、消費者間における相互理解を深めな
がら、地産地消運動の更なる推進を図ります。
②　会津産農産物及び食のブランド化の推進
　　「あいづ食の陣」による飲食店等における地元産のテーマ食材を活用

したメニューの提供や、「メッセージ動画」による食の魅力の情報発信に
努め、農産物のブランド化を図るとともに、新規需要の獲得のため海外
市場も視野に入れながら販路開拓に努めます。
③　コロナ禍における地域ブランドへの支援
　　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、売上の減少や在庫増加など

の問題を抱える会津地鶏・馬肉について、学校給食食材としての活用
を継続し過剰在庫を解消することで価格・ブランド価値の維持向上を
図るとともに、地産地消・食育を推進します。
④　公設地方卸売市場の維持・活性化
　　「改正卸売市場条例」や「市公設地方卸売市場経営展望」及び「市地方

卸売市場事業経営戦略」に基づき、食品流通の多様化に対応した取引
の推進により市場の健全な運営と活性化に取り組むとともに、将来の
施設のあり方について検討を進めます。

　　
　

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①地産地消運動推進事業（農政課）
②農産物ブランド化・販売促進事業（あいづ食の陣実行委員会）（農政課）
③会津地鶏販売促進緊急対策事業・会津馬肉需要開拓緊急対策事業
 （農政課）
④公設地方卸売市場事業・市場活性化事業（農政課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　地産地消推進協議会、あいづ食の陣実行委員会などを通じ、市民や
各種団体と連携を図り、地産地消の推進や食のブランド化に取り組ん
でいきます。

②　ＪＡのほか、流通事業者や観光商工事業者などの関係団体との連携を
図り、農産物の安全性や良食味等をＰＲし農産物の風評払拭や消費拡
大に努めます。また、県やＪＡ、ジェトロ等と連携しながら、本市産農産物
の輸出に向け調査・研究に取り組みます。

③　食材（会津地鶏・馬肉）の学校給食への提供にあたり、市内小中学校や
学校給食センターのほか畜産事業者との連携を図りながら、児童・生徒
への地産地消意識の涵養や食育の推進を図ります。
④　公設地方卸売市場指定管理者や市場内事業者との連携により、適正

な運営管理と公平・公正な取引及び品質管理体制を確保し、市場機能
の維持・活性化を図ります。
⑤　AiCTコンソーシアム、市場内事業者と連携し、デジタル田園都市国家

構想に係るデジタルマッチングプラットフォーム事業に取り組みます。
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重
点
方
針
№
２

政策分野10 食料・農業・農村 施策２ 農業の持続的発展

重点方針
－施策の方向性－

　力強く持続可能な農業の実現に向けて、担い手を育成・確保するとともに、振興作物の重点的な生産拡大と需要に応じた
米の安定生産、さらには市内や首都圏、関西圏などでニーズが高まってきた「ＡｉＺ’Ｓ－ＲｉＣＥ」の取組を通して、米価の維
持・向上、地域間競争力の確保と農業経営の収益性の向上を図ります。
　また、持続可能な力強い地域農業の実現を目指し、「実質化された人・農地プラン」の推進に取り組み、農地中間管理事業
等を活用し、担い手への農地の集積・集約化を推進します。
　さらに、ＩＣＴ等の先端技術の農業生産への活用を推進することにより、農産物の収量増加、品質向上、省力化を図るとと
もに、若年層等の就農促進に取り組みます。

【重点的取組】
①　農業の担い手の育成・確保

　集落の合意に基づく「実質化された人・農地プラン」の作成に向けた
取組を支援するとともに、農地中間管理事業を通した農地集積・集約
を推進します。また、地域農業の持続的発展のため、認定農業者や集
落営農組織などの担い手を育成し、認定新規就農者等の新たな担い
手を確保・支援します。

②　農業生産体制の向上
　地域水田収益力強化ビジョン（※１）に基づき、市場性の高い安全安心
な米及び園芸作物の作付け推進のほか、需要に応じた米生産を実現す
るため、非主食用米（特に飼料用米）への転換を支援し、多様な経営戦略
による収益性の高い農業生産体制の確立を図ります。
③　振興作物の重点的拡大と売れる米生産の推進
　　振興作物の生産拡大に必要となる園芸施設の導入や稲作の生産コスト
削減の取組を支援することで、収益性の高い複合経営への転換や経営
能力の高い大規模稲作経営体の育成に努めます。

　　さらに、「ＡｉＺ’Ｓ－ＲｉＣＥ」の栽培面積の拡大と首都圏における販路拡
大に努め、市産米の価格の維持・向上を図ります。
④　ＩＣＴ等の利活用による農業生産技術の向上と次世代継承
　　農作物の品質向上や収量増加、作業の省力化を図るため、ＩＣＴを活用

した養液土耕栽培（※２）設備導入を支援するとともに、水田の水管理シ
ステム、栽培支援ドローンの導入効果を実証します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①農業担い手支援事業（農政課）
②水田利活用推進事業（農政課）
③あいづの厳選米生産推進事業（農政課）
④スマート農業推進事業（農政課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　農業委員会や各地区土地改良区、農地中間管理機構等と連携し、「実
質化された人・農地プラン」の推進に取り組むとともに、農地集積・集
約化を図ります。

②　ＪＡの各作物生産部会や会津野菜館との連携により、振興作物の生産
拡大・品質向上と新規就農者の栽培技術の向上に取り組みます。

③　福島大学食農学類との共同研究により、「ＡｉＺ’Ｓ－ＲｉＣＥ」の高品質・
安定的な生産体制の構築による生産量の増加を目指します。
④  ＩＣＴを活用した各農業機械の各メーカー等と連携し、導入者とも情

報共有を図りながら、より効果的な活用を図ります。

※１　水田収益力強化ビジョン
　　地域の作物生産の設計図となるもので、作付の現状や課題、作物ごと

の取組方針等について明確にしたもの。
※２　養液土耕栽培
　　培地に土を用いたかん水同時施肥栽培のこと。水と養液を点滴により
与えることで、水と肥料を効率よく利用することが可能。
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重
点
方
針
№
３

政策分野10 食料･農業･農村 施策３ 農業生産基盤の整備

重点方針
－施策の方向性－

　生産性の高い農業生産基盤の整備を推進し、効率的かつ安定的な農業生産による経営の改善を図ります。また、農産物を
安定的に生産するため、農業水利施設の機能保全と計画的な改修による農業用水の安定供給に取り組みます。

【重点的取組】
①　土地改良事業の推進

　国･県･関係団体が実施する農業施設の長寿命化対策や、区画整理及
びかんがい排水などの多様な土地改良事業により、効率的な基盤整備
を推進します。
②　大区画基盤整備による生産性向上
　基盤整備事業により大区画（※１）に農地を整備するとともに、道路、
用排水路を効率的に配置した農地の集積を行うことで、農業生産性の
向上を図ります。
③　農地中間管理機構制度を活用した基盤整備の推進

農地中間管理機構の制度を活用することにより、農業者の所得向上
を目的とした県営での基盤整備を推進します。

④　農業用ため池の減災防災の推進について
　　農業用ため池については、法(※３）に基づいた適正な管理及び保全が行

われる体制を整備し、減災防災対策の推進に努めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　土地改良事業（農林課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　建設部と連携し、道路整備計画の調整や非農地設定等により、円滑な

土地改良事業の推進を図ります。
②　土地改良区の技術支援を通して、農業施設の整備や基盤整備を効率

的に推進することで、農業生産性の向上を図ります。
③　農地中間管理機構（※２）との連携により、借り入れした農地について

基盤整備事業に取り組むよう調整していきます。

※１　大区画
　　不整形や小区画の農地を大型機械が使用できるように50 ａ以上の区

画にすること。
※２　農地中間管理機構
　　地域内の分散した農地を借り受け、担い手がまとまりある形で利用で

きるよう配慮して長期間貸付を行う組織。中間管理機構は知事が指
定。
※３　農業用ため池の管理及び保全に関する法律
　　農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止することを
目的に制定。(令和元年７月施行)
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重
点
方
針
№
４

政策分野10 食料・農業・農村 施策４ 農村の振興

重点方針
－施策の方向性－

　地域資源を活かした都市住民等との交流活動や農業６次化の推進などにより、地域の活性化や農業・農村の所得の増大に
努めます。
　また、農業・農村のもつ多面的機能の発揮のため、環境負荷の低減や地域資源の維持・継承に取り組むとともに、農地・農
業用施設の維持管理の適正化と住民の防災意識の向上を図るなど、暮らしやすい農村環境を整備します。加えて、有害鳥獣
による被害を防止するための対策を適切に実施するとともに、地区全体でのモデル事業の取組に対する総合的な防除対策
への支援を行います。

【重点的取組】
①　グリーンツーリズムの推進
　　感染症対策を徹底しながら、地域資源を活かした都市住民等との交流を

推進するとともに、市内における地域間交流などの推進を図りながら地域
活性化に努めます。

　　また、会津地域の食や農業と観光資源を結びつけ、地域の魅力を動画等
により海外に発信し、感染症の状況や国の動向を注視しながら、段階的に
訪日外国人の誘客を図ります。
②　環境保全効果の高い営農活動の普及
　　　「みどりの食料システム戦略（※１）」を踏まえ、有機栽培や特別栽培によ

る環境保全型農業を推進し、安全安心な農産物の生産や地球温暖化防止、
生物多様性の保全等に努めます。
③　多面的機能の維持・発揮に向けた支援
　　多面的機能支払制度(※２）の活用により、地域資源を保全する共同活動

を通して農業農村が有する多面的機能の維持・発揮を図ります。
④　農村の快適な生活環境の維持と保全
　　農村環境改善施設や水路・道路については、適正な維持管理や長寿命化

を図り、農村の生活環境の向上に努めます。
⑤　有害鳥獣の被害防止・捕獲
　　市街地でのツキノワグマやイノシシ等の出没を踏まえ、本年度も緊急連絡

体制（※３）を適切に運用することで、市民の安全を確保していきます。
　　また、野生鳥獣による農地・農作物及び人身被害の防止のため、集落環境
診断に基づく総合的な対策を進める地区への支援と、個人または法人に
対する侵入防止柵の購入支援を推進するとともに、緊急性の高い場合な
どに有害捕獲を行います。

　　さらに、会津地域１７市町村の連携によりライフル・スラッグ弾射撃場を整
備し、ツキノワグマやイノシシ等の中・大型獣捕獲の技術向上を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①農村交流促進事業（農政課）
②多面的機能支払事業（農政課）
③農村環境整備事業（農林課）
④鳥獣被害対策事業（農林課）
⑤鳥獣被害防止総合支援事業（農林課）
⑥会津地域鳥獣被害防止広域対策推進事業（農林課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　グリーンツーリズムクラブや定住・二地域居住推進協議会との連携を図

り、受入体制の充実に努め、都市農村交流等を推進します。
②　環境保全型農業を推進する農業者団体や市場内事業者と連携し、持続的

な食料システムの構築に向けた取組を進めます。
③　有害鳥獣対策については、会津地域１７市町村の連携及び、県猟友会若
松支部、警察署との連携を図ります。

※１　「みどりの食料システム戦略」
　　食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立を実現させるため、中長
期的な観点から打ち出された国の政策方針
※２　多面的機能支払制度
　　国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観形成など農業・農

村の持つ多面的機能の維持・発揮を支える地域の共同活動を支援する制
度。
※３　緊急連絡体制
　　有害鳥獣の目撃箇所により3区域に分け、農村部で人家等の離れた位置

（レベル１）では、防災情報メール（あいべあ）で周知、農村部の人家や学校
近く（レベル２）、市街地又は農村部で人的被害のおそれがある、建物被害
があった場合（レベル３）では、教育委員会などへ通知する連絡体制。
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重
点
方
針
№
５

政策分野11 森林・林業 施策１ 林業の振興

重点方針
－施策の方向性－

　林業の生産基盤の整備と環境保全、並びに低コスト化に向けた継続的な支援や民有林の整備を持続的かつ計画的に進め、ま
た、適切な間伐の実施により、原木、間伐材等の安定供給を図り、林業の振興に取り組みます。

【重点的取組】
①　林道の整備・維持管理
　　間伐材等の搬出に必要な林業専用道（※１）の整備と既存の林道の適

正な維持管理を実施し、森林を保全します。　
②　森林経営計画に基づく森林経営の支援
　　林業事業体が作成した森林経営計画（※２）に対する認定等の支援を

行い、間伐等の森林整備を推進します。
③　間伐材搬出支援等による森林整備の促進
　　森林経営計画に基づく、間伐事業の搬出運搬経費の支援により、持続

性のある森林整備を推進します。
④　森林病害虫被害の拡散抑制
　　松くい虫等の森林病害虫被害を受けた枯損木の伐倒駆除や、感染予
防対策（樹幹注入剤による予防）などを計画的に行い、病害虫被害の拡
散を抑制することで、森林資源の確保と自然環境･景観の保全に努め
ます。
⑤　森林経営管理制度による森林の適切な経営や管理
　　対象森林の所有者に対する意向調査が円滑に進められるよう、森林情

報等から作成した全体計画に基づき、計画的な意向調査を実施すると
ともに、経営管理権（※３）の取得に向けて取り組みます。

　　また、経営管理権の取得後は、森林所有者に代わって市が森林の経営
や管理を行います。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　林業専用道整備事業（農林課）
②　林道維持管理事業（農林課）
③　会津材循環利用促進事業（農林課）　
④　森林病害虫等防除事業（農林課）
⑤　森林経営管理事業（農林課）
　　　　　　　　　　　　　　　　　
【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　森林所有者や林業事業体等との連携を図り、適切な森林整備の推進

と間伐材等の安定供給を図るとともに、森林が持つ多面的機能の維持
向上に努めます。　

※１　林業専用道
　　　林道と作業道の中間に位置するものであり、10 ｔ積みトラック 　
　　程度までの通行を想定する。
※２　森林経営計画
　　　林業事業体が国等の補助金を活用して森林施業を実施するため　　
　　に策定する計画。
※３　経営管理権
　　　森林所有者が行うべき経営管理（伐採・造林・保育等）を、市　
　　が委託を受け実施するために必要な権利。
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重
点
方
針
№
６

政策分野11 森林・林業 施策２ 森林資源の需給拡大

重点方針
－施策の方向性－

　国県、管内の市町村、林業団体等と連携して豊富な森林資源の有効利用と、会津漆器の原材料であるウルシ液の生産拡大
に向けたウルシ樹の育成を推進します。

【重点的取組】
①　森林環境の保全と木材の活用
　　県の森林環境交付金（令和３年度～令和７年度）を活用した、公共施設

等への県産材の利活用や木質バイオマスの利活用を推進することで、
森林環境の保全や市内の小・中学校の森林環境学習を支援します。
②　会津産材の流通体制整備
　　会津産材の流通の低コスト化を図るため、方部別に原木のサテライト

市場や木材集荷場の整備を進め、市場における競争力強化を図りま
す。
③　ＣＬＴなど新たな木材需要の創出
　　ＣＬＴ用ラミナ材の供給や木質バイオマスボイラによる熱供給事業など

の新たな需要に対応するため「会津地域森林資源活用事業推進協議
会」の一員として、構成機関と連携して検討を進めます。
④　ウルシ樹の育成
　　会津漆器の原材料であるウルシ液を生産するため、一箕町金堀地区で

ウルシ樹の保育管理と、大戸町南原地区で新たなウルシ団地整備に向
けて苗木の新植と管理を行い、ウルシ樹の育成・拡充を実施していきま
す。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　森林環境整備事業（農林課）
②　森林資源活用事業（農林課）
③　特用林ウルシ樹育成事業(金堀、南原地区)（農林課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　公共建築物等に対する木材利用を推進するため、建設部や教育委員

会と連携を図り、森林環境交付金（※１）を活用して、公共施設の県産材
による木質化やペレットストーブの導入など、地域産材の利用拡大に向
けた取組を進めます。

②　会津地域森林資源活用事業推進協議会の事業推進にあたっては、関
係 13市町村、商工団体、農林団体等の関係47団体で連携して取り組
みます。

③　会津漆器協同組合への漆液の供給については、観光商工部と連携し
て需要の拡大に努めていきます。
④　ウルシ液の「掻き子」の育成にあたり、観光商工部、県、漆器協同組合、
ＮＰＯ等の関係団体と連携し、技術者の育成を支援していきます。

※１　森林環境交付金
　　森林環境税を財源とする県交付金で、森林整備や森林環境学習の推

進、並びに県産材と木質バイオマスの利活用推進等を目的に交付され
る。
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重
点
方
針
№
７

政策分野11 森林・林業 施策３ 森林の活用

重点方針
－施策の方向性－

　憩いと学びの場、森林レクリエーション活動の場の提供を通して、森の大切さや森林整備の必要性についての市民啓発を
継続して取組み、さらに、森林ボランティアや森林環境学習、林業体験会等を通じて森林を守り育てる意識を醸成します。

【重点的取組】
①　自然休養林の適正管理
　　快適な森林レクリエーションや社会（野外）教育の場を提供するため、
休養林内の遊歩道の適正な維持管理等や、パンフレットやホームページ
でのＰＲにより、一般市民、観光客等の利用者の増加を図ります。
②　森林ボランティア等の活動の促進
　　「市民と共生の森」において、森林ボランティア団体と連携した森林レ
クリエーション等の開催を通して、森の大切さや森林整備の効能などの
体験を通して学べる場を提供していきます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　市民と共生の森整備事業（農林課）
　
【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　会津東山自然休養林の利活用を推進するため、建設部と連携を図り、
背あぶり山公園内のレストハウス、キャンプ場、遊歩道等の公園施設の
有効活用により、利用者の拡大に努めます。

②　教育委員会の「まちなかアートプロジェクト」事業と連携して、漆林見
学会を開催し本市の伝統産業への理解を深める取組を進めます。

③　「市民と共生の森の会」、「森林ボランティアネットワーク」、及び「建築
業組合森林ボランティア」と連携を図り、市民協働による森づくりを進
めます。
④　自然休養林や遊歩道を利用して自然に親しむ機会をより多く提供す

るため、観光商工部と連携して、観光サイトを通した広報活動に努めま
す。
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重
点
方
針
№
８

政策分野２９ 都市づくり 施策１ 都市基盤の整備と土地の適正利用の促進

重点方針
－施策の方向性－

　適正な土地利用の誘導･促進のもと、既存の社会資本を活かした総合的かつ計画的な市街地の形成を進めます。

【重点的取組】
①　分かりやすい住居表示・国土調査の推進
　　国土調査法に基づき、昭和 28年から地籍調査を実施しており、まち

づくりの基礎となる土地の境界を明確化する事業であるため、今後も
継続して取り組みます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　国土調査事業（農林課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　道水路･法定外公共物等の境界明確化については、建設部局と連携

して事業を進めます。
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 令 和 4 年 度 重 点 方 針 に 基 づ く 取 組 の 概 念 図

森林資源の
需給拡大

食料の安定供給

市場機能の維持・活性化
（市場協会・市場内
事業者との連携）

農業生産基盤の
整備

スマート農業の推進

農業生産体制の向上・
需要に応じた米づくり

基盤整備の推進及び
農業用ため池の適正管理
（土地改良区との連携）

地産地消の推進
（地産地消推進協
議会との連携）

食のブランド化の推進
（あいづ食の陣実行
委員会との連携）

有害鳥獣の
被害防止・捕獲

農村の振興

森林の活用 林業の振興

グリーン・ツーリズム
の推進

多面的機能の維持・発揮
（共同活動への支援）

農村の快適な環境
生活の維持と保全

ウルシ樹育成・供給

バイオマスボイラ
・発電所

木製チップ供給

森林環境交付金の活用里山の整備
（下刈り等）

森林・林道の
整備・保全

市民と共生の森
（市民ボランティア
との連携）

東山自然休養林

森林病害虫対策 間伐支援

市産米のブランド化
（福島大学・集荷業者

との連携）

森
林
・
林
業

侵入防止柵による地区
全体（広域対策地区）の

防除対策

森林環境譲与税の活用推進
（適切な森林の経営管理）

食
料
・
農
業
・
農
村

農業担い手への支援
（農業委員会等との連携）

コロナ禍における
地域ブランドの維持・向上
（小中学校等との連携）

農業の持続的発展

会津地域17市町村
連携による施設整備

スマート農業や
有機農業の推進
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令和４年度　農政部　主要事業

重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

1

地産地消運動推進事業
（農政課）

　新たに策定した「第４次あいづわかまつ地産地消推進プラン」に基づき、食と農のつながりを深めながら、
安全な農産物の安定供給や地元農産物の消費拡大により、移出入収支の改善に努めます。また、新型コロナ
ウイルスの感染状況を勘案しながら、地産地消まつりの再開について検討します。

農産物ブランド化・販売促進事業
（あいづ食の陣）

（農政課）

　市内飲食店等において、季節毎の地元産農畜産物をメインとしたメニューの開発・販売を行う「あいづ食の
陣」の展開により、農畜産物の利用拡大と食の魅力発信に努めながら、会津の食のブランド化推進を図りま
す。

会津地鶏販売促進緊急対策
事業（農政課）

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、売上の減少などの問題を抱える会津地鶏について、学校給食食
材としての活用を継続し、地産地消・食育を推進することで、会津地鶏の価格・ブランド価値の維持向上を図
ります。

　会津馬肉需要開拓緊急対策事業
（農政課）

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、売上の減少や飼養期間延長による経費の増加等の影響が生じて
いる馬肉について、学校給食食材として提供することで、新たな需要を開拓し、会津馬肉ブランド力を向上さ
せるとともに、地産地消及び食育の推進を図ります。

　地方卸売市場事業・　
市場活性化事業

（農政課）

　会津における唯一の公設卸売市場として生鮮食料品等の安定供給を図るため、　「市公設地方卸売市場場
経営展望」（R元～R10）及び「市地方卸売市場事業経営戦略」（R3～R12）に基づき、市場機能の維持・活性
化に努めるとともに、今後の施設のあり方について検討を進めます。

2 農業担い手支援事業
（農政課）

　農業委員会や農地中間管理機構等と連携し、集落の合意に基づく「実質化された人・農地プラン」の作成に
向けた取組を支援するとともに、農地中間管理事業等をとおして中心経営体となりうる認定農業者等への農
地集積を図ります。また、新規就農者経営発展支援事業補助金等を活用し、青年新規就農者の確保・育成に
取り組みます。
　さらに、新型コロナウイルス感染症拡大や米価下落等の影響へ対処するため、本市生産者の収入保険制度
加入を支援し、経営基盤の安定を図ります。
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2

水田利活用推進事業
（農政課）

　需要に応じた米生産に向けて生産数量（面積）の目安に即した米の計画的生産と食料の安定供給、市場性の
高い安心・安全な米及び園芸作物の作付けを推進し、収益性の高い農業経営の確立を図ります。
　特に新型コロナウイルス感染症拡大の影響から主食用米の需要が減少し、米価が下落していることから、産地
として非主食用米（特に飼料用米）への転換を推進し、米価の安定に向け取り組みます。

あいづの厳選米生産推進事業
（農政課）

　市産コシヒカリを栽培方法や食味などによって厳選した米「ＡｉＺ’Ｓ-ＲｉＣＥ」をについて、集出荷業者が共同で
地域や首都圏の小売店へのプロモーションを展開することにより、市産米の価格の維持・向上を図ります。
　また、福島大学食農学類との共同研究を継続し、「ＡｉＺ’Ｓ－ＲｉＣＥ」の高品質・安定的な生産体制の構築による
生産量の増加を目指します。

スマート農業推進事業
（農政課）

　農産物のさらなる品質向上や収量増加、作業の省力化を図るため、ＩＣＴを活用した養液土耕栽培設備、水田
の水管理システムや栽培支援ドローンの導入支援を行い、その成果を生産者、関係機関により検証し、今後の普
及・推進を目指します。

３
土地改良事業

（農林課）

 農業の経営安定と農作物の生産向上を目的とした、高野地区外２地区の農地中間管理機構関連農地整備事業
や湊町の吉ヶ平地区かんがい排水事業外５地区の県営土地改良事業に対して事業費を支援します。
　農業用ため池については、適正な管理及び保全が行われる体制を整備し、減災防災対策を推進します。

４

農村交流促進事業
（農政課）

　農業・農村体験などの交流活動に対する支援を通じ、都市住民と地元農家の交流を推進することにより、農産
物の宣伝・販売を通した農家所得の向上と地域活性化を図ります。
　また、多様な地域の食や、それを支える農林水産業、伝統文化の魅力を効果的に動画等により海外に発信し、
感染症の状況や国の動向を注視しながら、段階的に訪日外国人旅行者の誘客を図ります。

多面的機能支払事業
（農政課）

　多面的機能支払交付金により、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に
係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進します。
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４

農村環境整備事業
（農林課）

　幕内、北会津町東麻生、河東町浅山地区の水路工事を実施するとともに、地域の要望に基づいて原材料支給
を行う等、農村地域の環境改善を支援します。

鳥獣被害対策事業
　　　　　　　（農林課）

　野生鳥獣による農作物被害や人的被害を防止するために様々な防除対策を実施し、被害等の状況に応じて鳥
獣被害対策実施隊による捕獲等を行います。

鳥獣被害防止総合支援事業
（農林課）

　野生鳥獣による農地・農作物被害を防止するために、専門家による集落環境診断を受け広域で実施する被害
対策や、個人や団体で設置する侵入防止柵購入に係る経費について支援します。

会津地域鳥獣被害防止広域
対策推進事業

（農林課）

　野生鳥獣による農地・農作物被害が拡大している現状において、ツキノワグマやイノシシ等の中・大型獣を捕
獲する際に使用するライフル・スラッグ弾は高い知識と技術を要求されることから、会津地域 17市町村の連携
により、ライフル・スラッグ弾射撃場の整備を行います。

５

林業専用道整備事業
（農林課）

　林道舟子線の先線について、林業専用道舟子峠線として開設事業を実施し、間伐作業を始めとする森林施業
の用に供する連絡線形とすることで、森林バンクの起点となる事業と位置づけ、当該地区の森林資源の利用拡
大と林業の活性化を図ります。

林道維持管理事業
　　　　　（農林課）

　林道谷地平線１号残土処理場復旧工事等を実施するとともに、林道や作業道を点検し、路肩の草刈り、軽微な
破損や崩壊箇所の修繕工事を行います。

会津材循環利用促進事業
　　　　　　　（農林課）

　県の基準に基づき森林経営計画を策定した林業事業体が行う間伐事業に対して、搬出運搬経費の一部を支援
します。

森林病害虫等防除事業
　　　　　　　（農林課）

　東山町大字石山地内外３地区の森林病害虫等による被害木の伐倒駆除を実施し、病害虫被害の拡散を抑制し
ます。

森林経営管理事業
　　　　　　　（農林課）

　新たな森林管理システムとして、森林所有者の管理責任を明確にするとともに、所有者自らが管理できない
場合は、国の森林環境譲与税を活用しながら所有者に代わって市が経営管理を行います。
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６

森林環境整備事業
　（農林課）

　県森林環境交付金により、県産材の利活用推進、木質バイオマスの利活用推進等により、森林環境の保全を図
るとともに、市内の小・中学校の森林環境学習を支援し、「市民一人ひとりが参画する新たな森林づくり」を目指
します。

特用林ウルシ樹育成事業
（金堀、南原地区）

　（農林課）

　本市の代表的な伝統工芸である漆器産業の更なる発展のため、県の森林環境交付金を活用して、一箕町金堀
地区において漆器の原材料であるウルシ液を生産するため、ウルシ樹の育成と掻取を進め、また、 大戸町南原
地区において新たなウルシ団地を目指し土壌改良と肥培管理を行い、ウルシ樹の新植と適切な保育によりウル
シ樹育成に取り組みます。

森林資源活用事業
　（農林課）

　会津地域の 13市町村と関係商工団体等で設立した、｢会津地域森林資源活用事業推進協議会」の取組とし
て、民間事業体である会津森林活用機構（株）による川下の木質バイオマス熱供給事業の取組を進めるととも
に、川上の森林整備や川中の木材コンビナート・サテライトチップ工場の候補地選定等の検討を行います。

７
市民と共生の森整備事業

（農林課）
　市有林の健全な育成とともに、市民に憩いと学びの場、森林レクリエーション、森林ボランティア活動のフィー
ルドなどを提供し、森林の機能や林業に対する理解を深める場として整備を図ります。

８
国土調査事業

（農林課）
　国土調査法に基づき、南千石町地区や湊町大字赤井字桂沢山地区の一部について地籍調査を実施します。
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令和４年度　建設部　行政運営方針

Ⅰ　建設部　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１ 24　公園・緑地 １　安全で快適な憩い空間の提供

２ 27　治水 １　総合的な治水対策

３

28　雪対策

１　除排雪作業の情報化・効率化

４ ２　除雪困難世帯の外出支援

５ ３　除雪インフラの整備

６ 29　都市づくり １　都市基盤の整備と土地の適正利用の促進

７
30　道路

１　道路交通ネットワークの整備

８ ２　身近な道路環境の整備・保全

９
33　住宅・住環境

２　市営住宅の管理運営

10 ３　住宅・建築物の耐震化の促進

11 34　景観 １　自然、歴史、市街地の特性を活かした景観形成

12 39　まちの拠点 ３　会津若松駅前の整備検討

【令和４年度　様式】
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野24 公園・緑地 施策1 安全で快適な憩い空間の提供

重点方針
－施策の方向性－

　地域における様々な主体と共に緑化・美化を推進します。また、公園や緑地、農村公園、児童遊園、広場等を適切に管理し公園
施設の長寿命化を図ることで、安全で快適な憩いの空間を提供します。

【重点的取組】
①市民協働による市街地の緑化・美化の推進
　　花と緑のスタッフ活動を中心に、市民との協働による花苗生産活動や公
共施設の花壇への植栽を実施し、地域の緑化・美化を推進します。
　　令和４年度は、花と緑のスタッフ、花苗生産の運営について、業務委託
による民間活力を生かした取り組みを推進し、事業の魅力向上に努めま
す。

　　また、公園等緑化愛護会の活動により、公園・緑地の愛護活動を推進
し、地域の緑化・美化に努めます。

②適正な維持管理による公園・緑地の保全　
　　公園・緑地は、都市の住環境、防災性の向上、景観の形成、生物多様性
の確保、交流空間の提供等求められる機能は多岐にわたることから、良好
な維持管理に努めます。
　　また、公園・緑地を誰もが訪れやすい、より魅力あるものにするため
に、市民協働による新たな管理手法を研究します。
　　鶴ケ城公園は、中心市街地に位置することから、お濠への導水や定期的
な水質調査の実施により、良好な水質保全に努めます。

③予防保全型管理による公園施設の長寿命化の推進　
　　公園利用者の安全・安心を確保するため、公園施設長寿命化計画に基づ
　き、公園施設の予防保全に重点を置き、公園設備の改修や遊具更新を行
　い、併せて、ライフサイクルコストの縮減を図ります。
④市民ニーズに合った墓園等の管理
　　多様化する市民の墓地需要に応えるため、墓園内の墓所増設等を実施す
るとともに、良好な墓園や納骨堂の適正な維持管理に努めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　花と緑推進事業（まちづくり整備課）
②　公園・緑地等維持管理事業（まちづくり整備課）
③　公園施設長寿命化事業（まちづくり整備課）
④　墓園・納骨堂管理事業（都市計画課）　　

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　市民憲章都市美化部会（市民部所管）へプランター植栽の花苗を提
供します。

②　障がい者の社会参加に向け、花苗生産活動への参加、ワークシェア
リングの積極的な活用を健康福祉部と連携します。

③　森林環境交付金（農政部所管）を活用し、木製ベンチ等の公園施設
を更新することで、森林の利活用と利用者の安全、安心を確保しま
す。

④　官民協働による都市公園等の維持管理手法を検討し、魅力ある都市
公園等の提供に努めます。
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重
点
方
針
№
２

政策分野27 治水 施策1 総合的な治水対策

重点方針
－施策の方向性－

　河川や雨水幹線の施設整備に加えて、事業所や住宅地における雨水の流出抑制対策を推進し、市内全域での治水対策に取
り組みます。

【重点的取組】
①　河川水路及び雨水幹線の整備推進
　　降雨による浸水被害が発生している溢水箇所の解消を図るため、雨水幹
線の整備や水路の改修を行います。

②　貯留・浸透施設等の雨水流出抑制対策の促進
　　これまでの浸水対策の成果等を踏まえた総合治水計画に基づき、公共施
設の整備や民間開発行為において雨水貯留浸透施設の設置を依頼するな
ど、雨水流出を抑制する対策の促進を図ります。

③　河川や雨水幹線等の維持管理による施設機能の保全
　　河川や水路等の流水阻害物の除去や、除草作業及び樹木管理を行い、洪
水時の正常な機能の保全を図ります。

④　内水ハザードマップによる浸水想定等の情報提供
　　内水ハザードマップの公表により、危険箇所の事前把握と豪雨時の水防
活動や避難行動の支援を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　雨水幹線整備事業（下水道施設課、都市計画課）
②　溢水対策事業（道路課、都市計画課）
③　河川管理業務（道路課）　
　
【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　集中豪雨などによる水害箇所の把握と水害被害への迅速な対応を図
り災害に強いまちづくりを推進するため、関係部局と連携して情報共
有に努めます。

②　各公共施設においても治水対策が推進されるよう各施設管理者との
　連携を図ります。
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重
点
方
針
№
３

政策分野28 雪対策 施策１ 除排雪作業の情報化・効率化

重点方針
－施策の方向性－

　ＩＣＴを活用した除雪車両の運行情報の共有や事業者と市民、行政による除排雪体制の強化などにより、情報の共有のも
とで効率的で効果的な除排雪を行います。また、私道の除雪等にも取り組み、冬期間の交通の確保に努めます。

【重点的取組】
①　道路の幅などにあわせた適正な除雪車配置
　　効率的な除雪のため、道路幅員に合わせた除雪機械を確保し、適切な配
置を行います。

②　事業者と行政による、機材体制、人的体制の整備・育成
　　除雪体制を強化するため、民間除雪機械の確保や直営除雪機械の修繕・
更新を行います。また、受託業者には、除雪オペレータ育成支援事業によ
り、オペレーターの確保・育成を支援します。

③　降雪状況や除排雪の状況などのリアルタイムな情報共有
　　市民要望に迅速に対応するため、除雪車運行システムを活用し、リアル
タイムに除雪機械の稼動状況を確認していきます。
　　また、市民と行政とが除雪情報を共有するため、除雪機械の稼動状況を
市ＨＰで配信します。　

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　除雪対策事業【道路除雪等　他】（道路課）
②　除雪対策事業【雪寒機械整備事業】（道路課）　

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　町内会等の協力による雪溜め場の確保を行い、効率的な除排雪に努
めます。　　
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重
点
方
針
№
４

政策分野28 雪対策 施策２ 除雪困難世帯の外出支援 

重点方針
－施策の方向性－

　地域での助け合いやボランティア体制を充実することで、高齢者や障がいのある人のみの世帯など、除雪困難世帯への更
なる支援を図ります。

【重点的取組】
①　地区や地域における支援体制構築に向けた取組
　　対象除雪困難世帯が同じである、町内会単位で実施しているボランティ
ア除雪と連携し、間口除雪を拡充します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　除雪対策事業【間口除雪】（道路課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　間口除雪の実施については、除雪困難世帯を把握している健康福祉
部と連携しながら、拡充を図ります。

②　間口除雪の契約については、社会福祉協議会を窓口とし、町内会の
事務軽減を図ります。
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重
点
方
針
№
５

政策分野28 雪対策 施策３ 除雪インフラの整備

重点方針
－施策の方向性－ 　歩道などの消融雪施設や防雪柵の整備推進を図ります。

【重点的取組】
①　防雪柵の整備
　　市道幹Ⅰ-32号線については、降雪時に吹溜りが出来やすいことから、
固定式防雪柵の整備を進めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　除雪対策事業【防雪柵整備事業】（道路課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
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重
点
方
針
№
６

政策分野29 都市づくり 施策1 都市基盤の整備と土地の適正利用の促進

重点方針
－施策の方向性－

 人口減少や少子高齢化の進行を踏まえ、また、環境負荷を低減する観点からも、都市機能の集約と適正な土地利用の誘導・
促進のもと、土地の有効利用を図りながら、既存の社会資本を活かした総合的かつ計画的な市街地の形成とともに市街地と周辺
地域が共生する効率的でコンパクトなまちの形成を進めます。

【重点的取組】
①　地域特性を活かした都市機能の配置
　　都市計画マスタープランに基づき、計画的な都市基盤の整備や、地域特
性を活かしながら社会経済情勢の変化に対応した持続可能なまちづくりの
推進を図ります。
　　また、各種都市計画制度を活用しながら都市づくりを進めるとともに、
効果的かつ効率的な都市基盤の整備を進めていくため必要な都市計画の決
定・変更を行い、良好で秩序ある都市の構築を図ります。

②　各地域の拠点と市街地との連携強化
　　本市中心部を核として、周辺の市街地や田園集落地域などに対する都市
的サービスの提供を行うための連携の確保や強化を図る都市構造の構築を
目指していきます。

③　適正な土地利用の誘導
　　居住機能や医療、商業施設等の都市機能の誘導や頻発・激甚化する自然
災害に対応したまちづくりを推進するため、立地適正化計画を策定し公表
するとともに、開発許可制度や建築確認制度による適正な指導を行い、良
好な宅地水準の維持や、安全・安心な居住環境の確保に努めます。　　

④　土地区画整理事業・地区計画制度を活用した住環境の向上
　　扇町土地区画整理事業について、快適な住環境の向上に努めながら、保
留地処分金等の財源確保を図り、令和５年度の換地処分完了に向けて着実
に取り組みます。
　　また、良好な環境づくりのための方針などを定める地区計画制度を活用
し、地域の実情に応じた住環境の向上を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　扇町土地区画整理事業（開発管理課）
②　立地適正化計画策定事業（都市計画課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　都市計画マスタープランの具現化を目的とした、立適正地化計画の
策定及び推進にあたっては、関係部局と連携・調整を図り進めていき
ます。

②　扇町土地区画整理事業の換地処分に伴い、町の区域・町名の変更が
生じるため、関係する市民課をはじめ庁内各課と連携するとともに、
新町名検討委員会から意見を聴取し、事業を進めていきます。
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重
点
方
針
№
７

政策分野30 道路 施策1 道路交通ネットワークの整備

重点方針
－施策の方向性－

　
　交流人口の拡大に向け、広域道路交通ネットワークの整備推進を関係機関に働きかけていきます。また、市内の交通混雑の解消に
向けて、主要な道路の整備を推進します。

【重点的取組】
①  高速・高規格道路ネットワークの構築に向けた関係機関との連携
　　広域的な連携交流の促進のため、隣県の沿線自治体と連携しながら、会津地

方の縦軸と横軸を形成する「会津縦貫道」の整備及び「磐越自動車道」の完全４
車線化の早期実現を図ることを目的に、効果的な要望活動を実施していきま
す。

② 国県道の整備促進に向けた関係機関との連携
　　会津地方の産業経済及び文化・観光の振興とともに、医療機関への緊急搬送

時間の短縮及び災害発生時の交通途絶リスクの回避等において、国県道の整
備は不可欠であることから、関係機関と連携し、整備促進に向けた効果的な要
望活動等を実施していきます。

③ 都市計画道路や幹線市道等の整備
　　本市の東西を結ぶ幹線道路である「都市計画道路 藤室鍛冶屋敷線」の整備

を継続して進めていきます。また、幹線道路の整備として、「幹Ⅱ－５号線」の観
音前交差点の混雑解消のための拡幅整備、「幹Ⅱ－13 号線」は歩道整備を進
め、さらに門田町徳久地区と国道１１８号を結ぶ「市道幹Ⅰ－２２号線」の測量設
計を進め、通学や歩行者の安全対策を進めていきます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　都市計画道路 藤室鍛冶屋敷線整備事業（まちづくり整備課）
②　市道幹Ⅱ－５号線道路整備事業（まちづくり整備課）
④　市道幹Ⅱ－13 号線道路整備事業（まちづくり整備課）
⑤　市道幹Ⅰ－２２号線道路整備事業（まちづくり整備課）　

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　都市計画道路 藤室鍛冶屋敷線は、拠点医療施設へのアクセス道路であ

り、本路線の安全性と利便性の向上を目指し、以西の県事業との連携、調
整を図りながら事業を進めます。

②　市道幹Ⅱ－５号線は接続する国道 49 号について、国や公安委員会など
関係機関と連携し、道路施設や公安施設の効率的な更新が図られるよう
努めます。
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重
点
方
針
№
８

政策分野30 道路 施策２ 身近な道路環境の整備・保全

重点方針
－施策の方向性－

　すべての人が安全で安心に利用できる道路環境を整え、適切な維持管理を行っていきます。

【重点的取組】
①身近な生活道路の整備
　　市民生活に最も身近な生活道路の整備要望に基づき、人家連担の度合い
や道路の利用状況などから整備の優先度を検討し、舗装等の整備を進めま
す。

②予防的な修繕による橋りょうやトンネルなどの長寿命化の推進
　　法定化された橋梁の近接目視点検を行うとともに、橋梁長寿命化修繕計
画に基づいた橋面補修や桁補修などの補修工事を実施します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　市道舗装整備事業（道路課）
②　道路維持修繕事業（道路課）
③　橋梁長寿命化修繕事業（道路課）
　

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　道路を占用する施設（水道・下水道・ガス）の更新や補修に伴う整
備計画について、関係部や事業者との横断的な情報交換を行い、効率
的な道路施設や占用施設の更新が図られるよう努めます。
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重
点
方
針
№
９

政策分野33 住宅・住環境 施策２ 市営住宅の管理運営

重点方針
－施策の方向性－

　低額所得者や高齢者などの住宅確保要配慮者に対して、居住のセーフティネットとして低廉で良好な住宅を提供するた
め、市営住宅の管理運営を適切に行なうとともに、長寿命化に向けた改善や建て替えを進めます。

【重点的取組】
①　市営住宅の適切な管理運営
　　入居中の方々への対応や入居者の募集、施設の維持修繕とともに、老朽
化に伴う用途廃止に向けた取り組みなどにより、適切な環境を持った市営
住宅の提供に努めていきます。

②　城前団地の建て替えの推進
　　老朽化が進行している城前団地については、住環境の改善を図るため、
ユニバーサルデザインや景観、環境などに配慮し、入居者の意向を踏まえ
ながら、建て替えを進めていきます。

③　市営住宅の長寿命化の推進
　　既存ストックを有効に活用し、市営住宅を継続して安定的に提供してい
くため、施設の長寿命化に向けた改善を進めていきます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①市営住宅管理運営事業（建築住宅課）　
②城前団地建替事業（建築住宅課）
③市営住宅大規模改善事業（建築住宅課）　

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　市営住宅については、住宅に困窮する方々などを対象としており、
高齢者や障がいをもつ方も多く入居されていることから、加齢や疾病
等の身体的な状況の変化による低層階への住み替えの実施をはじめ、
生活状況や安否の確認について、健康福祉部局との情報共有や連携を
図りながら、適切な管理運営に努めていきます。
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重
点
方
針
№
10

政策分野33 住宅・住環境 施策３ 住宅・建築物の耐震化の促進

重点方針
－施策の方向性－

　市民の安全・安心を確保し、かつ、生命と財産を守るため、地震などの災害に強い住環境の整備を推進します。

【重点的取組】
①　木造住宅耐震診断と耐震改修
　　昭和 56年以前に建てられた木造住宅について、耐震診断や耐震改修に
係る費用の支援を行い、耐震化の促進を図ります。

②　避難路沿道建築物の耐震診断
　　大地震時に倒壊し、緊急輸送路を閉塞するおそれのある沿道建築物の耐
震診断に係る費用の支援を行い、耐震化の促進を図ります。

 
③　大規模盛土造成地の変動予測調査
　　阪神・淡路大震災や東日本大震災等において、谷や沢を埋めた造成宅地
又は傾斜地盤上に腹付けした大規模な造成宅地において、盛土と地山との
境界面や盛土内部を滑り面とする盛土の地すべり的変動（滑動崩落）が生
じ、造成宅地における崖崩れ又は土砂の流出による被害が発生してきまし
た。
　　そのため、大規模な地震時における盛土造成宅地の崩落による被害から
市民の生命と財産を守るため、宅地耐震化推進事業により、「会津若松市
大規模盛土造成地マップ」を公表するとともに、現地調査により安全性を
確認し、大規模盛土造成地宅地カルテなどの情報を公表し、市民の災害に
対する意識の高揚を図ります。また、大きな被害を生じさせる恐れがある
大規模盛土造成地においては対策について検討を進めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　木造住宅耐震改修支援事業（建築住宅課）
②　避難路沿道建築物耐震診断支援事業（建築住宅課）
③　宅地耐震化推進事業（建開発管理課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　建築物の耐震診断や耐震改修に係る支援については、耐震化の促進
のため、関係部等と連携を密にして進めていきます。

②　大規模な地震時において、大きな被害を生じさせる恐れたある大規
模盛土造成地について、市民の生命と財産を守るため、変動予測調査
により作成した宅地カルテを活用し、関係部局や土地所有者等と連携
を図り、市民の災害に対する意識の高揚に努めるとともに、大きな被
害を生じさせる恐れがある大規模盛土造成地においては対策について
検討を進めます。
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重
点
方
針
№
11

政策分野34 景観 施策1 自然、歴史、市街地の特性を活かした景観形成

重点方針
－施策の方向性－

 景観計画、景観条例及び屋外広告物等に関する条例に基づき、会津若松らしい、個性豊かで魅力あふれる景観まちづくりを
推進します。

【重点的取組】
①　景観重点地区等への景観助成制度による支援
　　鶴ヶ城周辺地区や飯盛山から鶴ヶ城を望む眺望景観保全地区等の景観重
点地区や、景観まちづくり協定地区等について、市民協働による会津若松
らしい景観の形成を図るため、助成制度を活用した修景等による良好なま
ちなみ景観づくりを進めます。

②　周辺景観と調和した建築物や屋外広告物への規制・誘導
　　屋外広告物等に関する条例に基づき、屋外広告物の適切な規制・誘導を
進めるとともに、管理義務者及び安全点検に関する規定についての条例の
一部改正により安全性を確保し、助成制度を活用した既存不適格物件の是
正など、周辺景観と調和した良好な広告景観の形成を図ります。

③　史跡、名勝等の文化財を活かしたまちなみの形成
　　修景等への支援や良好な景観に対する新たな認定制度の実施、周知活動
など、景観形成への市民意識の高揚を図ることにより、史跡、名勝等の文
化財を活かした、会津若松らしい歴史的雰囲気のまちなみ形成を推進しま
す。　

④　歴史的風致維持向上計画の策定
　　歴史資源や伝統文化の保存・継承、地域資源をまちづくりに活かすた
め、歴史的風致維持向上計画の策定に向けて取組みます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　景観形成事業（都市計画課）
②　屋外広告物対策事業（都市計画課）
③　歴史的風致維持向上計画策定事業（都市計画課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　まちなか観光の推進や中心市街地活性化に寄与できるよう、歴史的
建造物や緑地等の良好な維持管理や景観まちづくり協定地区等の修景
等に対する支援など、まちなかの魅力向上につながるまちなみ景観づ
くりを進めます。

②　景観形成上重要な歴史的建造物や緑地等を「あいづまちなかアート
プロジェクト」をはじめ、さまざまなイベントで活用するなど、将来
にわたって良好に保存していくために有効な活用方法やＰＲ方法等に
ついて関係部局とさらなる連携を図ります。

③　文化課、観光課、まちづくり整備課などの関係部局と連携し、歴史
的風致維持向上計画の策定に向けて取組みます。

143



重
点
方
針
№
12

政策分野39 まちの拠点 施策3 会津若松駅前の整備検討 

重点方針
－施策の方向性－  主要交通の拠点であり、また、本市の玄関口である会津若松駅前については、交通動線（人やバス、車などの動き）等を整理しなが

ら、駅及び駅周辺施設の利用者などの利便性の向上と安全性の向上に向けた検討を進めます。

【重点的取組】
①  会津若松駅前の基盤整備の検討
　　会津若松駅前について、交通結節点機能の充実や道路交通の円滑化など、

本市の玄関口として求められる都市機能を高め、都市内及び地域間の人・物・
情報がつながり、地域の方々に親しまれる”まちの拠点”を形成するために、官
民連携により市の事業コストを抑制しながら、安全・安心で、より質の高い公共
サービスが提供できるよう駅前広場及びその周辺の都市基盤整備について検
討します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
① 会津若松駅前都市基盤整備事業（まちづくり整備課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　地域公共交通事業者（鉄道、バス、タクシー）との連携とともに、都市計

画や公共基盤（公園、道路等）については、庁内関係部局はもとより、国や
県、公安委員会との連携、中心市街地活性化対策や観光振興の取組な
ど、平成 31年3月に締結した福島県・ＪＲ東日本との包括連携協定、さら
に令和４年２月に締結したＪＲ東日本、ＪＲ貨物との覚書を踏まえ、関係課と
連携し、さらに商店街などの関係者と情報を共有しながら、会津若松駅前
の整備検討を進めます。
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令和４年度　重点方針に基づく取組の概念図（建設部）

安全、快適な基盤づくり

除雪作業の情報化・効率化
〔道路等除雪〕

総合的な治水対策
〔雨水幹線整備事業〕 都市基盤の整備

土地の適正利用の促進
〔立地適正化計画策定〕

除雪インフラの整備
〔防雪柵整備事業〕

道路交通ネットワークの整備
〔都市計画道路整備事業〕

安全で快適な憩い空間の提供
〔花と緑推進事業〕

市営住宅の管理運営
〔城前団地建替事業〕

住宅・建築物の耐震化の促進
〔木造住宅耐震改修支援事業〕

自然、歴史、市街地の特性を
生かした景観形成
〔景観形成事業〕

花と緑のスタッフ 施設所有者・管理者事　業　者

安心、共生の
くらしづくり

まちの拠点の整備
（企画政策部）

環境負荷の低減
（市民部）

地域包括ケアシステムの構築
（健康福祉部）

公共施設マネジメントの推進
（財務部）

災害に強いまちづくりの推進
（市民部）

豊かな自然環境の保全
（市民部）

子ども・子育て
（健康福祉部・教育委員会）

わかりやすい住居表示
（市民部）
国土調査の推進
（農政部）

交通・防犯体制の充実
（市民部）

【市民外部団体等との連携】

市　民
（区長会等の各種団体）

身近な道路環境の整備・保全
〔市道舗装整備事業〕

除雪困難世帯の外出支援
〔間口除雪〕

≪公園・緑地≫

≪治水≫

≪雪対策≫ 豊かで魅力ある
地域づくり

会津若松駅前の整備検討
〔駅前都市基盤整備事業〕

≪まちの拠点≫

≪住宅・住環境≫

≪都市づくり≫

≪道路≫

≪景観≫

【部局間連携】

ユニバーサルデザインの推進
（企画政策部）

歴史資源・伝統文化の保存
・継承（教育委員会）

中心市街地の魅力向上
（観光商工部）

地域資源を活用した観光振興
（観光商工部）

自然、歴史、市街地の特性を
生かした景観形成

〔歴史的風致維持
　　　　　向上計画策定事業〕

≪景観≫
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令和４年度　建設部　主要事業

重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

１

花と緑推進事業
（まちづくり整備課）

花と緑のスタッフの活動を中心に、公共施設等への花の植栽等を実施し、市民参加による「美しいまちづく
り」を推進します。さらに、花苗生産基地において、市民自らが花苗を生産し、市内の公共施設や商店街を花
で彩り、地域の緑化美化を推進します。
　また、花と緑のスタッフ、花苗生産の運営について、業務委託による民間活力を生かした取り組みを推進
し、事業の魅力向上に努めます。

公園・緑地等維持管理事業
（まちづくり整備課

都市公園81箇所、市街化区域内の開発緑地274箇所及びその他の広場 11箇所の維持管理を行います。

公園施設長寿命化事業
（まちづくり整備課）

老朽化が進行している都市公園の既存施設について、公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な改修・更新を
行い、利用者の安全確保を図ります。
　また、当初予算と併行しながら、国の経済対策による追加補正に対応した令和３年度繰越工事を令和４年度
に実施し、市内の街区公園の遊具更新を行います。

墓園・納骨堂管理事業
（都市計画課）

　都市公園、市営墓地として適切に維持管理し、良好な墓園環境を維持します。
　また、多様化する現代社会の要望に応えるため、納骨堂を適切に維持管理し、良好な施設環境を維持しま
す。
　令和４年度も継続して大塚山墓園内の墓所増設等の整備を行います。
　また、大塚山納骨堂増設のための実施設計を行います。

２

雨水幹線整備事業
（下水道施設課、都市計画

課）

　浸水箇所において、雨水幹線を整備し、浸水被害の軽減を図ります。
　令和４年度は南四合雨水幹線及び八角６号雨水幹線の整備と鶴ヶ城１号雨水幹線の整備に向けた調査を行い
ます。

溢水対策事業
（道路課、都市計画課）

　水路等の本来の機能を維持し、浸水被害を解消するため、水路の整備や土砂のしゅんせつ等を行います。

河川管理業務
（道路課）

　河川区域内の除草や立木伐採を行い、洪水時の正常な機能の確保を図ります。
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重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

３

除雪対策事業
【道路除雪等　他】

（道路課）

　直営及び民間除雪機械等により除排雪作業を行います。
　令和４年度も除雪機械の確保を継続し、車道幅員等に沿った配車を行い、市ＨＰによる　除雪機械の稼動状
況配信を継続して行います。また、受託業者には、除雪オペレータ育成支援事業により、オペレータの確保・
育成を支援します。

除雪対策事業
【雪寒機械整備事業】

（道路課）

　冬期間の除排雪作業を行う直営除雪車両（雪寒機械）について、耐用年数の経過した車両を順次更新し、万
全な除雪体制を整えます。
　また、除雪機械購入は、令和３年度繰越のため令和４年度に納入し、除雪機械の更新を行います。

４
除雪対策事業
【間口除雪】
（道路課）

　高齢者や障がいのある人のみの世帯などの除雪困難世帯の方々を対象に間口除雪を行います。
　令和４年度も社会福祉協議会と連携しながら間口除雪を継続して実施します。　

６

扇町土地区画整理事業
（開発管理課）

　土地区画整理事業の区域（施行面積 107.3ha)において、令和５年度の換地処分完了に向け、主に換地計画策
定業務を推進します。

立地適正化計画策定事業
（都市計画課）

　居住機能や医療、商業施設等の都市機能の誘導や頻発・激甚化する自然災害に対応したまちづくりを推進す
るため、立地適正化計画の策定に取り組みます。
　令和４年度は、住民説明会やパブリックコメント等により、市民等からの意見聴取を行い、計画の策定・公
表を行います。
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重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

７

都市計画道路
藤室鍛冶屋敷線整備事業
（まちづくり整備課）

　会津地域の中核的な医療施設である竹田綜合病院への導線として、また中心市街地と市街地西部地区及び北
会津地区を結ぶ主要な幹線道路として重要な役割を担う都市計画道路藤室鍛冶屋敷線を整備します。
　令和４年度は、本町工区の事業用地確保を進めます。

市道幹Ⅱ－５号線
道路整備事業

（まちづくり整備課）
　会津若松インターチェンジと市街地を連絡し、国道49号にアクセスする幹線道路として整備を進めます。
　令和４年度は、国道49号観音前交差点改良工事を進めます。

市道幹Ⅱ－13号線
道路整備事業

（まちづくり整備課）

　門田地区の幹線道路として歩行者空間を確保するための整備を進めます。
　令和４年度は、歩道橋設置工事を実施します。

市道幹Ⅰ-22号線
道路整備事業

（まちづくり整備課）

　門田町徳久地区と国道 118号を結ぶ幹線道路として歩行者空間確保ための整備します。
　令和４年度は、測量設計を実施します。

８

市道舗装整備事業
（道路課）

　市民生活に最も身近な生活道路の未整備路線について、整備要望に基づき、令和４年度から令和８年度まで
の５年間の整備計画を策定し、人家連担の度合いや、道路の利用状況などから整備の優先度を検討し、舗装等
整備を実施します。
　令和４年度は、優先度に基づく舗装等整備を継続して進めます。

道路維持修繕事業
（道路課）

　道路の安全性を確保するため、パトロールや維持管理のための業務委託及び修繕工事（側溝・舗装補修、災
害防除、緊急補修工事等）を行うとともに、必要な資材を購入します。
　令和４年度についても、業務委託や修繕工事、必要な資材購入を継続して行います。

橋梁長寿命化修繕事業
（道路課）

　老朽化する道路橋の増大に対応するため、長寿命化修繕計画に基づき、維持管理コストの縮減と事業費の平
準化を図るとともに、予防的な修繕や計画的な架替えを行い、道路の安全性を確保します。
　令和４年度は、法定化された橋梁点検業務委託及び舟子橋の橋梁補修工事や城北こ線橋外の詳細点検を実施
します。
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重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

９

市営住宅管理運営事業
（建築住宅課）

　市営住宅を適切に管理提供するため、入退去管理、使用料の賦課・徴収、空家修理、計画的修繕、用地管理
などのほか、市営住宅管理員による日常の巡回や訪問、使用料滞納者に対する納付指導、法的措置等により、
適正な管理を図ります。
　また、見直しを行った市営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化した住宅の用途廃止や、借地の取得に向けた
取組を進めます。
　令和４年度管理戸数（４月1日現在）25団地2,442戸。

城前団地建替事業
（建築住宅課）

　城前団地の市営住宅は、その多くが建設から 50年程度経過し、老朽化が進行していることから、施設を建て
替えて更新することにより、住環境の改善を図ります。
　令和４年度は、令和４～５年度継続の更新住宅第４棟２階建て 16戸の建設に着手するほか、令和５年度に着
手予定の集会所の実施設計、及び既存住宅の解体を実施します。

市営住宅大規模改善事業
（建築住宅課）

　市営住宅の外壁劣化部や屋上防水等及び、電気設備や給排水設備等を改善し、経年により低下した安全性や
居住性の向上を図ります。
　令和４年度は、城西団地第３棟（５階建て20戸）の改善を実施します。

10

木造住宅耐震改修支援事業
（建築住宅課）

  昭和 56年以前に建てられた木造住宅について、耐震診断や耐震改修に係る費用の支援を行い、耐震化の促進
を図ります。
　令和４年度においても引き続き、耐震診断や耐震改修に係る費用の支援を実施します。

避難路沿道建築物耐震診断
支援事業

（建築住宅課）

  大地震時に倒壊し、緊急輸送路に指定された国道 118号を閉塞するおそれのある沿道建築物の耐震診断に係る
費用の支援を行い、耐震化の促進を図ります。
　令和４年度においても引き続き、耐震診断に係る費用の支援を実施します。

宅地耐震化推進事業
（開発管理課）

　令和２年３月６日に「会津若松市大規模盛土造成地マップ」を市ＨＰにて公表し、令和２年度から、大規模
盛土造成地30箇所について、造成年代や、地形・地質の概要を調査し宅地カルテの作成を行った。
　第二次スクリーニング優先度評価により、令和２年度に葉山地区、令和３年度に高塚地区の地盤調査・安定
計算を実施した結果、高塚地区の安全率が１を下回ったことから、令和４年度は高塚地区の対策工法の選定、
造成宅地防災区域の指定、及び A2葉山地区の地盤調査・安定計算を実施する。

11 景観形成事業
（都市計画課）

　会津若松らしい景観を「まもり」「つくり」「そだてる」ため、景観計画及び景観条例に基づき、令和４年
度においても引き続き市民協働による各種景観施策を実施します。
・美しい会津若松景観助成制度を活用した景観重点地区等の修景等への支援
・新たな景観認定制度の円滑な導入、実施
・景観に対する市民意識啓発のため良好な景観についてのＰＲ活動の実施　
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重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

屋外広告物対策事業
（都市計画課）

本市独自の屋外広告物等に関する条例に基づき、令和４年度も、屋外広告物の適正な規制、誘導や既存不適格
物件の是正・指導等を実施します。

歴史的風致維持
向上計画策定事業
（都市計画課）

　史跡、名勝等の文化財や歴史的建造物とともに、伝統行事、祭礼等の人々の活動が醸し
出す情緒や風情も景観の一部と捉え、これらを活かしたまちづくりを推進するため、歴史
的風致維持向上計画の策定に向け取組みます。

12
会津若松駅前都市基盤

　　整備事業
（まちづくり整備課）

　会津若松駅前広場及びその周辺区域について、市民や観光客の利便性の向上と施設利用者の安全性を確保す
るため、交通動線（人やバス、車などの動き）等を整理しながら、本市の玄関口として求められる都市機能の
充実を図ります。
　令和４年度においては、会津若松駅前広場及びその周辺区域の魅力向上を図るため、都市基盤整備の具現化
について検討し、まちの拠点を形成するため、会津若松駅前都市基盤整備事業の方向性を検討します。
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令和４年度　会計課　行政運営方針

Ⅰ　会計課　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１
41　行政運営 ２　社会の変化に対応していく行政運営

２

【令和４年度　様式】
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野41 行政運営 施策２ 社会の変化に対応していく行政運営

重点方針
－施策の方向性－

　法令に基づき適正で迅速な会計処理と安全で効率的な公金管理を行うとともに、緊急性や優先度に応じた柔軟な事務処理
に努めます。

【重点的取組】
①　市の支出に関する帳票を審査確認し支払いをします。
②　決算書を調製し、歳入簿や歳出簿等を適正に保管します。
③　法令に基づき現金や物品の出納、保管の会計事務を行います。
④　公金を安全に運用し、保管するとともに資金確保に努めます。
⑤　公有財産の記録管理を行います。
⑥　市内各金融機関の公金の取扱等の検査を実施します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　会計管理に関する業務

【部局間連携／市民協働／官民連携】

　

重
点
方
針
№
２

政策分野41 行政運営 施策２ 社会の変化に対応していく行政運営

重点方針
－施策の方向性－

　迅速かつ正確に収入金額を集計・確定し、各収入科目ごとの個人の収納データを作成します。

【重点的取組】
①　指定金融機関から送付される納入済通知書等をＯＣＲ機器（光学式文字
読取機器）を使用して読み取り、効率的に収入管理業務を行います。

②　市の収入に関する口座振替データの金融機関との受渡しについて、主と
してより安全なデータ伝達方式であるデータ伝送システムによる運用を行
います。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　収入管理業務（会計課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
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令和４年度　重点方針に基づく取組の概念図

市民・事業者（国・県等を含む。）等

　　　　　　　　　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　　　

                                （支出命令）　　　　 　　 　　　　　 （収入調定）

　　　　　

 公金
 管理

支出帳票の審査確認
（支出負担行為の確認・支出命令の審査確認）

支
出

収
入

収入金額の集計・確定
（ＯＣＲ機器による読取等）

予　算　の　執　行　（　事　業　の　実　施　）

現　金　出　納

資金運用 銀行検査

金融機関(指定金融機関、収納代理金融機関)

口座振替
データ伝送

決算書
の調製

会計帳票
の保管

公有財産
の記録

会計
管理者

（会計課）

各所属

市
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令和４年度　会計課　主要事業

重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

1 会計管理に関する業務
（会計課）

　支出負担行為の確認及び支出命令の審査確認、公金の出納業務、公金の管理業務、決算の調製を行います。
　法令に基づき適正で迅速な会計処理と安全で効率的な公金管理を行うとともに、緊急性や優先度に応じた柔
軟な事務処理に努め、正確な決算の調製に取り組みます。
　デジタルガバメント推進に向けて、会計業務における事務の効率化、及び、会計伝票の電子決裁化に係る先
進事例調査を行います。

2 収入管理業務
（会計課）

　ＯＣＲ機器（光学式文字読取機器）により納入済通知書の集計及び収入金額の確定を行い、収支日報の数値
を確認して各収入科目ごとの個人の収納データを作成します。
　また、収納データの読取り業務を委託し、効率的な収入管理業務に取り組みます。
　市税等を口座振替で納付する場合は、当該市と金融機関との口座振替データの受渡しを、主としてより安全
な伝達方式である伝送（電気通信回線を介してデータを送ること）によるデータ伝送システムで運用します。
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令和４年度　議会事務局　行政運営方針

Ⅰ　議会事務局　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１ 41　行政運営 ３　行政サービスの最適化と利便性向上

【令和４年度　様式】
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野41 行政運営 施策 行政サービスの最適化と利便性向上

重点方針

－施策の方向性－

議会活動・議員活動が円滑に推進できるようサポートし、市民全体の福祉の向上を目指します。

【重点的取組】

①　市民に開かれた議会運営の推進

　　公正性及び透明性を確保するとともに、適切な情報公開を行い、市民に

開かれた議会を目指します。

②　市民参加の機会の拡充

　　市民との意見交換会や委員会での意見陳述機会の確保などを通して、市

民の多様な意見を把握し、政策形成に適切に反映できるよう、市民参加の

機会を拡充します。

③　政策提案・政策立案機能の強化

　　把握した市民の多様な意見をもとに調査研究等を推進し、政策提案、政

策立案機能の強化に努めます。

④　市政運営の監視・評価

　　市民本位の立場から、本会議、委員会での審議等を通して、適正な市政

運営が行われているかを監視し、評価します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照

①　通年議会の導入（議会事務局）

②　政策活動の推進（議会事務局）

③　広報広聴機能の充実（議会事務局）

④　議会のＩＣＴ化の推進（議会事務局）

【部局間連携／市民協働／官民連携】

①　市民との意見交換会や委員会での意見陳述機会の確保などにより市

民の多様な意見を把握し、それらの意見を起点として議会内での議論

や政策形成につなげる取組を進めます。また、市民に対し議会活動や

議員活動の周知に努めます。
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令和４年度　重点方針に基づく取組の概念図
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・市民に開かれた議会運営の推進
・市民参加の機会の拡充
・政策提案・政策立案機能の強化
・市政運営の監視・評価

議　会

条例・予算などの議案提出

議案の議決
市政運営の監視・評価
政策提案・政策立案

市　長

市民意見の把握
・市民との意見交換会
・広報議会モニター

市　　民
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令和４年度　議会事務局　主要事業

重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

１

通年議会の導入

（議会事務局）

　定例会の会期を１年間とする通年議会の導入を進めます。

　通年議会を導入することにより、常に議会が活動能力を有することとなります。議会活動、委員会活動の充

実をとおして、市政の監視・評価機能及び政策提案・政策立案機能の強化を図り、市民福祉の向上に努めま

す。

１

政策活動の推進

（議会事務局）

　議会における政策提言・政策立案機能の強化のため、常任委員会及び議会運営委員会の委員が、行政諸課題

の解決や地域づくり等における先進的な取組を行っている事例の調査や、学識経験者から専門的な知見を伺

い、意見交換を行う等の、政策研究を行います。

　新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえながら、Ｗｅｂ会議システムを活用したオンラインによる先

進地調査や専門的知見を活用したセミナーを積極的に実施します。

１

広報広聴機能の充実

（議会事務局）

　新型コロナウイルス感染症の感染対策を講じながら、市民との意見交換を行う場として、年２回、市内15か

所において地区別意見交換会を開催します。また、聴取した市民意見の分析を行い、政策サイクルの充実につ

なげます。

　具体的な政策課題に関する調査研究のため、必要に応じて関係団体等との分野別意見交換会を開催します。

　広報議会モニターへのアンケート結果などを踏まえ、「広報議会」の紙面の改善・充実を図るとともに、点

字版広報議会の作成など、わかりやすい議会活動・議員活動の周知に努めます。

１
議会のＩＣＴ化の推進

（議会事務局）

　議員にタブレット端末を貸与し、議会のＩＣＴ化を推進し、迅速かつ効率的に情報伝達や情報共有を図ると

ともに、災害時の安否確認や感染症まん延時のオンライン会議の開催等、議会活動の業務継続に資する環境を

整えます。
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令和４年度　教育委員会　行政運営方針

Ⅰ　教育委員会　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１

２　学校教育

１　確かな学力の育成

２ ２　豊かな心の育成

３ ３　健やかな体の育成

４ ４　特別支援教育の充実

５
３　教育環境

１　就学環境の充実

６ ２　学校環境の充実、整備

７
４　地域による子ども育成

１　子どもと子育て家庭を支える地域づくり

８ ２　青少年の健全育成

９

５　生涯学習

１　生涯学習活動の支援

10 ２　読書活動の推進

11 ３　地域における社会教育の推進

12
６　スポーツ

１　スポーツ機会の充実

13 ２　スポーツ環境の充実

14

７　歴史・文化

１　地域の文化力を醸成する文化、芸術の振興    

15 ２　地域の歴史・文化を育む環境づくり

16 ３　歴史資源・伝統文化の保存・継承

【令和４年度　様式】
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野２ 学校教育 施策１ 確かな学力の育成

重点方針
－施策の方向性－

　子どもたちが、学力の基礎となる知識を確実に身に付け、それらを活用して課題を解決する力を育成します。加えて、子
どもたちが学ぶ喜びや楽しさを実感し、主体的に学習に取り組む姿勢を養います。
　また、「学力向上推進計画」に基づき、学校と家庭が連携して学力向上に取り組みます。

【重点的取組】
①　あいづっこ学力向上推進計画に基づく学力向上策の推進
　　これまでの学力向上推進の取組の更なる充実を図るとともに、新学習指
導要領に基づき、長期的かつ総合的な視点から人材育成を進めていくた
め、将来を展望した学力向上推進事業に取り組んでいきます。

　　特に、本市教員が作成した本市独自の学力調査（チャレンジテスト）を
実施し、各学校の学力向上対策の自己評価・指導改善の材料とするととも
に、問題作成をとおして教員の指導力向上を図ります。

②　地域とともにある学校づくり～コミュニティ・スクール（学校運営協議
会を設置した学校）～

　　全ての市立学校に設置した学校運営協議会の充実に向け、「（仮称）学
校運営協議会連絡協議会」を設置するなど推進体制を整備します。

　　また、学校運営協議会と地域学校協働本部との連携・協働による地域総
ぐるみで子どもたちを育てる環境づくりを推進します。

③　社会の変化に対応した学校の体制づくり
　　魅力ある学校づくりを目指し、市立学校への小規模特認校制や義務教育
学校制の導入などについて、学校運営協議会からの意見等を踏まえ、有識
者や市民、学校関係者等の知見を活用しながら検討していきます。

④　複雑化・多様化した課題を解決するための体制整備
　　いじめ・不登校などの生徒指導上の課題や特別支援教育の充実への対応
など、学校の抱える課題の複雑化・多様化に伴い、心理や福祉に加え、法
的課題に対応するためのサポート体制として整備したスクールロイヤーと
連携して取り組みます。

⑤　情報活用能力の育成
　　「市教育ＩＣＴ推進プラン」に基づき、児童生徒１人１台の学習用タブ
レット端末を活用し、ＩＣＴ機器の技能操作はもとより、たくさんの情報
の中からその信頼性を吟味し、必要な情報や有用な情報を取捨選択できる
よう情報活用能力の向上に向けて、教科等を横断して、学校全体で取り組
んでいきます。

　　また、小学校において各教科の特質に応じて、コンピュータの基本
的な操作の習得や、プログラミングの体験を通して論理的思考力を身
に付けるための学習活動の実践に取り組みます。

⑥　グローバル化に対応した教育の推進
　　児童生徒の英語でのコミュニケーション能力の素地を養い、国際理
解・国際感覚を育むため、中学校区を基本としたグループごとに外国
語指導助手を配置し、小学校と中学校との接続を強化します。

⑦　学習意欲（チャレンジ精神）の向上
　　各種検定（漢字検定・英語検定・数学検定）への受検を推進し、子
どもたちの失敗に恐れず、物事にチャレンジする精神を養い、成功体
験を通して学習意欲（チャレンジ精神）の向上を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　あいづっこ学力向上推進事業（学校教育課）
②　学校運営協議会運営事業（学校教育課）
③　外国語指導助手等活用事業（学校教育課）
④　スクールロイヤー事業（学校教育課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　学力向上のためには、児童生徒を取り巻く学校、家庭、地域と教育
委員会及び関係機関等が共通理解のもと、連携することが重要である
ことから、それぞれの役割と強みを活かし、様々な視点から学力向上
のアプローチを図ります。
②　学校と地域の団体や人材、家庭との連携を図るため、地域学校協働
本部と連携し、取り組んでいきます。
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重
点
方
針
№
２

政策分野２ 学校教育 施策２ 豊かな心の育成

重点方針
－施策の方向性－

　自分や他者を大切にする心や自己肯定感を育み、「あいづっこ宣言」の精神を基盤とした規範意識を高めます。また、ふ
るさと会津に誇りと愛着を持ち、たくましく生きる人材を育成します。
　さらに、子どもたちの生命を守り、学校を安心して学べる場所とするため、学校、家庭、地域、関係機関、行政等の連携
により、いじめや不登校などの未然防止、早期対応に取り組みます。

【重点的取組】
①　豊かな心を育成する教育の推進
　　本物に出会い本物に学ぶ機会を創出し、心に残る感動体験を通じ「憧
れ」や「郷土への誇り」といった子どもたちの豊かな心の育成に取り組み
ます。

　　また、子どもたちが自らあいさつをするなど、各学校で「あいづっこ宣
言」の項目について具体的な行動目標を掲げ、実践につなげていきます。

②　ふるさと会津の精神の継承
　　会津を学ぶ講座や体験事業を通して、ふるさと会津に誇りをもつ人材の
育成を進めていきます。また、戊辰150周年を迎えたことを契機とし、会
津の戊辰の歴史について各学校で授業で取り組むことができるよう作成し
た「戊辰戦争から郷土会津を学ぶ」授業カリキュラムを活用し、伝統や文
化を尊重し、郷土を愛するとともに、それらを誇りに思い尊重する態度を
育成していきます。

③　読書を通じた創造性や感受性の育成
　　読書を通して感性と想像力を磨き、豊かな心と確かな学力を身に付けた
子どもの育成を図るため、学校図書館の充実等、子どもたちの読書環境を
整備していきます。また、中学校区ごとに学校図書館支援員を配置し、読
書好きな児童生徒を増やすとともに、授業における積極的な図書館の活用
を通して、豊かな想像力、表現力や読解力を育成していきます。

④　不登校やいじめ防止に関する相談支援体制の充実
　　いじめ、不登校、虐待等に適切に対応するために、専門的な知識や経験
を有するスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置や教
育相談体制の充実を図り、児童生徒やその保護者からの相談に応じるとと
もに、いじめ等の根絶に向けて市民一丸となって取り組むための体制を整
備します。

　　さらに、いじめや不登校などの児童生徒を支援するため、健康福祉部や
関係部局との連携や協力体制を強化し、支援体制の充実を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　あいづっこ人材育成プロジェクト事業（学校教育課）
②　適応指導・教育相談事業、スクールカウンセラー等活用事業（学校
教育課）
③　いじめ防止等対策事業（学校教育課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　健全な青少年を育成するためには、基盤となる家庭の教育機能が重
要であることから、家庭の果たす機能や役割について理解が図られる
よう関係団体と協力・連携しながら事業を展開していきます。
②　いじめ防止や不登校の未然防止のため、健康福祉部や関係機関と連
携を図りながら、地域一体で取り組んでいきます。
③　人材育成を図るには長期的な視点で実施する必要があることから、
「あいづっこ映画から学ぶ運営協議会」などの関係機関と官民連携に
より取り組んでいきます。
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重
点
方
針
№
３

政策分野２ 学校教育 施策３ 健やかな体の育成

重点方針
－施策の方向性－

　子どもたちが運動の楽しさや喜びを実感できる機会をつくり、心身の健康の保持増進による健やかな子どもの育成を図り
ます。
　また、安全安心な学校給食の提供はもとより、学校給食費の公会計化や学校給食を通じた食育の推進を図ります。

【重点的取組】
①　子どもたちの体力の向上                                         
　　子どもたちの体力や健康状態を各調査によって把握し、各学校における
体力向上推進計画に基づいた教育活動の実践とともに、様々な手法や各種
支援による体力の向上と健康の保持増進を図ります。特に、体力・運動能
力テストの結果等をもとに、児童生徒の体力の実態を的確に把握し、計画
の見直しや改善を図り、一層の体力向上と健康の保持増進に努めます。

②　部活動のあり方～適正な運営体制整備～
　　部活動において自らをより高めるという本来の目的を達成するととも
に、生徒や指導する教員にとって望ましい環境を構築するという観点に立
ち、地域、学校、競技種目等に応じて多様な形で最適に実施されることを
目指して策定した「会津若松市部活動に関する方針」に基づき、「部活動
指導員」を配置し、適切な運営のための体制整備に取り組みます。

　　また、少子化が進展する中、学校の枠を越え、地域団体と連携しながら
活動することにより、生徒の競技力や技術の向上を図るとともに、生徒の
自主性、協調性、連帯感の高揚と社会性の形成を図るため「部活動週末合
同練習会」の取組において、関係機関と連携し、実施種目及び参加校を増
やすなど、拡充を図ります。

　　さらに、令和３年度に設置した「部活動連絡協議会」において、休日の
地域部活動への移行を含めた持続可能な部活動のあり方について協議を進
めていくとともに、引き続き休日の部活動の段階的な地域移行に向けて
「地域運動部活動推進事業」を県と連携して実践研究を行います。

③　生き抜く力を育む安全防災教育の推進
　　安全・安心な環境のもとで、児童生徒が日々の生活に意欲的に取り組
み、自己の成長を実感することができるように、生活状況の把握と指導に
努めるとともに、家庭との連携に努め、放射線教育を継続し、望ましい生
活習慣の形成を図ります。

　　また、地域ぐるみで子どもの安全を守る環境の整備や、子ども自身に危
険予測や回避能力を身に付けさせる実践的な安全防災教育を推進します。

④　学校給食費の公会計化
　　私会計の学校給食費について、保護者の利便性の向上や教員の業務
負担の軽減、徴収・管理業務の効率化等を図るため、公会計化の実施
に向け、保護者等への周知や制度の整備に取り組んでいきます。

⑤　新型コロナウイルス感染症対策
　　児童生徒や教職員の健康管理のため、基本的な感染症対策の実施や
集団感染リスクへの対応などに取り組むとともに、必要な保健衛生用
品の配備を行います。

⑥　安全・安心な給食の提供と食育の推進　
　　県費学校栄養士の未配置校に対する市独自の栄養士の配置や市主催
アレルギー対応研修会を行うことにより、安全・安心な学校給食の提
供と、地産地消等の食育の推進を図ります。

⑦　給食施設・設備の計画的な修繕や運営方法の検討　
　　安全・安心な学校給食を提供するため、17か所の学校給食施設の
再編・整備や運営手法のあり方について検討していきます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　部活動運営体制構築事業（学校教育課）
②　学校給食費公会計化事業（学校教育課学校保健給食室）
③　学校保健管理事業（学校教育課学校保健給食室）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　部活動の適正な運営体制を整備するため、学校の枠を超え、市体育
協会や中学校体育連盟など地域団体と連携し、協働で取り組んでいき
ます。
②　児童生徒の安全を守るため、学校の登下校時の安全活動をしている
地域ボランティア団体と連携し、地域が一体となって取り組んでいき
ます。
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重
点
方
針
№
４

政策分野２ 学校教育 施策４ 特別支援教育の充実

重点方針
－施策の方向性－

　特別な支援を必要とする子どもたち一人ひとりに寄り添った、きめ細かな支援及び環境整備を行い、学びを通して自立や
社会参加に必要な力を育みます。

【重点的取組】
①　合理的な配慮に基づく学習環境の整備
　　心身に障がいをもつ子どもたちが、それぞれに適した教育を受け、将来
自立した生活を送ることができるよう、教育支援委員会における就学判断
や相談体制の充実を図るとともに、特別支援教育支援員を学校に配置し、
個別の支援に努めます。

②　早期からの教育相談及び支援
　　特別支援担当教育相談員による巡回相談を実施し、幼稚園教職員等への
指導、助言、理解啓発や保護者からの相談を実施し、就学移行期等におけ
る支援の充実を図ります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　教育支援委員会事業（学校教育課）
②　特別支援教育支援員事業（学校教育課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　特別支援教育における一貫した支援の仕組みづくりのため、市地域
自立支援協議会等において関係部局と連携を図りながら取り組んでい
きます。また、医療的ケア児に対する安全を確保するため、医療的ケ
ア運営協議会を核として、より安全な医療的ケアの充実に努めていき
ます。
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重
点
方
針
№
５

政策分野３ 教育環境 施策１ 就学環境の充実

重点方針
－施策の方向性－

　子どもたちが等しく義務教育を受けることができるようにするため、経済的理由や通学環境などから、児童及び生徒の就
学に支障をきたす状況にある保護者などに対して必要な援助を行います。

【重点的取組】
①　就学援助を必要とする子どもへの支援
　　経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費、学
校給食費、医療費等を支給します。また、援助を必要とする保護者へ適切
な時期に支援が行われるよう、新入学児童生徒学用品費等の入学前支給を
実施します。

②　子どもたちの通学に対する支援
　　通学区域内における遠隔地及び通学困難地区に居住する児童生徒に対し
て、通学距離等による保護者の負担を軽減し、義務教育の円滑な運営を図
ります。　

③　私立学校等の振興
　　市内の私立学校に在学する子どもたちに係る就学上の経済的負担の軽減
を図るとともに、私立学校の経営の健全性を高め、教育環境の向上を支援
します。

                                                                    

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　就学援助事業（学校教育課）
②　スクールバス運行事業（教育総務課）
③　遠距離通学助成事業（教育総務課）
④　私立学校運営補助事業（学校教育課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　就学援助を必要とする保護者が支援を受けることができるよう、関
係部局及び関係機関等と連携し、情報共有を図りながら取り組んでい
きます。
②　スクールバス運行業務において、大戸地区及び湊地区の一部コース
については健康福祉部と連携し、バス等の余剰席を活用して、乗車を
希望する高齢者の混乗事業を行います。　
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重
点
方
針
№
６

政策分野３ 教育環境 施策２ 学校環境の充実、整備

重点方針
－施策の方向性－

　子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、計画的な学校施設の耐震化を進め、さらに、予防保全の視点から施設や設
備の適切な維持管理や改修を行います。
　また、新学習指導要領や各学校の特色、教育目標、教育課題等に対応した適切な教材や図書及び教育ＩＣＴ環境の整備を
進めます。

【重点的取組】
①　学校施設の耐震性の確保
　　耐震補強や改築工事により校舎等の構造体の耐震性を確保したことか
ら、今後は、窓ガラスの飛散防止フィルム貼付やバスケットゴールの改修
など、非構造部材の安全対策を推進します。

②　学校施設の適切な維持
　　児童生徒が快適に学校生活を送ることができるよう、施設や設備の適切
な維持管理に努め、あわせて教育環境の充実を図るため、学校トイレの環
境改善に努めます。
③　必要な教材、機器の整備
　　教育活動に必要な教材等（活動用品・修理費含む）の整備に務めます。
④　児童生徒の安全確保
　　通学路の安全対策並びに交通事故防止に対する総合的な施策を推進し、
児童生徒の登下校時の安全確保を図るため、令和３年度に防犯の視点を加
え改訂した「市通学路交通安全・防犯プログラム」により、通学路の安全
確保を計画的に進めるとともに、引き続き関係機関が連携して通学路にお
ける危険箇所の合同点検を実施し、継続的、計画的に通学路の安全確保に
取り組んでいきます。

　　また、各学校の登下校時の安全活動を行っている交通教育専門員や地域
ボランティア団体との連携を図るとともに、警察や道路管理者等の関係機
関の協力を得ながら、児童生徒の安全確保を推進します。
⑤　教育ＩＣＴ環境の推進
　　「ＧＩＧＡスクール構想」により整備された１人１台学習用タブレット
端末など、学校教育でのＩＣＴの有効活用に向けて、「市教育ＩＣＴ推進
プラン」に基づく教育ＩＣＴ環境整備を推進し、児童生徒の情報活用能力
の育成とＩＣＴを活用した多様な方法による学習の促進、教職員のＩＣＴ
活用・指導力向上に取り組んでいきます。

　　また、機器を安定的に運用していくにあたって教職員の負担を軽減して
いくため、教育ＩＣＴ環境の総合サポート体制を構築していきます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　学校施設耐震化事業（教育総務課）
②　学校維持管理費（教育総務課）　
③　通学路安全推進事業（学校教育課）
④　教育ＩＣＴ環境推進事業（学校教育課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　通学路の安全性を確保するため、国、県、市の道路管理者、警察
署、学校関係者、地域が連携して総合的に施策を推進していきます。
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重
点
方
針
№
７

政策分野４ 地域による子ども育成 施策１ 子どもと子育て家庭を支える地域づくり

重点方針
－施策の方向性－

　地域社会の中で安心して子育てができ、一人ひとりの子どもたちが健やかに成長することができるよう、地域で子育てを
支える意識づくりや交流機会の創出等を推進します。

【重点的取組】
①  学校と地域、家庭との連携・協働
 　 公民館が中心となり、家庭、地域、学校が連携・協働し、地域住民・各
種団体等の参画を得て、子どもたちの登下校の見守りや、学校行事や野外
授業の手伝いなど、学校教育の活動を地域総ぐるみで支援していく地域学
校協働活動を推進します。

    また、コミュニティ・スクールと連携して安定的に活動支援が継続でき
  るよう、地域と学校をつなぐ地域学校協働活動推進員と協力して、地域学
  校協働本部の立ち上げを進めます。
②　地域の教育力を活用した子どもたちの育成支援の充実
　　児童の放課後の時間を活用した活動である放課後子ども教室を充実させ
るため、学校や地域住民・団体等と連携しながら、地域住民を指導者とし
た体験学習などを実施し、子どもたちが地域社会の中で、心豊かに健やか
に育まれる環境づくりに取り組みます。

③　地域や家庭における読書の推進
　　第三次子ども読書活動推進計画（「あいづっこ読書活動推進計画」）に
基づき、家庭を中心とし、学校、ボランティア団体等の連携のもと、子ど
もの読書活動の推進に取り組みます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　地域学校協働本部事業（生涯学習総合センター・地区公民館）
②　子ども読書活動推進事業（生涯学習総合センター）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　地域学校協働本部と学校運営協議会（コミュニテイ・スクール）
は、担当部署間で緊密に連携し一体的に進めます。
②　地域のボランティアの発掘・育成に努め、健康福祉部と連携し、こ
どもクラブとの一体型の放課後子ども教室の整備を図ります。
③　読み聞かせ講座受講生等からなる子ども読書活動支援ボランティア
と協働しながら、健康福祉部と連携しブックスタート事業に取り組み
ます。
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重
点
方
針
№
８

政策分野４ 地域による子ども育成 施策２ 青少年の健全育成　

重点方針
－施策の方向性－

　會津藩校日新館の教えである「ならぬことはならぬ」に代表される会津の精神を踏まえて策定した「青少年の心を育てる
市民行動プラン“あいづっこ宣言”」を青少年健全育成の柱とし、地域ぐるみで青少年を育みます。

【重点的取組】
①　“あいづっこ宣言”の普及啓発
　　家庭・学校・地域及び青少年育成に関する団体との連携など市民一丸と
なった取組みにより宣言の普及啓発に努め、青少年の健全育成を図りま
す。とりわけ、小中学校においては、教育課程上に宣言に基づく具体的な
行動目標の設定、並びに宣言に込められた内容や自分の取り組みを常に確
認できるような携行版リーフレットの作成・配布などにより、宣言の理解
を深めるとともに、その実践につなげていきます。また、大人版リーフ
レットや、令和３年度に宣言策定 20周年として取り組んだ宣言の紹介動
画の制作・配信をはじめとする各種事業の有効活用を図りながら普及啓発
を進め、宣言に込められた内容の理解促進に努めます。
②　少年の非行防止
　　少年センターを拠点とした街頭補導による「愛の一声」活動等をより効
果的なものとするため、巡回コースの見直しを行います。そして、公用車
による郊外大型店等を巡回する「あいづっこ青色パトロール」と合わせた
「見せる補導」の取り組みを継続します。さらに青少年の健全育成に悪影
響を及ぼし非行の誘因となるような有害環境の浄化活動等を通して、少年
の非行・被害防止や青少年の健全育成活動を進めていきます。
③　青少年関係団体の活性化
　　心豊かで創造性にあふれ、自分自身を大切にするとともに、社会規範を
守り他者の立場に立って考え行動できる青少年を育成するために、家庭、
学校、地域との連携を図るとともに、「青少年育成市民会議」や「子ども
会育成会」等の青少年関係団体が抱える課題等の情報共有に務めながら、
活動の充実、組織の活性化を支援し、青少年の健全育成を推進します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①青少年の心を育てる市民行動プラン事業（あいづっこ育成推進室）　
②少年センター運営事業（あいづっこ育成推進室）
③青少年健全育成事業（あいづっこ育成推進室）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　あいづっこ宣言の普及啓発のため、家庭、学校、地域関係団体のほ
か、市民ボランティアや学生など多様な主体の参画を得ながら、協働
での広報活動を進めていきます。
②　少年センター運営事業にあたっては、安全・防犯の面から市民部
局・関係機関等と連携を図っていきます。
③　青少年健全育成の効果的な推進を図るため、庁内関係部局と必要に
応じ連絡会議を開催したり、家庭、学校、地域関係団体等がそれぞれ
の役割に応じ、連携・協働していきます。
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重
点
方
針
№
９

政策分野５ 生涯学習 施策１ 生涯学習活動の支援

重点方針
－施策の方向性－

　知の循環型社会の構築を目指して、生涯にわたる学びを支援し、学びの成果を地域社会に還元できる人材の育成を推進し
ます。

【重点的取組】
①　市民ニーズに応じた生涯学習に関する情報提供と相談機能の充実
　　市民が求める生涯学習情報の提供として、関係部局と連携しながら、出
前講座の充実を図るとともに「生涯学習相談コーナー」の利用促進に取り
組んでいきます。

②　生涯学習ネットワークの強化
　　生涯学習総合センターを会場とし、会津大学や地域団体、企業や商店
街などと連携を図り、それぞれの特性を活かした多様な内容の講座や事業
を行っていきます。

③　社会教育を推進する人材の育成と活用
　　講座の企画や運営方法などを学ぶ講座やコーディネーター研修等を開
催し、市民の自主的な生涯学習活動を支援する人材の育成に努めます。

④　誰もが生涯学習に取り組める環境の整備
　　生涯学習総合センターにおいては、利用者の意見や要望などを踏ま
え、公民館と図書館、ホール・ギャラリーを備えた複合施設の機能を活か
し、より利用しやすく、快適な学習環境を整えるとともに、ランニングコ
ストの削減を図りながら適切な管理運営に努めます。

⑤　新しい生活様式に合わせた学習活動支援
　　市民講座などにおいて、ＩＣＴを活用した運営に取り組むとともに、デ
ジタル機器の利用方法について学ぶ講座を開催するなど、新型コロナウイ
ルス感染症の影響も配慮した、新しい生活様式に合わせた学習機会を提供
することにより、学習者や活動団体の支援に努めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　生涯学習推進事業、高・大・社連携事業「みらいづ探究ラボ」
（生涯学習総合センター）
②　生涯学習総合センター管理運営事業（生涯学習総合センター）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　関連部局と連携し、職員を生涯学習出前講座の講師として派遣しま
す。
②　地元の大学や高等学校などの教育機関、さらには企業等との連携を
図り魅力ある講座を開催します。
③　地域や家庭、学校との連携により、主体的に地域課題解決に取り組
む体制づくりを進めます。
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重
点
方
針
№
10

政策分野５ 生涯学習 施策２ 読書活動の推進　

重点方針
－施策の方向性－

　図書館を拠点として、市民が求める資料の充実やサービスの提供に努め、生涯にわたり文化的・創造的な生活ができるよ
う読書活動を推進します。
                     

【重点的取組】
①　図書資料等の充実
　　市民からの要望に応えながら、魅力ある図書資料等の購入や郷土資
料・行政資料の収集を図り、乳幼児から高齢者までを対象とした図書等の
整備に努めます。                                                  

②　図書館サービスの提供
　　貴重資料の保存に努め、丁寧なレファレンス業務に取り組むととも
に、商用データベース閲覧や視覚障がい者等サービスなどを提供し、図書
館サービスの向上に努めます。

　　また、「会津若松市デジタルアーカイブ」においては、コンテンツの充
　実に努め、利用者の利便性の向上を図ります。
③　読書環境の整備・支援
　　読み聞かせボランティアや学校図書館ボランティアを養成するととも
に、乳幼児から小学生を対象とした読み聞かせ活動を、ボランティアと協
働で継続実施していきます。また、学校図書館整備の支援や移動図書館
（あいづね号）を巡回させ読書環境を充実していきます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　生涯学習推進事業[図書館事業]（生涯学習総合センター）
②　生涯学習情報提供事業（生涯学習総合センター）　　　　
③　子ども読書活動推進事業（生涯学習総合センター）※再掲

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　読み聞かせ講座受講生等からなる子ども読書活動支援ボラン
ティアと協働しながら、健康福祉部と連携しブックスタート事業
に取り組みます。
②　学校図書館整備の支援のため、会津図書館奉仕員による巡回訪
問を引き続き実施し、さらに学校教育課と連携して、学校図書館
支援員と会津図書館奉仕員の連絡会を定期的に開催します。
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重
点
方
針
№
11

政策分野５ 生涯学習 施策３ 地域における社会教育の推進

重点方針
－施策の方向性－

　各公民館を地域の学習・活動の拠点として、住民が主体的に地域課題に取り組んでいくための環境づくりなど、
地域に根ざした社会教育の推進により、地域コミュニティの活性化を図ります。

【重点的取組】
①　公民館を拠点とした社会教育や地域活動への住民参加と地域づくり
　　公民館と地域住民がともに事業を作り上げていく、住民参加型の事業を
展開するなど社会教育を推進します。

②　社会教育施設の充実と環境整備
　　利用者が安全に安心して利用できるよう、施設の適正な維持管理に努め
るとともに、老朽化が進む公民館においては施設、設備を計画的に改修す
るなど、利用者が活動しやすい環境を整備します。

③　新型コロナウイルス感染症の対策
　　施設ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づき、利
用者及び施設ともに感染予防対策を徹底し、新型コロナウイルス感染症の
拡大予防に努めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　各地区公民館事業（地区公民館）　　　　
②　各地区公民館管理運営事業（地区公民館）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　地区公民館においては、地域の団体や人材との連携を図り、その結
びつきを生かしながら、住民が率先して学習や地域の課題に取り組ん
でいくための環境づくりを進め、地域コミュニティの活性化を図りま
す。
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重
点
方
針
№
12

政策分野６ スポーツ 施策１ スポーツ機会の充実

重点方針
－施策の方向性－

　子どもから高齢者までの誰もが、スポーツに親しめる機会の充実を図り、総合型地域スポーツクラブ等の育成・支援に努
めます。また、東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機としたスポーツの振興を図ります。

【重点的取組】
①　市民参加型スポーツイベントの開催
　　市民水泳大会、市民スキー大会、市民体育祭など、大会の開催にあたっ
ては、新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じたうえで実施すること
とし、市民が気軽に参加できるスポーツイベントの充実に努めます。

　　特に、本市最大のスポーツイベントである鶴ヶ城ハーフマラソン大会に
ついては、感染症対策を徹底した上で、参加者の交流と本市の魅力発信を
図ってまいります。                         

②　地域スポーツ活動の充実　
　　総合型地域スポーツクラブの活動を充実させ、子どもから高齢者まで
　より多くの市民がスポーツを楽しむことができる場を拡充します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　鶴ヶ城ハーフマラソン大会事業（スポーツ推進課）
②　総合型地域スポーツクラブ育成事業（スポーツ推進課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　鶴ヶ城ハーフマラソン大会開催にあたっては、地域・企業等がボラ
ンティアスタッフとして参画する市民協働の大会を目指します。
②　地域スポーツ活動の充実を図るため、指定管理者と連携し、スポー
　ツ施設等の有効活用を図り、性別・世代を超えて楽しむことができる
　地域のスポーツコミュニティーの拡充につなげます。
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重
点
方
針
№
13

政策分野６ スポーツ 施策２ スポーツ環境の充実

重点方針
－施策の方向性－

　市民が、安全に安心して、生涯にわたり、健康・体力づくりのできる環境を整備します。また、武道の継承など、地域に
根ざしたスポーツの振興を図るため、市の施設のみならず、県や関係機関等の施設との連携に努めていきます。

【重点的取組】
①　スポーツ施設環境の整備
　　指定管理者と連携し、市民スポーツ施設（市民ふれあいスポーツ広場、
河東地区スポーツ施設、小松原多目的運動場）及びコミュニティプールの
適切な維持管理に努め、市民のスポーツ人口の拡大並びに健康増進事業の
推進とともに、気軽に利用できる市民スポーツ施設の環境整備を図りま
す。

②　学校体育施設開放の推進
　　身近なスポーツ施設の提供及び地域スポーツの普及のため、小・中学校
体育施設の利用促進と有効活用を図り、学校教育に支障のない範囲で市民
に開放します。

③　新型コロナウイルス感染症の対策
　　施設ごとのガイドラインに基づき、利用者及び施設ともに感染予防対策
を徹底し、新型コロナウイルス感染症の拡大予防に努めます。

④　中学校の運動部活動と地域の連携
　　会津若松市体育協会と連携し、中学校の運動部活動における指導力及び
競技者の質的な向上を目指し、運動部活動の適切なシステムづくりに取り
組むとともに、現在活動している剣道・卓球・ソフトテニス・バドミント
ン・水泳・サッカー・ソフトボール・バスケットボール以外の競技につい
ても、各競技団体から指導者を派遣いただけるよう市体育協会と連携し、
取り組んでまいります。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　市民スポーツ施設管理事業（スポーツ推進課）
②　コミュニティプール管理事業（スポーツ推進課）
③　学校体育施設開放事業（スポーツ推進課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　スポーツ施設環境の整備については、庁内関係部局及び指定管理者
と連携し、各施設設備の修繕・整備等、適切な維持管理に努めるとと
もに、利用者の利便性向上を図ります。
②　学校体育施設開放事業については、各学校及び教育委員会内所管課
と連携し、学校体育施設の有効活用を図ります。
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点
方
針
№
14

政策分野７ 歴史・文化 施策１ 地域の文化力を醸成する文化、芸術の振興

重点方針
－施策の方向性－

地域の特色を活かした芸術文化事業や文化祭などの開催を支援します。また、質の高い文化芸術に触れる機会を充実し、地
域の文化力の向上と市民が主体となった芸術文化活動の促進を図ります。　

【重点的取組】
①　文化芸術に対する意識の醸成
　　市民に文化芸術活動への参加と鑑賞機会を提供するとともに、市民文化
祭の開催を支援し、文化活動の促進と文化芸術に対する意識の高揚を図り
ます。

②　文化芸術活動の担い手の育成
　　文化芸術活動を実施する各種団体や個人を支援し、活動の担い手の育成
に努めます。

③　多様で質の高い芸術鑑賞機会の充実
　　各種の文化振興事業を通して、専門機関等の協力を得ながら多様で質の
高い芸術鑑賞機会の充実を図ります。

④　地域の資源を活かした文化事業の展開
　　「漆」や地元作家など会津の地域資源を活かした文化事業を展開し、新
たな地域の魅力を発信します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　文化振興事業（文化課）
②　あいづまちなかアートプロジェクト事業（文化課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　あいづまちなかアートプロジェクト事業の実施にあたっては、学芸
員など専門家の協力を得て来場者の満足度を高める質の高い展覧会を
開催するとともに、市民協働による企画運営を行うことで、市民の芸
術に対する意識の醸成に努めます。
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点
方
針
№
15

政策分野７ 歴史・文化 施策２ 地域の歴史・文化を育む環境づくり

重点方針
－施策の方向性－

　誰もが気軽に地域の歴史や文化に触れ、学ぶことのできる機会を創出します。また、歴史と文化が薫るまちを目指し、市
民が活動しやすい環境づくりを行います。

【重点的取組】
①　文化施設等の利活用推進と適切な管理、整備
　　市民の文化活動の拠点である文化施設及び歴史資料センターについて、
効率的な管理運営に努め、老朽化した施設、設備を計画的に改修するな
ど、利用者が活動しやすい環境を整備します。また、各種の事業や講座、
展示などにより施設のさらなる利活用を推進します。

②　美術品等の展示収蔵機能の研究、検討
　　市が収蔵する美術作品を良好な状態で保管、管理し、作品の有効活用を
図ります。また、美術品等の展示や収蔵機能の研究・検討を行います。

③　新型コロナウイルス感染症の対策
　　施設のガイドラインに基づき、利用者及び施設ともに感染予防対策を徹
底し、新型コロナウイルス感染症の拡大予防に努めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　文化施設管理事業（文化課）
②　歴史資料センター管理運営事業（文化課）
③　あいづまちなかアートプロジェクト（文化課）※再掲

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　歴史資料センターについては、関係部局や関係機関と連携し、子ど
もの利用促進を図ります。

　

       

174



重
点
方
針
№
16

政策分野７ 歴史・文化 施策３ 歴史資源・伝統文化の保存・継承

重点方針
－施策の方向性－

　文化財をはじめとする本市の貴重な歴史資源や伝統文化を後世に継承する取組を進めながら、情報発信や公開などによ
り、郷土の歴史や文化の理解促進を図ります。　

【重点的取組】
①　指定文化財の保存、整備と利活用
　　会津松平氏庭園（御薬園）、会津藩主松平家墓所（院内御廟）、赤井谷
地沼野植物群落、日新館天文台跡など、本市の貴重な文化財を良好な状態
で後世に継承するよう努めます。また、多くの方に郷土の文化財を知って
いただくための活用に取り組み、保護意識の高揚を図ります。

②　文化財保存活用地域計画の推進
　　本市の貴重な歴史文化資源について、各地区の方々との意見交換等を通
して後世に継承していく取り組みを進めながら、観光、伝統産業分野や各
地区と連携し、その活用を検討します。

③　埋蔵文化財の保存と記録、調査成果の公開
　　埋蔵文化財の保護に向けて、発掘調査や試掘調査を行うとともに、出土
遺物等を活用しながら、調査成果の公開に努めます。

　
　

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　御薬園整備事業（文化課）
②　文化財保存活用地域計画推進事業（文化課）
③　市役所本庁舎整備発掘調査事業（文化課）
④　埋蔵文化財発掘調査事業（文化課）
⑤　院内御廟保存整備事業（文化課）

⑥　赤井谷地保存整備事業（文化課）
⑦　日新館天文台跡整備事業（文化課）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　御薬園整備事業については、御薬園整備基本計画に基づき、関係部
局や指定管理者と連携を図りながら、適切に推進するよう努めます。
②　文化財保存活用地域計画の推進にあたり、観光関係者や地区住民等
との連携、庁内連絡調整会議の設置により、新たな保存活用方法の検
討や関連施策との連携に努めます。
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生涯にわたる

学びと活躍の

推進 

令 和 ４ 年 度 重 点 方 針 に 基 づ く 取 組 の 概 念 図 

 

次代を創る 

子どもたちの

育成 

学校教育【政策分野２】 

確かな学力、豊かな心、健やかな体 

豊かな人間性の育成 
（人材育成プロジェクト事業）

（（ト） 

学力向上策の推進 
（あいづっこ学力向上推進事業） 

グローバル化への対応 
（外国語指導助手等活用事業） 

相談支援体制の充実 
（適応指導・教育相談事業） 

特別支援教育の充実 
（特別支援委員会事業） 

教育環境【政策分野３】 

安全・安心な学校生活 

 

生涯学習【政策分野５】 

生涯にわたり学び、輝くまち 

スポーツ【政策分野６】 

スポーツ機会・環境の充実 

歴史・文化【政策分野７】 

地域の歴史・文化の育成 

安心・安全・安定的な給食提供 

（学校給食費公会計化事業） 

子どもたちの体力向上 
（部活動運営体制構築事業） 

安全防災教育の推進 
（児童生徒安全対策事業） 

地域とともにある学校づくり 
（学校運営協議会事業） 

子ども・子育て 

就学援助への支援 
（就学援助事業） 

 
通学に対する支援 

（遠距離通学等助成事業） 

地域の教育力の活用 

（地域学校協働本部・子ども読書活動推進） 

 

 

 

 

 

学校環境整備・充実 
（学校施設改修、学校施設耐震化） 

公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

青少年健全育成 
（あいづっこ宣言普及啓発） 

生涯学習ﾈｯﾄﾜｰｸ強化 
（會津稽古堂・会津大学連携事業） 

生涯学習環境整備 
（生涯学習ｾﾝﾀｰ管理運営事業） 

高・大・社連携 市民協働 

身近なｽﾎﾟｰﾂ施設開放 
（学校体育施設開放事業） 

スポーツ環境の充実 
（スポーツ施設管理事業） 

学校 

スポーツ機会の充実 
（市民参加型スポーツイベント開催） 

地域スポーツ活動の充実 
（総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ活動支援） 

 

青少年育成団体 

市民協働 

歴史資源・伝統文化 
（保存・整備・利活用） 

 

文化芸術の振興 
（文化振興事業） 

 

文化施設等環境整備 
（文化施設管理業務） 

 

教育ＩＣＴ環境の充実 
（教育ＩＣＴ環境推進事業） 

子ども・子育て 

図書館資料整備・提供 
（生涯学習情報提供事業） 

読書環境整備・支援 
（図書館ボランティア） 

 

社会教育施設環境整備 
（公民館管理運営業務） 

地域づくり 
（住民参画公民館事業） 

地域による子ども育成【政策分野４】 

地域全体で子どもたちを育む 
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令和４年度　教育委員会　主要事業

重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

１

あいづっこ学力向上推進事業
（学校教育課）

　これまでの学力向上推進の取組の更なる充実を図るとともに、長期的かつ総合的な視点から人材育成を進め
ていくため、平成 29年度から令和８年度までの 10年間を展望した「あいづっこ学力向上推進計画」に基づき、
「児童生徒の確かな学力の向上を図る基盤づくり」等の４つの視点で「あいづっこ学力向上推進事業」に取り
組みます。

学校運営協議会運営事業
（学校教育課） 　保護者や地域住民が学校運営に参画する「学校運営協議会」を全学校区に設置したことを踏まえながら、地

域の力を学校運営に活かす地域とともにある学校づくりを推進します。

外国語指導助手等活用事業
（学校教育課）

　市立学校の外国語活動及び英語科の授業に外国語指導助手等を派遣し、児童生徒の英語でのコミュニケー
ション能力の素地を養い、国際理解・国際感覚の涵養を図ります。

スクールロイヤー事業
（学校教育課）

　学校の力だけでは解決できない課題について、学校を支える外部の専門家として、福島県弁護士会会津若松
支部と連携し、法的課題に対応するためのサポート体制の構築を図ります。

２

あいづっこ人材育成プロジェク
ト推進事業

（学校教育課）

　あいづっこ学力向上推進計画とともに本市人材育成の両輪として位置づけ、「本物に出会い本物に学ぶ」を
コンセプトに、心に残る感動体験を通して、憧れや地域への誇りといった子どもたちの「豊かな心」の育成を
目指します。

適応指導・教育相談事業
スクールカウンセラー等活用事

業
（学校教育課）

　児童生徒、保護者、教職員を対象に、不登校やいじめの未然防止など問題行動等に対する専門的な指導助言
を行い、迅速かつ的確な対応に資するようスクールカウンセラーや教育相談員、スクールソーシャルワーカー
を派遣します。
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方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

２ いじめ防止等対策事業
（学校教育課）

　市いじめ防止等に関する条例に基づき「いじめ問題対策連協議会」「あいづっこをいじめから守委員会」等
を機能させ、本市の子どもたちが安心して学び、健やかに成長するため、いじめの根絶に向け市民一丸となっ
た取組を推進していきます。

３

部活動運営体制構築事業
（学校教育課）

　運動部活動において学校の枠を越え、地域団体と連携しながら活動することにより、生徒の競技力・技術の
向上を図るとともに、生徒の自主性、協調性、連帯感の高揚と社会性の形成を図るため、「部活動週末合同練
習会」の競技種目を増やしながら、関係機関と連携し取り組んでいきます。
　また、「部活動連絡協議会」において、休日の地域部活動への移行を含めた持続可能な部活動のあり方につ
いて協議を進めます。加えて、「地域運動部活動推進事業」を県と連携して実践研究を行います。

学校給食費公会計化事業
（学校教育課学校保健給食室）

　令和５年４月施行予定の学校給食費の公会計化に向け、学校給食費を全校一元管理するための徴収管理シス
テム導入や制度設計などの体制整備をするとともに、保護者等への周知に取り組んでいきます。

学校保健管理事業
（学校教育課学校保健給食室）

　学校保健安全法に基づく衛生管理や児童生徒及び教職員の健康管理を適切に行い、特に、新型コロナウィル
ス感染症対策として、基本的な感染予防を徹底することや集団感染に対する対策などに取り組み、必要な保健
衛生用品の配備を行います。

４

教育支援委員会事業
（学校教育課）

　「会津若松市教育支援委員会条例」に基づき、教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒の教育の充実
を図るため、学識経験者や医師、特別支援教育関係の教職員、関係行政機関の職員等からなる「教育支援委員
会」を設け、児童生徒等の就学指導に関する事項等について調査・審議・相談を行っていきます。

特別支援教育支援員事業
（学校教育課）

　心身障がい児が安全に学校生活に適応した教育活動を効果的に実施するために特別支援員を配置し、児童生
徒の生活や学習面での支援を行います。
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主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

５

就学援助事業
（学校教育課）

　経済的に就学が困難な児童生徒の世帯に対して学用品費、学校給食費、医療費等を支援し、義務教育の円滑
な実施を図るとともに、援助を必要とする保護者へ適切な時期に支援が行われるよう、新入学児童生徒学用品
費等の入学前支給を実施します。
　本年度も国の動きを注視しながら、引き続き保護者が適切に利用することができるよう制度の分かりやすい
周知に努めます。

スクールバス運行事業
（教育総務課）

　遠距離などの通学困難地区に居住する小・中学生に対し、登下校時、スクールバスを運行します。         

遠距離通学助成事業
（教育総務課）

　遠距離通学する小・中学生の保護者に対し、バス・列車の乗車券や補助金を交付します。

私立学校運営補助事業
（学校教育課）

　私立学校の教育条件の向上、経済基盤の強化及び保護者の経済的負担の軽減を図ることにより、人材の育成
を図るため、補助金を交付します。

６

学校施設耐震化事業
（教育総務課）

　非構造部材の耐震化として、小学校３校・中学校２校において、体育館の窓ガラス飛散防止フィルム貼付及
びバスケットゴールの改修を行います。

学校維持管理費
（教育総務課） 　城西小学校及び第四中学校の校舎外壁・屋上防水改修、さらには、松長小学校の体育館屋根・外壁改修を行

います。

通学路安全推進事業
（学校教育課）

　通学路の安全を確保するため、「会津若松市通学路交通安全・防犯プログラム」に基づき、合同点検を実施
するなど、関係機関が連携して通学路の安全確保を図っていきます。
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主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

６ 教育ＩＣＴ環境推進事業
（学校教育課）

　学校教育でＩＣＴを有効に活用していくため、「市教育ＩＣＴ推進プラン」に基づく教育ＩＣＴ環境の整備
を推進し、児童生徒の情報活用能力の育成とＩＣＴを活用した多様な方法による学習の促進、教職員のＩＣＴ
活用・指導力向上に取り組んでいきます。
　また、機器を安定的に運用していくにあたって教職員の負担を軽減していくため、教育ＩＣＴ環境の総合サ
ポート体制を構築していきます。

７

地域学校協働本部事業
（生涯学習総合センター・

地区公民館）

  地域住民・団体等の参画を得て、本市の子どもたちの学びや健やかな成長を支えるとともに、「学校を核と
した地域づくり」を目指して地域と学校が連携・協働して実施する地域学校協働本部事業を推進します。活動
内容として、地域学校協働活動と放課後子ども教室の２つの活動を行います。
　地域学校協働活動については、地域と学校をつなぐ地域学校協働活動推進員が安定的に活動を継続できるよ
う「地域学校協働本部」を市内 11中学校区ごとの立ち上げを目指します。
　放課後子ども教室については、引き続き、コーディネーターが中心となって、学校や地域住民・団体等と連
携しながら、プログラム等の充実を進めながら利用児童の割合を増やします。

子ども読書活動推進事業
（生涯学習総合センター）

　「あいづっこ読書活動推進計画」に基づき、家庭を中心とし、学校、ボランティア団体等の連携のもと、子
どもの読書活動の推進に取り組みます。
  このうち、会津図書館では、中高生を対象とした「会津ビブリオバトル（知的書評合戦）」や小学生を対象
とした「会津図書館を使った調べる学習コンクール」の開催、ブックスタート事業（健康福祉部連携）におけ
る絵本の読み聞かせ等を通して、読書に親しむ機会の充実を図ります。
　また、児童図書の充実や広報紙の発行など、子どもの読書環境の整備と読書活動への理解促進にも取り組み
ます。

８

青少年の心を育てる
市民行動プラン事業

（あいづっこ育成推進室）

　家庭・学校・地域及び青少年育成に関する団体との連携など市民一丸となった取組みにより“あいづっこ宣
言”の普及啓発に努め、青少年の健全育成を図ります。
　とりわけ、市立学校においては、教育課程上に宣言に基づく具体的な行動目標の設定、並びに宣言に込めら
れた内容や自分の取り組みを常に確認できるような携行版リーフレットの作成、配布などにより、宣言の理解
を深めるとともに、その実践につなげていきます。
　また、大人版リーフレットや、令和３年度に宣言策定 20周年として取り組んだ宣言の紹介動画の制作・配信
をはじめとする各種事業の有効活用を図りながら普及啓発を進め、宣言に込められた内容の理解促進に努めま
す。
　これらの取組みにより、地域社会における規範意識の更なる醸成と、青少年健全育成に係る意識の高揚を図
ります。

  
少年センター運営事業

（あいづっこ育成推進室）

　少年センターは、少年の非行防止とその健全な育成を図るという目的を達成するため、非行防止等に関する
総合的な実践活動を推進するための拠点として設置されており、少年センター補導員による「愛の一声」等の
街頭補導や社会環境浄化活動等を通して、少年の非行・被害防止や青少年の健全育成活動を進めます。　
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８ 青少年健全育成事業
（あいづっこ育成推進室）

         

　心豊かで、創造性にあふれ、自分自身を大切にするとともに、社会規範を守り、他者の立場に立って考え、
行動できる青少年を育成します。
　家庭、学校、地域、企業との連携を図るとともに、「青少年育成市民会議」や「子ども会育成会」等の青少
年関係団体が抱える課題等の情報共有に努めながら、活動の充実、組織の活性化を支援し、青少年の健全育成
を推進します。
　

９

生涯学習推進事業
高・大・社連携事業  
「みらいづ探究ラボ」

（生涯学習総合センター）

　21世紀型スキルと称される能力・資質の育成に向け、高等学校では「総合的な探究の時間」が新設され実施
されています。そして、その実践では、地域にある大学等の高等教育機関、行政機関、非営利団体等との連携
を図り、実社会の事象や課題を取り上げながら、一人一人の興味・関心に応じた、多様で幅広い学習活動を推
進することが期待されています。

それらを受け、本事業では、市内の高等学校と連携し、高校生を対象とした課題探究学習講座を會津稽古堂
で実施します。地元大学教員等の指導、図書館や関連企業、行政機関での調査など、地域の教育資源を活用し
て論文を作成するという経験を積む過程で、21世紀型スキルの一つとして求められている「自ら課題（問い）
を見つけ、情報を集め、整理・分析し、まとめ・表現するスキル」や「主体的に地域社会と関わり、自己の在
り方を考えながら課題を解決する資質や能力」の育成に資することを目指します。
　また、この講座を複合施設である會津稽古堂で実施することで、高校生の公民館と図書館利用の促進を図
り、将来にわたって生涯学習に取り組むきっかけづくりにつなげます。

生涯学習総合センター
管理運営事業

（生涯学習総合センター）

 　利用者の意見や要望などを踏まえ、公民館と図書館、ホール・ギャラリーを備えた複合施設の機能を活かし、
より利用しやすく、快適な学習環境を整えます。

 　また、施設や設備の耐用年数に応じた計画的な修繕により、ランニングコストの平準化を図りながら適切な管
理運営に努めます。

10
    

生涯学習推進事業[図書館事業]
（生涯学習総合センター）

　令和４年度は松江豊寿生誕 150年にあたり鳴門市との連携をはじめ、話題性のあるテーマ展示を行うなど、中
高生から成人まで幅広い年齢層に向けた読書活動の機会創出を図ります。
　市内の中学校・高校と連携し、図書委員が推薦する本と手書きのポップをティーンズコーナーで展示するこ
とで、本に興味を持ち、本を手に取りやすい環境づくりに取り組みます。
　また、閉館後の図書館で気軽に楽しめる読書イベント「本の夜会」を開催し、図書館に対する理解を深めて
いただくとともに、読書意欲の喚起を図ります。
　さらに、ツイッターなどのＳＮＳを活用して幅広い世代に図書館をＰＲすることで、図書館利用の促進を図
ります。

生涯学習情報提供事業
（生涯学習総合センター）

　　会津図書館・公民館・移動図書館利用者からのニーズに応えながら、魅力ある図書資料等の購入や郷土資料・
行政資料の収集を図り、幅広い年代を対象とした図書等の整備に取り組みます。

　　また、貴重資料の保存に努め、丁寧なレファレンス業務に取り組むとともに、商用データベース閲覧や視覚障
がい者等サービスなどを提供し、図書館サービスの向上を図ります。
　「会津若松市デジタルアーカイブ」においては、コンテンツの充実に努め、利用者の利便性向上を図りま
す。
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11

各地区公民館事業
（地区公民館）

　公民館では、地域活動の担い手不足や住民同士のつながりの希薄化といった地域課題を受け、住民参画によ
る事業を実施します。
　地域の各種団体や関係機関などと連携を図りながら、地域住民が課題解決のための学習や活動に主体的に取
り組むことができるよう環境づくりや活動の支援を行っていきます。

各地区公民館管理運営事業 
（地区公民館）

　　　　　　 　安全に安心して利用できるよう、施設の適正な維持管理に努めるとともに、老朽化が進む公民館においては施
設、設備を計画的に改修するなど、利用者が活動しやすい環境を整備します。

　　　　　　　 また、施設ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づき、利用者及び施設ともに感染予防対
策を徹底し、新型コロナウイルス感染症の拡大予防に努めます。

12

鶴ヶ城ハーフマラソン大会
事業

（スポーツ推進課）

　本市のシンボルである鶴ヶ城をコースに含むマラソン大会を開催し、県内外からの参加と交流を通して本市
の魅力を発信するとともに、健康スポーツ都市宣言に基づき、健やかな心身の鍛錬を図り、健康で活力に満ち
た「市民総スポーツ」をめざします。
　また、ノーマライゼーションや共生社会の観点から、年齢や障がいの程度に関わらず、誰もが参加しやすい
環境づくり、さらに官民連携、市民協働による大会運営を行いながら、本市はもとより会津の魅力を全国に発
信していきます。
　本年度は、新型コロナウイルス感染症対策を徹底するとともに、部門別定員数を設け、大会規模を縮小して
開催します。

12

総合型地域スポーツクラブ
育成事業

（スポーツ推進課）

　子どもから高齢者まで、性別や年齢、特定の種目に限定されることなく、レベルや興味に応じて（多志向・
多世代・多種目）スポーツが楽しめる総合型地域スポーツクラブの育成を支援し、市民のスポーツ実践の機会
拡大と生涯スポーツの振興を図ります。
　各クラブが実施するスポーツ教室・イベント等における参加者のニーズや費用対効果等を調査・検証しなが
ら、クラブの活性化を図るとともに、地区体育連盟等の団体を対象に、総合型地域スポーツクラブへの理解促
進を図ります。

13

市民スポーツ施設管理事業
（スポーツ推進課）

　市民スポーツ施設の管理（市民ふれあいスポーツ広場、河東地区スポーツ施設、小松原多目的運動場）を通
して、市民のスポーツ人口の拡大並びに健康増進事業を推進するとともに、気軽に利用できるスポーツ施設と
して環境整備を図ります。
　各施設において老朽化に伴う損傷・故障等が生じているため、計画的な修繕・改修等工事を実施していきま
す。
　また、施設運営にあたっては施設ごとのガイドラインに基づき、利用者及び施設ともに感染予防を徹底し、
新型コロナウイルス感染症の拡大予防に努めます。

コミュニティプール管理事業
（スポーツ推進課）

　通年利用できる屋内温水プールの利用促進により、市民のスポーツ人口の拡大と冬季間の運動不足解消や健
康増進事業の推進を図ります。（ただし、河東学園の教育課程や課外活動計画に基づく教育活動を優先す
る。）
　一方、経年劣化に伴う故障等が生じており、設備等の状況を踏まえ、計画的な修繕・改修等を実施していき
ます。
　また、施設運営にあたっては施設ごとのガイドラインに基づき、利用者及び施設ともに感染予防を徹底し、
新型コロナウイルス感染症の拡大予防に努めます。
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重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

13 学校体育施設開放事業
（スポーツ推進課）

　身近なスポーツ施設の提供及び地域スポーツの普及のため、小・中学校体育施設の利用促進と有効活用を図
り、学校教育に支障のない範囲で市民に開放します。
　また、利用団体から管理員を配置することで、施設の責任ある利用と地域スポーツの普及を図ります。
　                                                                                                 

14

文化振興事業
（文化課）

　市民に市民文化祭などの文化芸術鑑賞の機会を提供するとともに、市民自らの活動に対する支援を行い、文
化の振興に寄与します。

あいづまちなかアート
プロジェクト事業

（文化課）

　市民が気軽に芸術に触れることのできる機会として、まちなかの既存施設を展示会場とし、会津の
文化資源である「漆」の芸術作品や地元作家などの展示事業を開催します。
　実施にあたっては、学芸員など専門家の協力を得て来場者の満足度を高める質の高い展覧会を開催
するとともに、市民協働による企画運営を行うことで、市民の芸術に対する意識の醸成に務めます。

15

文化施設管理事業
（文化課）

　會津風雅堂においてはワイヤレスマイクロホン改修工事、文化センターにおいては非常業務兼用放送設備改
修工事を実施します。
　利用者が活動しやすい環境整備を図るとともに、指定管理者と連携し、施設の効率的な運営と市民サービス
の向上に努めます。

歴史資料センター
管理運営事業
（文化課）

　歴史資料等の保存・管理をはじめ、郷土の歴史に関する調査・研究活動の拠点として、歴史資料センターの
管理運営を行います。

16

御薬園整備事業
（文化課）

　御薬園において、重陽閣の屋根修繕や庭園内の支障木伐採を行うとともに、植栽整備に向けた基礎調査に着
手し、文化財庭園全体の修景整備に取り組みます。

文化財保存活用地域計画推進事
業

（文化課）

　本市の貴重な歴史文化資源について、各地区の方々との意見交換等を通して後世に継承していく取り組みを
進めながら、観光、伝統産業分野や各地区と連携し、その活用を検討します。
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重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

  16

市役所本庁舎整備発掘調査事業
（文化課）

　埋蔵文化財包蔵地である若松城郭内武家屋敷跡において予定されている市役所本庁舎の建て替え工事に先立
ち、遺跡の記録保存のための発掘調査を実施します。

埋蔵文化財発掘調査事業
（文化課）

　高野町地内等の農地整備事業に先立ち、埋蔵文化財の記録保存のため発掘調査を実施します。（県農林事務
所委託事業）

院内御廟保存整備事業
（文化課）

　院内御廟において、支障木の伐採や参道等の除草など史跡の管理・保全を行うとともに、歴史散策会の開催
等を通じて広く周知・公開に努めます。

赤井谷地保存整備事業
（文化課）

　赤井谷地において、水環境調査や植生調査を行い、専門家による指導会議の意見を踏まえながら、湿原の回
復を図ります。

日新館天文台跡整備事業
（文化課）

　市指定史跡「天文台跡」について、隣接地の不動産鑑定を行い、史跡の保存活用の検討を進めます。保存会
や地域と連携しながら、史跡の保存と市民や観光客が学習できる場としての活用を図ります。
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令和４年度　選挙管理委員会事務局　行政運営方針

Ⅰ　選挙管理委員会事務局　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１ 41　行政運営 ３　行政サービスの最適化と利便性向上

【令和４年度　様式】
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野41 行政運営 施策３ 行政サービスの最適化と利便性向上

重点方針
－施策の方向性－

　各種選挙事務のより効率的で的確かつ円滑な執行に努め、行政サービスの最適化や利便性の向上を目指します。また、関
係団体等と連携し、投票率向上や若年層の選挙への関心を高めるために、啓発活動等を積極的に推進します。

【重点的取組】
①　選挙管理事務の効率化と有権者の利便性向上への取り組み
　　商業施設への期日前投票所設置など、有権者の投票環境や利便性の向上
に向けた取り組みを継続するとともに、投票・開票事務執行における、シ
ステム機器の導入や事務執行体制の見直しを適宜実施するなど、事務の効
率化と適正な事務運営の維持に取り組みます。

②　参議院議員通常選挙、県知事選挙の管理執行
　　任期満了に伴う選挙の執行について、新型コロナウイルス感染症への適
切な対応を講じつつ、公職選挙法ほか関係法令等の理解を深めることによ
り選挙事務の適正な管理執行に努め、併せて、過去の事務執行の検証と検
討を進めることにより事務の効率化を図ります。

③　投票率向上を図る選挙啓発への取り組み
　　県選管、大学のほか各種学校と連携し、若年層への選挙啓発を推進する
など、投票率向上に向けて取り組みます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　選挙管理委員会に関する事務（選挙管理委員会事務局）
②　参議院議員通常選挙に関する事務（選挙管理委員会事務局）
③　県知事選挙に関する事務（選挙管理委員会事務局）
④　選挙啓発推進運営事業（選挙管理委員会事務局）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　選挙事務のうち、投票・開票事務及び立候補届出受理事務において
は、多数の職員の応援を必要とすることから、人事配置、事務分担の
あり方、従事職員雇用制度の運用等について、総務部人事課、支所・
市民センターと協議を行い、連携して取り組みます。
　　また、投票所における投票管理者、投票立会人の選任に際しては、
各投票区の実情をよく把握した人選も重要であることから、各町内
会、地区区長会等からの意見等も参考としながら配置します。
　　投票所の設置・運営に関しては、施設の所有者・管理者との協議に
より、適正な投票所運営に向けた対応を実施します。
　　開票事務、選挙会事務については、開票立会人、選挙立会人の意見
を参考としながら、適正に判断、決定していきます。　
　　事務執行における疑義等については、県選挙管理委員会との協議等
により、適切に対応します。
②　適正な選挙運動、投票率向上に向け、県選挙管理委員会、市明るい
選挙推進協議会との連携・協働による各種啓発事業を進めるほか、若
年層への啓発事業として、会津大学及び短期大学の学生による選挙事
務従事を継続します。
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令和４年度　重点方針に基づく取組の概念図

県選挙管理委員会との連携

（法令、選挙執行管理）

（高校生の模擬投票）

庁内との連携

（投・開票従事者、投票所）

支所・公民館との連携
（明推協への参画、
啓発活動への協力・参加
期日前投票の実施）

教育委員会・学校
との連携

（小・中学生への啓発等）

選挙事務の執行管理
（参院選、県知事選）

選挙啓発推進
市明るい選挙推進協議会
（明推協）との連携

（各種啓発活動計画・実施）

地区・区長会等との連携

（投票管理者・立会人、投票所）

会津大学との連携

（大学生の選挙事務参加等）

各種団体との連携

（明推協への参画、啓発活動への参加）
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令和４年度　選挙管理委員会事務局　主要事業

重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

1

選挙管理委員会に関する事務
（選挙管理委員会事務局）

　法令に基づき、４人の委員で構成する選挙管理委員会を設置し、公職選挙法その他法令等による各種選挙事
務を管理執行します。
　今年度は、参議院議員通常選挙、及び県知事選挙の執行が予定されていることから、法令に従い適正な選挙
事務執行となるよう、県選挙管理委員会、各種団体等との連携、情報交換、情報共有を図り、委員会における
十分な協議検討を経ながら事務を進めます。

参議院議員通常選挙
に関する事務

（選挙管理委員会事務局）

　任期満了（令和４年７月25日）に伴う参議院議員通常選挙を執行します。
　県選挙管理委員会と連携し、公職選挙法等関係法令を遵守し、適正かつ効率的な選挙事務の管理執行に努め
ます。
　若年層の選挙への関心を高めるため、開票事務その他の事務に大学生等の参加を呼びかけるとともに、有権
者の利便性向上のため、期日前投票所を複数設置します。

県知事選挙に関する事務
（選挙管理委員会事務局）

　任期満了（令和４年11月 11日）に伴う県知事選挙を執行します。
　県選挙管理委員会と連携し、公職選挙法等関係法令を遵守し、適正かつ効率的な選挙事務の管理執行に努め
ます。
　若年層の選挙への関心を高めるため、開票事務その他の事務に大学生等の参加を呼びかけるとともに、有権
者の利便性向上のため、期日前投票所を複数設置します。

選挙啓発推進運営事業
（選挙管理委員会事務局）

　県選挙管理委員会、市明るい選挙推進協議会との連携により、選挙時の街頭啓発事業や成人式での啓発冊子
配布事業、小・中・高校生を対象とした選挙啓発ポスターコンクール事業、新有権者へのメッセージカード配
付事業、高校生を対象とした模擬投票体験事業を実施するなど、選挙への関心を高め、投票率の向上に向けた
取り組みを進めます。
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令和４年度　監査事務局　行政運営方針

Ⅰ　監査事務局　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１ ４１　行政運営 ２　社会の変化に対応していく行政運営

【令和４年度】
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野 行政運営 施策２ 社会の変化に対応していく行政運営

重点方針
－施策の方向性－

　社会情勢や市民ニーズの変化に対応する行政運営の実現を目指し、事務事業の透明性を確保しながら、より一層効率的で
的確な執行が図られるよう、市民の立場に立った観点から各種監査を実施していきます。

【重点的取組】
①効率的で最適な事務事業の構築に資する監査の実施
　　本市の監査基準を基に、公正で合理的かつ効率的な行政運営が図られる
よう各種監査を実施していきます。

　　また、近年の本市をめぐる社会情勢に注視し、これまで以上に監査能力
の向上や監査の充実を図り、監視機能を高めていきます。

    特に、施設等の安全・安心な視点を踏まえた監査体制の構築に向け、
調査・検討を進めていきます。 

　　加えて透明性を図るため、分かりやすい監査結果の公表に努めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　監査・審査・検査業務（監査事務局）
②　監査機能の強化、専門性の向上に資する調査・研究（監査事務
局）

　

【部局間連携／市民協働／官民連携】
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令和４年度　重点方針に基づく取組の概念図

　　　　　　　　　　　　　監査結果の報告
　　　　　　　　　

　　　　　・定期監査
　　　　　・例月現金出納検査
　　　　　・決算審査
　　　　　・健全化判断比率等審査
　　　　　・財政援助団体等監査
　　　　　・随時監査（工事監査）　等

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査結果の報告　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会の請求による監査
　　　　
　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　監査結果報告・措置状況等の公表
                        　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　住民監査請求

監査委員 長 議会

監査

会計管理者

市　　　　　民
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令和４年度　監査事務局　主要事業

重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

1 監査・審査・検査業務
（監査事務局）

  公正で合理的かつ効率的な行財政運営確保のため、市の監査基準に基づき「定期監査」「例月現金出納検
査」「決算審査」「健全化判断比率等審査」「財政援助団体等監査」及び「随時監査（技術士を活用した工事
監査）」を実施します。
　なお、監査の方向性の一つとして、違法、不当の指摘のみならず、業務改善・課題提案型の監査を目指しま
す。
　また、行政の適法性、効率性、妥当性の保障に資するとともに、透明性の確保のため、分かりやすい監査結
果の公表に努めます。

2
監査機能の強化、専門性の
向上に資する調査・研究

（監査事務局）

　都市監査関係団体との連携による調査研究・情報交換・連絡調整を行い、監査体制の充実を図ります。ま
た、全国的な水準で合規性・正確性のみならず、合理性・効率性の観点にたって監査を実施するため、計画
的・定例的な内部研修や専門機関への派遣研修により、職員の監査能力や監査技術のスキルアップに努めま
す。
　加えて、新たに施設の安全面を視野に入れ、学校等の施設や備品を対象とした監査について、監査体制を含
めた調査・検討を行います。
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令和４年度　農業委員会事務局　行政運営方針

Ⅰ　農業委員会事務局　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１ 10　食料・農業・農村 ２　農業の持続的発展

【令和４年度　様式】
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野10 食料・農業・農村 施策１ 農業の持続的発展

重点方針
－施策の方向性－

　優良農地を確保するとともに、農地中間管理事業の活用などにより、担い手への農地の集積・集約化を推進し、農地の有
効利用に取り組みます。

【重点的取組】
①　担い手への農地の集積・集約化の推進
　　農業経営基盤強化促進法等の改正の動向を注視しながら、今後強く求め
られる農地等の利用の最適化の成果がより高まるよう、農業委員等の最適
化推進活動をさらに効果的に進めるための条件整備を行うとともに、実質
化された人・農地プランの作成支援に対する農業委員等の関与を強化し、
農地の集積・集約化を進めます。

②　優良農地の確保
　　利用状況調査による遊休農地の現状把握に努め、再生利用が可能な農地
　の所有者に対して農地利用意向調査を実施し、指導を行いながら優良農
　地の確保と農地の有効活用を図ります。

③　新規参入の促進
　　会津若松市新規就農者支援センターとの連携による新規就農者へのアド
バイスと農地のあっせんにより、若い農業者等の就農を促進すとともに多
様な担い手の適切な農業参入を支援し、経営能力の向上を図るための研修
会を開催します。

　
④　関係行政機関等への意見提出による農地利用最適化の推進
　　農業委員会等に関する法律に基づき、農地利用の最適化の推進のため必
　要な施策について取りまとめ、関係行政機関への意見の提出を行います。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①　農地利用集積事業（農業委員会事務局）
②　機構集積支援事業（農業委員会事務局）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
①　農政部農政課との連携の下、認定農業者、認定就農者のほか多様な
担い手の育成・確保及び各集落における実質化された人・農地プラン
作成の取組、農地中間管理事業を活用した農地利用集積・集約化を推
進します。　

②　会津若松市農業再生協議会（事務局農政部農政課）との連携の下、
　福島県遊休農地等再生対策支援事業補助金等を活用し、遊休農地の再
　生利用を促進します。
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令和４年度　重点方針に基づく取組の概念図

農業委員会事務局

担い手への利用集積集約化

遊休農地の発生防止・解消
・遊休農地現地調査
  （利用状況調査）
・農地利用意向調査

新規参入の促進　　　
多様な担い手の検討

農地利用最適化改善意見の提出

農政部

優良農地の確保と担い手
への集積・集約化の推進

農業委員会ネットワーク機構
（福島県農業会議）

農業委員会活動支援

県・ＪＡ

連携活動

農業者への情報提供・収集

･実質化された人・農地プラン
 の作成への協力

･意向調査の実施

･目標地図の検討

農地中間管理機構
（福島県農業振興公社）

農地中間管理事業の活用推進

情報の共有化　⇒　農地利用最適化推進会議（構成：県・農業振興公社・ＪＡ・農政課・農業委員会）

関係機関・先進事例等

研修会・情報提供
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令和４年度　農業委員会事務局　主要事業

重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

１

農地利用集積事業
（農業委員会事務局）

　貸付、譲渡の申し出があった農地について農業委員や農地利用最適化推進委員のあっせん活動により、担い
手への利用権設定や所有権移転を行うとともに、利用権設定等促進事業、農地中間管理事業の活用により賃
借・売買を円滑に行う。

機構集積支援事業
（農業委員会事務局）

　農業委員と農地利用最適化推進委員による農地の利用状況調査により遊休農地の把握を行い、有効に活用さ
れていない農地については利用意向調査を実施し、担い手等へのあっせんを行うとともに福島県遊休農地等再
生対策支援事業等の利用を誘導することで遊休農地の再生利用を促進する。
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令和４年度　上下水道局　行政運営方針

Ⅰ　上下水道局　重点方針一覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１ 32　上下水道 １　水道水の安定した供給と健全な経営

２ 32　上下水道 ３　安定した汚水処理サービスの提供

【令和４年度　様式】
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Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野32 上下水道 施策 水道水の安定した供給と健全な経営

重点方針

－施策の方向性－

　水道事業を取り巻く構造的な問題（適正な料金水準の確保、水源水質の悪化対策と浄水処理施設の更新、基幹管路の耐震

化と老朽管更新など）に取組み、水道事業の基盤強化を図ります。

【重点的取組】

①　水道施設の更新及び耐震化の推進と再編の実施

    水道わかまつ施設整備アクションプラン（施設再構築計画）に基づき、

老朽化した水道施設の更新と耐震化を進めます。

また、水道施設の統廃合を行い、効率的な水運用を進めます。

②　デジタル技術（IOTデバイス）の活用の推進

　　水道施設の維持管理や工事の施工品質向上を図るため、IOTデバイスを

用いた施工管理、常時監視型の漏水調査などに取組み、作業の効率性や日

常管理の改善に努めます。

③　施設の適切な維持管理体制への取組

　　浄水場運転管理及び送配水施設維持管理等においては、第三者委託が適

正に履行されるよう管理監督に努めます。

　　また、配水池やポンプ場の配水監視のための計装設備や通信機能の基盤

向上を図ります。

④　上下水道事業の広報(「見える化」対策）

　　上下水道施設のインフラ整備は、次代へのバトンリレーのための投資で

あることを理解していただくためにも、広報誌等を活用し、取組の「見え

る化」を推進していきます。

⑤　技術者の確保及び監督員の養成

　　水道技術を持続していくため、高校生出前講座の開催による「上下水道

を仕事にする」魅力の発信や、広域連携による技術研修・交流を深めてい

くなど、技術者の育成及び監督員の養成に努めます。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照

①　配水管布設替事業及び重要給水施設配水管整備（上水道施設課）

・配水管の老朽管更新及び重要給水施設配水管整備における耐震化

　Φ350㎜以上基幹配水管（計画：44.7㎞⇒R3：21.4㎞：48％）

①　浄水場改修事業及び配水区再編事業（上水道施設課）

　　・浄水場施設の機器更新及び再編に係る調査への取組など

②　デジタル技術（IOTデバイス）を活用した工事の施工品質向上及び

適正な施設の維持管理（上水道施設課）

③　浄水場運転管理業務及び送配水施設維持管理等業務の第三者委託と

モニタリングによる適正管理（総務課・上水道施設課）

　　施設管理に伴う計装設備や通信機能の向上、水道施設に係る地図情

報（マッピングシステム）の整備（上水道施設課）

　市内 16ヵ所の配水池・ポンプ場を結ぶ配水監視装置の整備など

④　上下水道事業の広報の充実による「見える化」対策（総務課）

⑤　技術者の確保、広域連携（技術交流）への取組（上水道施設課）

 

【部局間連携／市民協働／官民連携】

　地下埋設の輻輳化に伴う関係機関（都市ガス、電信、電力など）と

の技術協力、工事の施工品質や技術水準の向上への公民連携、アセッ

トマネジメントにおける庁内部局との情報共有、またインフラ整備へ

の投資は次代へのバトンリレーであることの市民の方々への理解と協

力に努めます。 
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重
点
方
針
№
２

政策分野32 上下水道 施策 安定した汚水処理サービスの提供

重点方針
－施策の方向性－

　快適で衛生的な生活環境の提供と河川等の公共用水域の水質保全を図るため、下水道や浄化槽の普及を推進します。ま

た、持続可能な汚水処理サービスを提供とともに施設の運用における脱炭素対策に努めます。

【重点的取組】
①　地域に適した下水道事業（公共下水道事業、農業集落排水事業、個別生
活排水事業）の運営

　　快適で衛生的な生活環境の提供と公共用水域の水質保全を図るため、地
域に適した下水道整備を推進します。公共下水道事業については、事業認
可拡大区域155ha（R3～7ヵ年計画：花見ヶ丘地区、東年貢地区、飯寺地
区など）の整備を図ります。

②　下水道施設の長寿命化の推進
　　下水道管渠（公共下水道管渠延長 443㎞の内 30年経過 156㎞：全体の約
35％）の適正な維持管理と機能保全のため、施設の長寿命化対策に取組み
ます。＊現計画（R3～7）：東山地区、居合地区
また、下水道浄化工場（設置後 39年経過）の施設機能更新（反応タン
ク・消毒設備）や、農業集落排水事業の機能強化事業（湊地区、北会津地
区）により処理施設の統合）に取組みます。

③　下水道接続率の向上
　　下水道事業の接続率を向上していくため、戸別訪問や水洗便所改造資金
融資あっせん制度等の案内に努めていきます。
　　汚水衛生処理率（個人設置の合併浄化槽を含む水洗化率）は、約 77％
であり、普及の推進に努めます。
　　※汚水衛生処理率=水洗化済人口／市全人口
④　下水道施設運営の脱炭素化
施設の長寿命化対策や汚水処理の過程で発生する消化ガスなどを活用し
た脱炭素化への取組を推進します。

【主要事業の詳細】⇒別ページ参照
①③公共下水道事業（下水道施設課）
　　・汚水衛生処理率（R2）：81％
　　　（水洗化済人口 78,985人÷対象人口98,130人）
　　農業集落排水事業（下水道施設課）
　　・汚水衛生処理率（R2）75％
　　　（水洗化済人口 3,271人÷対象人口 4,337人）
個別生活排水事業（下水道施設課）
・汚水衛生処理率（R2）51％

　　　（水洗化済人口6,945人÷対象人口 13,595人）
②　長寿命化対策の推進
公共下水道事業（下水道施設課）

　　・管路施設長寿命化対策（管内カメラ調査による管更生対策）
（現計画：R3～7：東山地区、居合地区、河川横断、JR横断）
・下水道浄化工場施設の機械設備の更新

　　農業集落排水事業（下水道施設課）
・北会津地区、湊地区における処理施設の統合化（機能強化）

④　下水道施設運営の脱炭素化
消化ガス年間発生量：912千㎥⇒有効活用分：746千㎥（81.8％）
地域脱炭素移行・再エネへの実現可能性調査等への取組（検討）

【部局間連携／市民協働／官民連携】
　気候変動（集中豪雨）による浸水（溢水）対策、道路陥没事故の発
生にみる下水管路の予防保全など、街を守る下水道機能（雨水幹線の
整備）の整備促進、また下水管路の包括的な維持管理に係る公民連携
型の予防保全対策に取組み（研究）ます。
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令和４年度　重点方針に基づく取組の概念図

市民・使用者

下水道事業受託者

水道事業受託者

上下水道局

上下水道施設の総合的計画
に沿った維持・整備　

健全な上下水道事業の運営

第
三
者
委
託

浄水場運転管理業務

送配水施設維持管理等業務

積極的な情報の開示

上下水道事業に対する理解・協力

 質の高いサービスの享受

上下水道事業経営審議会

　上下水道事業経営に係る
事項の調査審議

料金徴収業務

受注者

上下水道局
発注工事等請負

健康福祉部
健康増進課

市営簡易水道事業

建設部都市計画課

雨水幹線の整備

「安全な水道水の安定供給と適切な汚水処理により、衛生的で健康的な生活を支えるまち」を目指して

下水処理場等包括的運転管理業務

広報紙「つながるあいづわかまつ
みずチャンネル」よる広報
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令和４年度　上下水道局　主要事業

重点

方針

№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

１ 配水管布設替事業

（上水道施設課） 

①「管路の老朽化対策と耐震化の実施」

　管路更新については老朽化した管路や重要給水施設への給水を担う管路、AIによる管路劣化度診断に基づく

漏水確率の高い管路を中心に更新・耐震化を実施し、水道水の安定供給に努めます。

浄水場改修事業及び配水区再編

事業

（上水道施設課）

①「各浄水場における長寿命化対策」

　施設の老朽化が進む東山浄水場等において、原水対策とともに機器や配管等の改修を図ること、また新たに

配水池やポンプ場を結ぶ配水監視用計装設備の更新に努めます。

②「大戸配水区の再編」

　大戸配水区の再編・長寿命化を図るため、追加設備の必要性や既存設備のシミュレーション等の調査設計を

実施します。（2ヵ年継続R4～5）

デジタル技術を活用した工事の

品質向上及び適正な施設の維持

管理

（上水道施設課）

①「監視型漏水調査の実施」
　漏水確率の高い地区を中心に、LPWAとセンシング技術により長時間常時監視する監視型漏水調査を行い、有
収率の向上に努めます。
②「マッピングシステムの構築」
　管網解析や管路評価を行うことのできるデジタル管路図を構築し、効率的な水運用に努めます。（2ヶ年継続
R4～5）
③「施工情報システムの導入」
　水道管路工事における管継手施工の均一化と継手位置情報（GPS）の管理を目的に、施工情報システムを導入
（発注の仕様化）し、施工品質の向上に努めます。
④「水道施設維持管理用設備（通信網基盤）の整備」
　監視データや施工管理項目、画像・動画データなど情報量の増大が見込まれ、工事箇所や施設管理における
常時接続と大容量通信（工事の遠隔監視や画像送信）からも水道管理用の通信環境網（WIFI通信網の検討）の
整備に努めます。（第１期分計画）
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浄水場運転管理業務及び送配水

施設維持管理等業務の第三者委

託事業

（総務課・上水道施設課）

　第三者委託を行っている浄水場運転管理及び送配水施設維持管理等業務が適正に履行されるよう管理監督

（モニタリング）に努めます。 

水道事業、下水道事業の広報の

充実による「見える化」対策

（上下水道局総務課）

　上下水道施設のインフラ整備に対する理解促進を図るため、広報誌等を活用した「見える化」に努め、次代

への「施設のリレーバトン」の大切さを伝えていきます。

技術者育成に向けた取組

（上水道施設課）

　地元工業高校への高校生出前講座の開催や、近隣市町村との技術研修や交流を通しての現場実践を実施し、

技術者の育成及び監督員の養成を図ります。

重点
方針
№

主要事業名 事業概要／令和４年度の取組概要

２ 公共下水道事業

（下水道施設課）

　公共下水道計画に基づき、市街地における管渠（花見ヶ丘地区、東年貢地区、飯寺地区など）や下水浄化工

場（反応タンク・消毒設備）の計画的な整備や改築により、公共用水域の水質保全を図ります。

　また、施設の長寿命化対策や汚水処理の過程で発生する消化ガスなどを活用した脱炭素化への取組を引き続

き推進します。

　さらに、気候変動（集中豪雨）による浸水（溢水）対策、道路陥没事故の発生にみる下水管路の予防保全な

ど、街を守るための下水機能（雨水幹線の整備）の維持や下水管路の包括的な維持管理としての予防保全対策

（研究）について、関係機関、庁内関係部局と連携を図りながら取組みます。

農業集落排水事業

（下水道施設課）

　農村部における管渠や処理場の計画的な整備により、良好な水循環と生活環境の向上、農業用水の水質保全

を図ります。

　また、農業集落排水事業最適整備構想に基づき、処理施設統廃合のための機能強化対策工事に着手します。

　・湊地区：赤井地区を共和地区に統合（事業計画R4～7）

　・北会津地区：宮木地区と上米塚地区を北会津西部地区に統合（事業計画R4～5）
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個別生活排水事業

（下水道施設課）

　公共下水道事業・農業集落排水事業区域外において、生活環境の向上と公共用水域の水質保全のため、引き

続き浄化槽の設置及び維持管理を行います。

　また、浄化槽整備のコスト削減とともに、維持管理費用の縮減に取組みます。

203


	8548cccd61cea906f85ee66dfa9a81703baa8214f5fdbf049761228945c4d65a.pdf
	8548cccd61cea906f85ee66dfa9a81703baa8214f5fdbf049761228945c4d65a.pdf
	8548cccd61cea906f85ee66dfa9a81703baa8214f5fdbf049761228945c4d65a.pdf
	8548cccd61cea906f85ee66dfa9a81703baa8214f5fdbf049761228945c4d65a.pdf
	Sheet2

	8548cccd61cea906f85ee66dfa9a81703baa8214f5fdbf049761228945c4d65a.pdf
	8548cccd61cea906f85ee66dfa9a81703baa8214f5fdbf049761228945c4d65a.pdf
	8548cccd61cea906f85ee66dfa9a81703baa8214f5fdbf049761228945c4d65a.pdf

